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【開催日】 平成２７年３月１０日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後６時４８分 

【出席委員】 

委 員 長 下 瀬 俊 夫 委 員 石 田 清 廉 

委 員 岩 本 信 子 委 員 小 野  泰 

委 員 三 浦 英 統 委 員 吉 永 美 子 

 

【欠席委員】  

副 委 員 長 矢 田 松 夫   

 

 

【委員外出席議員等】 

議   長 尾 山 信 義 傍 聴 議 員 岡 山  明 

 

【執行部出席者】 

健 康 福 祉 部 長 河 合 久 雄 国 保 年 金 課 長 吉 岡 忠 司 

国保年金課国保係長 大 濵 史 久 国保年金課年金高齢医療係長 三 隅 貴 恵 

国保年金課特定健診係長 岡 﨑 さゆり 高 齢 障 害 課 長 兼 本 裕 子 

高齢障害課主幹 川 上 公志郎 高齢障害課主査兼高齢福祉係長 坂 根 良太郎 

高齢障害課主査兼介護保険係長 河 上 雄 治 地域包括支援センター所長 尾 山 貴 子 

地域包括支援センター主任 荒 川 智 美 高齢障害課障害福祉係長 縄 田  誠 

病院事業管理者 河 合 伸 也 病院局次長兼事務部長 市 村 雄二郎 

病 院局事 務部次 長兼総 務課 長 山 本 敏 男 新病院建設室技監 山 本   修 

病院局医事課長 亀 田 政 徳 病院局総務課長補佐兼庶務係長 辻 村 征 宏 

病院局総務課長補佐兼経理係長 和 氣 康 隆 新病院建設室主任 森 重 豊 浩 

企 画 課 企 画 係 宮 本  渉   

 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 古 川 博 三 庶 務 調 査 係 長 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

 

１ 議案第３７号 山陽小野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定について（国保） 

 



2 

 

２ 議案第１３号 平成２７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計予算に

ついて（国保） 

 

３ 議案第１５号 平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計予算

について（国保） 

 

４ 議案第３８号 山陽小野田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例の制定について（国保） 

 

５ 議案第３２号 山陽小野田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定

について（高齢） 

 

６ 議案第１４号 平成２７年度山陽小野田市介護保険特別会計予算につい

て（高齢） 

 

７ 議案第２０号 平成２７年度山陽小野田市病院事業会計予算について

（病院） 

 

８ 議案第３３号 山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について（高齢） 

 

９ 議案第３４号 山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて（高齢） 

 

10 議案第３５号 山陽小野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について（高齢） 

 

11 議案第４９号 山陽小野田市障害福祉サービス事業所条例の一部を改正

する条例の制定について（高齢） 
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午前９時 開会 

 

 

下瀬俊夫委員長 おはようございます。時間になりましたので、ただいまより

民生福祉常任委員会を開会いたします。きょうは大変議案が多いんです

が、事務局が体制をとってばっちり対応できるということなんで、心置

きなく審議をお願いしたいという話でありますので。それでは最初に議

案第３７号山陽小野田市国民保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてから審議を始めたいと思います。それでは執行部の説明をお願いい

たします。 

 

吉岡国保年金課長 おはようございます。それでは御説明をさせていただきま

す。議案第３７号山陽小野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定について御説明をいたします。お配りしております資料のほうを

ごらんいただきたいと思います。今回は４つの改正点がございます。１

番目は「高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業の恒久化」でご

ざいます。２点目は「賦課限度額の引上げ」です。３点目は「法定軽減

（均等割、平等割の５割軽減、２割軽減）の対象範囲の拡大」でござい

ます。４点目は「督促状の手数料の徴収方法の変更」でございます。そ

れでは資料に基づきまして順番に御説明をいたします。まず、１番目の

「高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業の恒久化」ですが、「高

額医療費共同事業の恒久化」から御説明をいたします。①（１）にあり

ますように、高額医療費共同事業は、高額な医療費、原則として１件８

０万円を超えるものでございますが、これの発生による国保財政の急激

な影響の緩和を図るために各市町村国保からの拠出金を財源として、都

道府県単位で費用負担を調整し、各市町村国保へ交付金を交付する再保

険事業でございます。拠出金は該当する高額医療費の実績、過去３年間

に応じて連合会が定めまして、国、県は市町村国保の拠出金に対して４

分の１ずつ負担をしております。この事業が、平成２６年度までは暫定

措置ということでございましたが、平成２７年度は恒久化になるという

ことでございます。これが最初の条例改正の１点目でございます。次に

２ページ目をごらんいただきたいと思います。（２）保険財政共同安定化

事業の恒久化と対象範囲の拡大でございます。条例改正では、恒久化の

部分のみの改正になりますが、平成２７年度から対象範囲が拡大されま

すので、あわせて御説明のほうをさせていただきます。この保険財政共

同安定化事業につきましても、先ほどの高額医療費共同事業と同じよう

な県単位で行う再保険事業でございます。違うところは、国や県の補助
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がなく、対象の医療費の範囲が異なるという点でございます。現行と改

正後の図がございますが、それぞれの真ん中に対象医療費というのが書

いてございます。現行は平成２６年度までの対象範囲になり、レセプト

１件３０万円を超える医療費のうち、８万を超え８０万円までの部分が

対象となっておりますが、平成２７年度からは、下の改正後になります

が、８０万以下の全ての医療費が対象になることになります。対象範囲

が拡大されるとともに、平成２６年度までは暫定措置でございましたが、

平成２７年度から恒久化されることになります。この恒久化については、

このたびの条例改正に含まれるところでございます。この事業によって

どのような効果があるのか、というのが次のページになります。左側の

「実際の医療給付費」の表にありますように、ここではＢ町とＣ村の差

が１００ほどございますが、これをこの事業を行いますと、右の「拠出

金」の図のように、Ｂ町とＣ村の差が５０に縮まるというような効果が

見込まれております。このような市町村間の差をなくすための事業とい

うことになります。これがこのたび恒久化されるとともに対象範囲が８

０万以下の全ての医療費に拡大されるということになります。続きまし

て、４ページ、次のページをごらんいただきたいと思います。次の改正

点でございますが、こちら賦課限度額の引き上げでございます。平成２

７年度から医療分が１万円、後期支援分が１万円、介護分が２万円、合

計で４万円の増額となります。この影響額についてですが、下の表にあ

りますとおり医療分が１９４世帯で１９０万８，５２４円、後期支援分

が２０７世帯で１９４万６，１２７円、介護分が１３５世帯２２６万７，

９４８円、合計で６１２万２,５９９円となっております。では続きまし

てその下、３点目でございます。法定軽減、均等割、平等割の５割軽減、

２割軽減の対象範囲の拡大について御説明させていただきます。まず、

５割軽減の基準額の算出方法が 1 人当たり２４．５万円から２６万円に

拡大をされます。続いて２割軽減の基準額の算出方法が 1 人当たり４５

万円から４７万円に拡大されることになります。この拡大の財源につき

ましては、県が４分の３、市が４分の１となっておりますが、市の負担

分については消費税の増税分が充当されることになります。影響額につ

きましては、下の表にありますとおり、５割軽減が４６世帯２１４万６，

０００円、２割軽減が６世帯１２万８，０００円でございます。あわせ

まして５２世帯３１９万２，０００円ということになっております。続

きまして４点目でございます。督促状の手数料の徴収方法の変更でござ

います。現在、手数料につきましては、納期を過ぎた保険料と同時に徴

収する、という条文がございます。このために督促手数料のみが残った

場合に、督促手数料を徴収できないということになります。市の税や他



5 

 

の種目につきましては、こういった条文はございませんので、督促料が

そういった場合にも徴収できることになりますが、国民健康保険につき

ましても、同様の取扱いとするためこのたびこの条文を削除するという

改正をするものでございます。以上でございます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは、議案第３７号の審議に入りたいと思います。御質

疑のある方。 

 

岩本信子委員 恒久化、今までと同じような形であるんですが、恒久化ってい

うことは次の今、保険制度が変わってきますよね、政府のほうで今検討

しよる、そういうふうなのを見越してこれは恒久化されるっていう考え

方でいいんですか。 

 

吉岡国保年金課長 今おっしゃられたのは、国保財政の県単位の広域化という

ことだろうと思いますが、そのための措置ということで聞いております。

この８０万以下の恒久化につきましては、広域化の前段のステップとい

うことで聞いております。 

 

下瀬俊夫委員長 その場合ね、結局今回いくつかその恒久化っていうことで、

都道府県に移行するいわゆる準備段階に入ったということになるよね。

そうするとね、この都道府県化という問題についてね、どうなんだろう

ね、それを抜きにね、恒久化だけ徐々に認めてくれという話になってい

くとやね、その先のことをほとんどまだ僕ら議論してないわけですよ、

ここら辺どうなんだろう。やっぱり一遍どこかの時点できちんとしたほ

うがいいんじゃないかなと思うんだけどね。全体像がまだなかなか見え

ていないという状況の中だけでね、大変だろうと思うんだけど、やっぱ

りそういう都道府県化になったときにじゃあどうなるんかとか少しやっ

ぱり原課のほうからもいろいろと説明受けたほうがいいんじゃないかな

と思うんですが、このきょうどうかっていう話じゃなしにね。ちょっと

今後そういうことは少し考えたほうがいいんじゃないかなって思います

ね。ほかにありますか。なければ１点ほどお聞きします。一番最後のペ

ージですね、いわゆる賦課限度額の引き上げの問題です。この問題がで

すね、その前のページいわゆる３ページですね。この都道府県単位の共

同事業の仕組みということで、Ｃ村が２５から５０に被保険者割りがふ

えていくよね。これは結局被保険者の負担をふやすという意味ですか。 
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吉岡国保年金課長 これは拠出金を算定する時の方法でございまして、この拠

出金を算定するに当たりましては、まず半分が医療費の実績に応じて算

定する、残りの半分が一般被保険者の数で按分してこの拠出金を算定す

るということでございますので、その被保険者の負担がふえるというこ

とではございません。拠出金を算定するための基準ということでござい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 うん、説明がよくわからない。 

 

岩本信子委員 拠出金がふえたら、それは全然影響しないということでいいん

ですか、個人の保険料に。 

 

吉岡国保年金課長 この拠出金を市町村が負担をしまして、そのかわりに交付

金というものが入ってまいります。その拠出金と交付金のバランス、拠

出金が１００で交付金が１２０ということであれば、プラス２０という

ことになります。そのプラス２０については当然保険料を算定する時に

ですね、これは加味されますので、その分保険料を低く設定することが

できるということになります。この図のほうにもありますが、上の例文

のところにですね、２番目のところでございますが、これにより都道府

県内の市町村国保の財政の安定化及び保険料の平準化、医療費の差によ

る保険料の相違の緩和が図られるということもこの事業の目的の一つと

いうことになっております。 

 

岩本信子委員 じゃあ今の説明では、交付金が多ければ拠出金は交付金で措置

されると。交付金が多ければ多い分は保険料にはね返ってきて少し保険

料が安くなるという説明だったと思うんですけど、逆に交付金のほうが

少なくてっていうことになる場合はないんですか。そしたら少なければ

今度は保険料に影響してくるとは思うんですけど、そういう逆パターン

はないんですか。 

 

吉岡国保年金課長 これは県単位の共同事業でございますので、当然交付金が

多くなるところがあるかわりに今度はそれが少なくなるところも出てま

いります。プラスマイナスゼロということになります。交付金が少なく

なった場合にですね、その部分については県の調整交付金で賄われると

いうことになっておりますので、そういった場合になってもですね、あ

る程度の措置は図られるということになります。 
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下瀬俊夫委員長 あのね、やっぱりどうも小出しになるんよな、話がね。この

都道府県単位化の問題で結局今みたいな交付金とか調整交付金とかって

いう問題がね、それだけの話じゃないわけでしょ、結局。都道府県単位

になったらどうなるかっていういろんな問題があるわけでしょ。小出し

の説明になるとやね、結局ね、全体像がわからないっていう話になるわ

けですよ。だからこのいわゆる拠出金の計算の仕方についてもね、さっ

きからの説明ではよくわからんのですよ、結局。いわゆる被保険者割り

がなぜこのＣ村が倍になるのかっていうね、もう少しわかりやすく説明

できんかね。まず拠出金から説明してください。 

 

吉岡国保年金課長 拠出金の算出方法でございますが、拠出金を計算する上で

その半分につきましては、過去３年間の医療費を勘案して算出するとい

うことになっております。残りの半分については、ここにありますよう

に被保険者割りということで、一般被保険者の数、これは県全体の中の

市町村の数によって按分して決めていくということになります。この例

でいきますとＣ村がふえているということになりますが、この共同事業

の目的としましては、市町村間の差を埋めていくということになります

ので、実際の医療費が高いところは負担が減っていくということになり

ますが、実際の医療費が低いところもですね、逆に今度は負担がちょっ

とふえるということになります。その差を埋めるという事業でございま

すので、結果的にこの例でいいますが、このＣ村についてはちょっと負

担がふえるということにはなります。 

 

下瀬俊夫委員長 なるほどね。結局ね、都道府県化の最大の眼目は大きい自治

体がうまくいっていないんですよね、どこもかしこも。それをね、都道

府県単位にして若干ならしていこうと、いわゆる大きなところに小さい

ところから負担金を若干ふやしていこうという、そういう話でしょ、と

りあえずは。大まかにいうと。じゃないんですか。小さいところはねう

まくいっているんですよ、どこも大体、この国民健康保険会計というの

は。いわゆる医療機関が多いか少ないかとかね、都市部でね、大体ね、

国民健康保険会計っていうのは、大きな問題をどこも抱えているんです

ね。だから小さいところから、負担を少しとって、今言われたように大

きなところに少し配分をしていくというかね、拠出金の考え方はそんな

もんじゃないんですか。 

 

吉岡国保年金課長 こちらの共同事業もありますが、先ほどの高額のほうも同

じような考えでやっておりますけども、基本的には共通の考え方として
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はですね、財政運営が難しい小さい市町村、例えば先ほどの高額につき

ましても８０万を超える高額なものが突然ふえるといったときの対応の

ためということでございますので、基本的には小さい市町村の財政運営

の安定化のために行われているというふうに認識をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 高額医療費の場合はそうですよ。小さい市町村に負担がかか

っていくと、突然負担がかからんようにしようというね、その趣旨は昔

からあったんです。ただ今回の都道府県化っていうのはそんなもんじゃ

ないんじゃないかなって思うんだけどね。全体像がわからないからそう

いう議論になるわけですよね。ほかにありますか。意見がないっていう

のは不安なんですがね。 

 

岩本信子委員 この３ページ目のグラフですよね。実際の医療費の給付費がこ

れだけの格差があるわけですよね。そして拠出金は大体公平に。これ今

までだったら医療費の給付金に対する拠出金だったっていうことですか

ね。だから、拠出金っていうのが少なかったっていうことで、いいんで

すかね。 

 

下瀬俊夫委員長 何て。 

 

岩本信子委員 だから、この今ね、平準化されるわけですよね、この拠出金が 

Ａ、Ｂ、Ｃになってくるんだけど、ここ実際の医療給付費がこういう格

差があって、今度拠出金がこういう５０っていう小さくなっているって

いう考え方なわけ。小さくっていうか、差がね。だから今まではこの差

のとおり医療費の給付費のとおり拠出金は出していたのかっていう質問

です。 

 

下瀬俊夫委員長 これね、同じようなグラフになっているから、いわゆる医療

給付費がイコール拠出金みたいな感じに見られてしまうわけですよ。そ

れは違うんでしょ。ちょっとそこら辺。 

 

吉岡年金課長 ちょっと資料がわかりにくくて大変申しわけございません。左

側の実際の医療給付費といいますのは、これは実際に市町村が払ってい

る給付費になります。これに対して右側の拠出金を支払い、そしてまた

右側にちょっと書いてございませんが、交付金というものがございます。

先ほど申しましたが、交付金というものがありまして、この拠出金と交

付金のバランスによって、この共同事業は運営されているということに
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なります。ですから、左側の実際の医療費というのは、実際に市町村が

払うわけでございますけども、その差を埋めるために別に拠出金を拠出

し、それを県全体でプールして、再配分して交付金として市町村にまた

配分すると。そしてその結果、プラスになるところはこの左側の医療費

の差が埋まるということになりますし、逆にマイナスになるところはま

たふえるということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。これはだからイコールじゃないという目で見と

ってください。結局今、市町村が被保険者からとっている保険料ですよ

ね、この拠出金の中には当然保険料っていうのは入ってくるわけですよ

ね、いかがですか。これは保険料とは別個なんですか。 

 

吉岡年金課長 このたびの当初予算上は拠出金と交付金というのは同額になっ

ておりますので、交付金を拠出金に充当するというような形になってお

ります。 

 

下瀬俊夫委員長 うん、いや僕が言っているのは都道府県化の方向ですよ。今

後もし都道府県化なった場合にこの拠出金一本でいくわけじゃなしに、

これ以外に保険料というのが別個に県に納めるということになるんです

か。 

 

吉岡年金課長 そのあたりについてはまだ決まっておりません。 

 

岩本信子委員 一番最後のページですが、これですが、賦課限度額の引き上げ

っていうことで、影響額が６１２万２，５９９円ってあるんですが、こ

れが保険料に対しての影響額っていうのはどうなるんですか。保険料は

影響しないっていうことでいいんですか。ただ、賦課限度が引き上げら

れたことによって、多分その徴収する保険料が少なくなるんじゃないか

って思うんですが、それが６１２万ね。そうすると保険料にも影響して

くるんじゃないかと思いますが、その点説明ください。 

 

吉岡国保年金課長 ちょっと資料がわかりにくくて申しわけございませんが、

この賦課限度額につきましては保険料の上限ということでございますの

で、この一番上の表でいいますと、平成２６年度が合計８１万でござい

ましたが、例えばこの時点で９０万という算定になりましても８１万で

打ち切りということになります。これが２７年度８５万になりましたの

で、４万円ほどふえたということになります。影響額につきましては、
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これは保険料がこれだけ収入がふえますということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 この賦課限度額を引き上げることによって、どの程度の影響

が出るんですか、被保険者に対して。 

 

吉岡国保年金課長 実際のふえる額についてはここの表のとおりでございます

が、これによりまして、保険料の率の算出の時にはこの分をいわゆる全

体の保険料率を下げるための財源とすることができると考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 全体の保険料率を下げるという話なんですが、しかし賦課限

度額を上げることによって、影響が出てくる方、いわゆる自分の保険料

が上がる方が出てくるでしょ。それがどのくらい要るか、この所帯数が

大体対象ですか。 

 

吉岡国保年金課長 この影響額の算出につきましては２６年度の保険料をもと

に算出をしておりますが、実際にこの世帯数の方、この世帯の数だけ保

険料がふえるということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですかいね。 

 

岩本信子委員 皆さんなかなか、私もちょっと理解しにくかったんですけど、

結局この世帯数ほどは、影響額が出て６１２万２，０００増になるとい

うことは、この人たちは保険料は上がるんじゃないですか、全体で見た

ら、この人たちが上がる分保険料は下がってくるんじゃないかと思うん

ですけど、この影響額を受ける人たちは上がってくるということじゃな

いですかね、今説明は。 

 

下瀬俊夫委員長 もう一度わかりやすいように話をして。 

 

吉岡国保年金課長 保険料の上限がこのたび４万ほど引き上げられますので、

当然保険料が多い方につきましては保険料が上がるということになりま

す。その対象の世帯の方がこちらにあります、影響額のところにありま

す世帯数の方々ということになります。この結果、この表では６１２万

ほど保険料が上がることになりますが、この６１２万を財源としまして、

全体の保険料率をその分下げることができるということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 何ていうかね、これまでもずっと議論があったとこなんです
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よね。いわゆるこの限度額の引き上げの問題ですよね。これは当然法で

決まってくるわけですが、これは市町村で独自に額を引き上げるという

ことができるんですか、できんのですか。これ上限じゃから。 

 

吉岡国保年金課長 それは可能であると考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 可能である。例えば１００万にできるんですか。 

 

吉岡国保年金課長 それは可能であると思います。 

 

下瀬俊夫委員長 しかしそれは逆に言えば、国から言えばですね、法を超えて

上げるわけだから、当然ペナルティの対象になるんじゃないですか。 

 

吉岡国保年金課長 そのことに対するペナルティというのは聞いておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 そうですか。はい、ほかに。 

 

石田清廉委員 限度額の引き上げで、影響額がありますよね。それぞれの所帯

数が書いていますが、その影響額、右側のこの数値の出ている、これは

どういう、ごめんなさい、どういう根拠の計算になるんですか、これ。

世帯数掛ける何か、影響額に１９０万って書いていますけども。 

 

大濵国保年金課国保係長 これにつきましては先ほど課長が説明いたしました

けども、２６年度の賦課状況によって計算をしております。医療分が１

万、後期支援分も１万、介護分が２万円ほど今回上げるという改正にな

っております。対象世帯数がそれぞれ１９４、２０７、１３５となって

おりますが、この方々が要はこのたび２６年度、算定額はですね、限度

額を超えておられる方になります。皆さんがそれぞれ１万、２万超えて

おられればですね、例えば１９４世帯医療分、対象になっていますけど

も、皆さんが１万円以上突き抜けて賦課が算出されておられれば、影響

額が１９４万ということになるんですけども、１万円も超えてない方も

いらっしゃいますので、それぞれ限度額を超えておられる額を集計しま

すと、１９０万８，５２４円ということになっております。同様に後期

支援分も１万円、今回上がっておりますが、限度額から１万円も超えて

ない方もいらっしゃいますので、全てそれを集計すると１９４万６，１

２７円という形になっている、介護分も同様でございます。 

 



12 

 

石田清廉委員 介護分は２万円か、ああそうやね。わかりました。 

 

下瀬俊夫委員長 それで所帯区分でいけば大体２００所帯くらいということよ

ね。これ課税所帯でいけば、どれぐらいから上の方、所帯がかかるもん

ですか。 

 

吉岡国保年金課長 ちょっと今資料ございませんので後ほどでよろしいでしょ

うか。 

 

下瀬俊夫委員長 では会計のときに報告お願いします。 

 

吉岡国保年金課長 申しわけございません。先ほどの限度額の市町村が独自に

定めることができるということでございますが、ちょっと今法令のほう

を確認しましたところ、大変申しわけございません、限度額につきまし

ては上限を定めるものでございます。ということでございますので、国

が定めた上限は一応超えられないということです。上限を定めることで

ございますので、その下を下げることはできるというふうに考えます。 

 

下瀬俊夫委員長 いや僕は上げって言っているんですよ。（「申しわけございま

せん。」と呼ぶものあり）市町村独自に上げたらどうかと。そしたらあな

たができると言うたからね。そうですか。 

 

岩本信子委員 法定軽減のところですけれど、財源が県が４分の３、市が４分

の１で、市負担分は消費税増税分が充当されるってあるんですけど、ど

んな入り方っていったらおかしいんですけど、するんですかね。特別交

付金かなんかで入ってくるんですか。ちょっとそこら辺をお聞きしたい

んですが、どういう。 

 

吉岡国保年金課長 こちらにつきましては、国が定める法定軽減ということで

ございますので、一般会計繰入金ということで、国保特会のほうには入

ってまいります。入ってきた分につきまして、県が４分の３、市が４分

の１ほど負担するわけでございますが、これは一般会計のほうに入るも

のでございます。一旦県から４分の３一般会計に入りまして、残りの４

分の１を足して国保特会に入ってくるという形になります。市が負担す

る４分の１については消費税で充当されるということになります。 

 

三浦英統委員 先ほどのお答えの中で、引き上げ額が８５万になっておるんで
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すが、その影響額６１２万２，０００についてですね、国保料を下げる

と、こういうような言われ方をしました。これから６月に向けてですね、

国保料金の料金表をつくるという中で、この６１２万２，０００が影響

するのかどうか。それともう１点がですね、それに伴いまして今までお

金を貯めておりますいね、ここらあたりとあわせもって引き下げると、

こういう考え方なんですか。 

 

吉岡国保年金課長 この６１２万につきましてはこれだけ保険料がふえるわけ

でございますので、それは当然その料率を算定する際にこの分を加味し

て保険料を算定するということになります。当然どれだけの率になるか

っていうのはちょっと今ここでは申し上げられませんが、その分は加味

しますので、その分は保険料が下がるということになります。基金の件

でございますが、これにつきましてはこの２６年度の決算の状況を見ま

して、そこから国、県の交付金の状況あるいは最終的な保険料の収納の

状況等を勘案しながら料率についてはまた算定してまいりますので、現

段階で基金を取り崩してということはちょっとこの場でお答えするのは

難しいという状況でございます。 

 

岩本信子委員 先ほどの件なんですけど、これ結局財源ですけど、地方消費税

交付金に入ってくる、まあこれ財政じゃないとわからないんじゃないか

と思うけど、それに入ってきてそして一般会計から繰り入れられるって

いう考え方でいいですかね。 

 

吉岡国保年金課長 消費税として入ってきて特別会計に入ってくる流れとして

はおっしゃられるとおりと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 これ本当に入ってくるの。ねえ。これ１０％にした場合の話

じゃないんかね。 

 

吉岡国保年金課長 国の資料が来ておりますが、その中では消費税が充てられ

ると。 

 

下瀬俊夫委員長 もう既に入っているわけ。 

 

吉岡国保年金課長 はい、そうなっております。 

 

下瀬俊夫委員長 ああそうですか。それからさっきの三浦委員の話で、基金の
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残高の問題は前のときに少し議論になったですよね。これが、当初の考

え方よりも少しふえているということで、保険料の引き下げに活用した

いというふうな議論がたしかあったと思うんですよね。今の答弁ではね、

２６年度の決算を見てからという話がされたんで、それはちょっと違う

んじゃないかなと思ったんですが、いかがですか。 

 

吉岡国保年金課長 具体的な率についてはですね、先ほど申しましたとおり決

算を見ながらということになりますが、この基金につきましては、今後

の医療費の給付の伸びに対応するため、あるいは不測の事態によります

財源不足、そして今後の大幅な制度改正また保険料率の抑制ということ

に利用していきたいというふうに考えておりますので、そのあたりがな

いということはありません。 

 

下瀬俊夫委員長 いや、これまでの議論はね、行政として積立金のですね、金

額については一定の限度といいますかね、一定の積み立ての目標をもっ

ていますよね。それが幾らなんですか。 

 

吉岡国保年金課長 現在先ほど申しましたものに備えるため、医療給付費の１

０％程度は必要というふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 今１０％を越えているでしょ、現在。 

 

吉岡国保年金課長 予算どおりに積み立てをした場合に、５億２，８７７万６，

１８８円ということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 それは何％なんですか。 

 

吉岡国保年金課長 ２６年度当初予算で比べますと、１０％以内ということに

なっております。 

 

下瀬俊夫委員長 ちょうど１０％。 

 

吉岡国保年金課長 １０％をちょっと割るぐらいでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 割る。 

 

吉岡国保年金課長 はい。当初の保険給付費が５３億８，５６７万ということ



15 

 

になっておりますので、先ほど申しましたのが５億２，８７７万６，１

８８円。 

 

下瀬俊夫委員長 今の話は２６年度の当初でしょ。２５年度決算で積み立てを

したんやないんかね。 

 

吉岡国保年金課長 申しました基金残高につきましては２７年度当初の数字で

ございます。 

 

下瀬俊夫委員長 これ２７年度当初。 

 

吉岡国保年金課長 はい。 

 

下瀬俊夫委員長 約１０％ってことやね。これにだから２６年度の基金分がど

れだけ積み増しされるかという話ですね。これにプラスね。はい、わか

りました。 

 

吉岡国保年金課長 ２６年度決算を見て基金が積まれるものと、あと基金を取

り崩すこともございますので、両方勘案したことに関することになりま

す。 

 

岩本信子委員 基金についてですが、ちょっと心配しているのは、広域化に伴

う、広域化、まだはっきりはしてないんですけど、広域化に伴うと例え

ば基金残高を幾らとかいう多分規定みたいな、それぞれみんながぱっと

一緒にはならんような気がするんですけど、そういう懸念とかいうのは

あるんですか、どうですか。 

 

吉岡国保年金課長 現在この広域化に伴って、この基金についてわかっている

情報では市町村が基金を持つことができるというふうになっております

ので、これにつきましては今までどおり各市町村で保有できるというふ

うに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 何て言っていいかわからんけどやね、今後ね、いろんなこと

が予想されるわけですよね。いわゆる県に対する上納金の問題が出てく

るわけですよね、まあ上納金というんかどうかわからないけど。そうす

ると国民健康保険料は市町村が徴収するわけだけど、今みたいな収納率

９０％の場合ね、じゃあどうなるんかって問題が出てくるわけですよね。
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そういう時にね、基金を使いなさいみたいな話になってしまうと、何ぼ

持っていたって、本当大変なことになるわけですよね。だからまだ全体

像がよくわからんから、そのどういうふうに僕らがこの問題を見たらい

いのかっていうのはね、まだよくわからないっていう面があるから、基

金を持てというのはいろんな意味があるんだということは少し僕らも知

っとかんにゃいけんのやないかなと思いますね。 

 

吉永美子委員 せっかくなのでお聞きします。あとの後期高齢者医療にも関す

ることですけど、なぜその④ですけど、今ごろになってこの督促状の徴

収方法変更ということが出てきたのか、その辺お知らせください。それ

と現実に督促手数料のみが残ったっていうケースがあるのかどうか、こ

の２点です。 

 

大濵国保年金課国保係長 督促料のみが残るケースは基本的にはないんですけ

ども、例えば分納をずっと続けておられる方が例えば月々１万円ずつと

いうことで古いほうからこう充当していくわけですけども、そういった

場合に督促料を納付する前に、本料の納付が終わった場合には督促料だ

けが残るというケースがございます。そういった場合には取れなくなり

ますので、そういったことがないようにですね、今回改正をいたしたい

ということでございます。これについてはですね、今回条例を見直す際

にですね、ほかの科目にはない条文でしたので、今回あわせて改正した

いというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。これは督促手数料が残ったときに、徴収できな

いというね、その徴収できないという条文にするんかね、それともどう

いう処理をするわけ。 

 

吉岡国保年金課長 現在この手数料は納期を過ぎた保険料と同時に徴収すると

いう条文がございますので、これを削除するということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 削除する。削除したらどうなるんかいね。督促手数料は請求

するわけよね。で、最終的にこの督促手数料そのものだけが残ったとき

に当然会計上残るわけでしょ。会計上は残るんだけど、これ削除したら

なくなるんですか。いやだから、会計上はどういう処理をするんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 財務上ということでよろしいですかね。督促料の調

定自体は収入があったときに調定を事後で立てるようになっております。
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したがいまして今回これでもし取れないものがあったとすれば、それは

調定には上がってこないので、最終的にはシステムからその金額は落と

すということになってしまいます。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやだからシステムから落とすって簡単にはいかんでし

ょ。１００円なら１００円が残っているのをね、それを会計処理上なく

すんですか。そんなことできんでしょ。 

 

大濵国保年金課国保係長 財務上は調定に上がってきていないので、そもそも

落とすとか落とさないとかいうことにはならないです。 

 

下瀬俊夫委員長 財務上は上がってこんわけやね。（「はい」と呼ぶ者あり）ほ

かに。法定軽減ですが、いいですか。これずっと何か対象範囲が拡大さ

れているよね。去年もそうでしたでしょ。これは対象範囲が拡大するっ

ていうことは、対象者がやっぱりふえているという意味なんですか。 

 

吉岡国保年金課長 この限度額の見直しにつきましては昨年度も同様の改定が

行われております。２年続けてということになりますが、今年度この限

度額を拡大するということにつきましては、国のほうでは経済動向等を

踏まえた見直しというふうになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 それだけですか。この所帯数５２所帯ですよね。５２所帯と

いうのは、対象所帯としては５２しかないんですか、この法定減免の。 

 

吉岡国保年金課長 はい、５２世帯だけでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 これしかない。そうですか。 

 

吉岡国保年金課長 影響がある世帯についてということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 影響がある世帯っていう意味がよくわからんのやけど、要は

対象世帯、５割軽減、２割軽減の対象所帯はこの程度ですかって聞いた

んですが。 

 

吉岡国保年金課長 このたびのこの上にあります基準額の拡大で、５２世帯が

ふえるということでございます。 
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下瀬俊夫委員長 全体でわかりますか。全体で何所帯ぐらいあるかっていうの。

さっきの分、大濵さん、さっきのやつ調べた。限度額。 

 

吉岡国保年金課長 先ほどの件でございますが、所得で申しますとまず医療分

が４９６万９，３９３円、支援分が４８２万３，７５０円、介護分が３

８９万２，８５７円。以上でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 これは所得ですか、課税所得ですか。 

 

吉岡国保年金課長 課税所得でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 それから５割２割の所帯数。 

 

大濵国保年金課国保係長 概算になりますけども、７割軽減が約３，０００世

帯、５割軽減が１，４００世帯、２割軽減が約１，２００世帯です。 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっと済みません。ついでにさっきの賦課限度額のね、ち

ょっと全体の世帯がわかれば、今の概算でいいんですが。 

 

大濵国保年金課国保係長 全体とは。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやそれぞれの分で。医療費分とか。いやいやこれは影

響受ける分じゃろ。 

 

大濵国保年金課国保係長 軽減の対象外も含めた全世帯数ということでよろし

いですか。概算で約９，３００世帯です。 

 

下瀬俊夫委員長 これは全体やろ、今のは。いや違う違う、賦課限度額の、い

わゆる賦課限度額をかけられる所帯。いやいや、意味がわからんって。

わからんなら聞いてください。わからん。 

 

大濵国保年金課国保係長 先ほど影響世帯を申し上げましたが、基本的にはそ

れがそのまま超えている世帯になります。 

 

下瀬俊夫委員長 わかりました。大体２００所帯ぐらいやということやね。は

い、わかりました。ほかに、ありますか。ない。ないようでしたら、質

疑を打ち切りたいと思います。議案第３７号山陽小野田市国民健康保険
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条例の一部を改正する条例の制定について、討論のある方。（「なし」と

呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは採決に入ります。３７号の

賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 はい、全会一致、可決をされました。それでは引き続きまし

て、議案第１３号平成２７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計予算

について執行部の説明を求めたいと思います。 

 

吉岡国保年金課長 それでは議案第１３号平成２７年度山陽小野田市国民健康

保険特別会計予算について御説明いたします。予算総額は、歳入歳出と

も８３億９，８８６万５，０００円となり、前年度当初予算比１１．４％、

８億６，１７７万３，０００円の増額となりました。それでは、歳出か

ら増減がある費目のうち主なものにつきまして説明をさせていただきま

す。２４、２５ページをお開きください。１款１項２目連合会負担金８

万円の減額は、一般負担金の被保険者割の単価が下がったためで、１０

５万８，０００円を計上しております。２項１目賦課徴収費の３万９，

０００円の主なものは、納付書等の印刷製本費が減ったためで、５１７

万５，０００円を計上しております。２６、２７ページをお開きくださ

い。１款３項１目１節の委員報酬は、２６年度と同額でございます。２

８、２９ページ、それから３０、３１ページの２款１項療養諸費の１目

から４目までにつきましては、過年度分の状況を勘案の上、２６年度の

決算見込額に２．７％の増額を見込み、５目までの合計で３２５万６，

０００円増の４７億６，３１２万１，０００円を計上しております。こ

の中で、退職被保険者につきましては被保険者数が減少することが見込

まれるため、給付費も減額となっております。２項高額療養費の１目一

般被保険者高額療養費及び２目退職被保険者等高額療養費につきまして

も同様の算出方法で、一般被保険者は伸びますが、退職被保険者は減額

を見込んでおります。３２、３３ページをお開きください。２款２項３

目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保険者等高額介護合

算療養費は２６年度と同額を計上しております。その結果、高額療養費

の合計は、１，４７８万１，０００円減の５億８，９７４万９，０００

円を計上しております。２款３項移送費、３４、３５ページの４項出産

育児諸費及び５項葬祭諸費につきましても２６年度と同額を計上してお

ります。３６、３７ページをお開きください。３款１項１目後期高齢者

支援金は後期高齢者医療制度への支援に係るものであり、国の予算編成
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通知に係る関係係数を用いて算定した結果、４９９万１，０００円減の

７億８，０２８万円を計上しております。４款１項前期高齢者納付金等

も同様の算定により、１５万２，０００円減の４１万７，０００円を計

上しております。３８、３９ページをお開きください。５款老人保健拠

出金ですが、事務費のみの計上といたしております。６款１項１目介護

納付金は、介護保険制度に対する納付金であり、算定した結果、３，５

１８万４，０００円減の２億７，９０７万６，０００円を計上しており

ます。７款１項１目高額医療費拠出金及び２目保険財政共同安定化事業

拠出金は、国保連が算出した額とし、１目高額医療費拠出金は１，２１

７万８，０００円減の１億５，８２５万４，０００円を計上し、２目保

険財政共同安定化事業拠出金は対象レセプトの拡大により９億１，９８

４万円増の１６億１，１９３万１，０００円を計上しております。４０、

４１ページをお開きください。８款１項１目特定健康診査等事業費は、

７２万１，０００円増の４，５７１万円を計上しております。８款２項

１目疾病予防費の健康運動事業委託料は「いきいき水中運動教室」や「若

返り体操教室」を市内のスポーツ施設運営事業所に委託して実施するも

のですが、年１回の開催を年２回の開催にふやすため、３６万円増額す

るものです。また、がん検診委託料につきましては２７９万７，０００

円増で１，３３８万円となっております。２目はり・きゅう施術費につ

いては２６年度の実績を勘案して１０万円の増額となっております。９

款１項１目基金積立金は預金利子の増加を見込んで１２万８，０００円

としております。１０款１項４目、５目は還付加算金をそれぞれ追加し

ております。１１款予備費は昨年度と同額でございます。次に歳入につ

いて御説明いたします。１２、１３ページをお開きください。１款国民

健康保険料でございます。現年度分につきましては、２６年度の調定額

を参考に、料率は据え置きとして見込み、滞納繰越分は２６年度の決算

見込み等を勘案した結果、１目一般被保険者国民健康保険料は、４３０

万３，０００円増の１３億１，１６４万１，０００円を、２目退職被保

険者国民健康保険料は、５，０５１万円減の１億２，３９１万７，００

０円を計上しております。１４、１５ページをお開きください。２款、

３款につきましては昨年度同額を計上しております。４款１項１目療養

給付費国庫負担金は、一般被保険者における保険給付費及び各種支援金

の動向や前期高齢者交付金額を勘案の上、７２７万１，０００円増の１

０億２，４２７万５，０００円を計上しております。１６、１７ページ

をお開きください。２目高額医療費共同事業負担金及び３目特定健康診

査等負担金は、それぞれ歳出額に応じて計上しております。２項１目財

政調整交付金は、一般被保険者の保険給付費の動向や前期高齢者交付金
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額などを勘案の上、２，４２８万４，０００円増の３億７，３５３万３，

０００円を計上しております。５款療養給付費交付金は、退職被保険者

における保険給付費や後期高齢者支援金等を勘案し、１億３，６７２万

３，０００円減の３億６，４５６万３，０００円を計上しております。

６款前期高齢者交付金は、国の予算編成通知に係る関係係数を用いて算

定した結果、５，６６３万８，０００円増の２３億５，０２６万円を計

上しております。１８、１９ページをお開きください。７款１項１目高

額医療費共同事業負担金及び２目特定健康診査等負担金は、４款国庫支

出金と同様であり、歳出額に応じて計上しております。２項１目財政調

整交付金は、一般被保険者の保険給付費の動向や前期高齢者交付金額な

どを勘案の上、９５８万７，０００円増の２億５，６８９万６，０００

円を計上しております。８款１項１目高額医療費共同事業交付金及び２

目保険財政共同安定化事業交付金は、それぞれ歳出額と同額を計上して

おります。２０、２１ページをお開きください。１０款１項１目一般会

計繰入金のうち１節及び２節保険基盤安定繰入金は２６年度決算見込額

を勘案し、条例改正分を加味して計上、３節職員給与費等繰入金は一般

管理費等における人件費及び物件費相当分を計上しております。４節は

出産育児一時金の一定割合を計上しております。５節財政安定化支援事

業は地方交付税措置の割戻分相当額を計上しております。６節その他の

一般会計繰入金は、福祉医療助成に係る負担軽減対策及び特定健康審査

の一定額を計上いたしております。一般会計繰入金全体としましては、

５，９１４万３，０００円増の６億２，３８２万７，０００円を計上し

ております。２目国民健康保険基金繰入金は歳入不足を補うため１，４

１２万１，０００円減の１億２２５万６，０００円を計上しております。

２２、２３ページをお開きください。１２款３項５目雑入の５万５，０

００円の増額は、「いきいき水中運動教室」や「若返り体操教室」の開催

回数の増加による参加者の参加料の増額分でございます。以上でござい

ます。御審議のほどよろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 説明が終わりましたので歳出から質疑を受けたいと思います。

２４、２５ページ。 

 

岩本信子委員 職員さんが１１人ということですが、仕事の割合と職員の割合

は１１人でうまくいっているという考え方でよろしいですか。 

 

吉岡国保年金課長 現在はこの１１人で業務をこなしておるというところです。 
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岩本信子委員 臨時の方の人数は何人ぐらいですか。 

 

吉岡国保年金課長 臨時職員は１名でございます。申しわけございません、２

名でございます。 

 

岩本信子委員 １１人さんと臨時職員さんとで滞りなく国保事務ができている

ということでよろしいですか。 

 

吉岡国保年金課長 現在はそういう状況でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 この臨時の２名は窓口に立つんですか。 

 

吉岡国保年金課長 ２名のうち１名は健康増進課のほうで働いております。そ

の内容につきましては、特定健診の関係でございます。もう１名につき

ましては国保年金課のほうで勤務をしていただいておりますが、窓口の

ほうにも出ていただいております。 

 

岩本信子委員 今健康増進課とおっしゃったから。保健師さんの資格か何かお

ありでされているということですか。 

 

吉岡国保年金課長 健康増進課の臨時の職員につきましては、保健師でなくて

一般の臨時の方でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 臨時の職員が窓口に立つわけですが、収納事務もしているわ

けですか。 

 

吉岡国保年金課長 めったにないケースではありますけども、する場合もござ

います。 

 

下瀬俊夫委員長 あるわけね。ほかに。２６、２７ページにいきます。 

 

石田清廉委員 徴収費のところですね、今コンビニで徴収はしているんですか。

（「しています」と呼ぶ者あり）現状どういう状況か、コンビニ収納の効

果そのあたりを昨年に比較して教えてください。 

 

吉岡国保年金課長 実績については本日持ち合わせておりませんが、予算上に

つきましては１期について７００件の件数で計上しております。先ほど
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の実績でございますが、１２月までの実績でございますが、件数としま

しては５，２６５件、金額にしまして３４万１，１６９円。申しわけご

ざいません。今申しましたのは手数料でございます。取り扱いの手数料

でございます、３４万１，１６９円となっております。 

 

下瀬俊夫委員長 実績に比べて予算の目標というか７００件というのは少ない

みたいだけど。 

 

吉岡国保年金課長 ２６年度の実績を勘案して出しております。大体月平均７

００件くらいであろうということです。（「月ですか」と呼ぶ者あり）７

００は月でございます。１期分でございます。 

 

石田清廉委員 対象者は２万５，０００件でいいんですかね。そのうち目標は

２６年度の場合７，０００件を見込みというふうに聞いていますけど、

今言われたのは７００件というのは月。現状はさっき言われたのは何件

と言われましたかね。５，２００、昨年より減っているということで。

コンビニ収納の目的に効果が出ているのかどうかということですね、実

績として。どうですか、今後は。 

 

吉岡国保年金課長 コンビニ収納につきましては、被保険者の利便性を図ると

いうことで行っております。このことにつきましては、実績からみます

とある程度の効果が出ておるのではないかと考えております。それから

先ほどの予算上の７００という数字でございますが、１期分が７００と

いうことでございます。国民健康保険は１０期ほどございますので、７

００件掛ける１０期で７，０００件ということでございます。 

 

岩本信子委員 ここにある手数料９４万というのはコンビニ収納に係る手数料

ということでよろしいですか。 

 

吉岡国保年金課長 コンビニ収納にかかる手数料と通常の口座振替に係る手数

料でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。運営協ですが、先ほどの条例改正の部分につい

ては既に運営協にはかかったんですか。 

 

吉岡国保年金課長 ２月１９日に運営協議会を開催しております。その中で条

例改正またこの当初予算についても審議のほうしていただいております。 
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下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ２８、２９ページ。 

 

三浦英統副委員長 この一般被保険者療養給付金、これ非常に高くなっている

んですが、医療費が県下で高いというのは前回から言われておるところ

です。医療費の動向なんですけど、どういう方向で下げるという、下げ

るという方向が一番必要であろうと思うんですが、国保として今まであ

る山陽小野田市の生活習慣病なんかが一番高いということが言われてお

ったんですが、これを下げる方策をどういう方策を今考えてらっしゃる

んですか、新年度で。 

 

下瀬俊夫委員長 課長でいいの。部長さんのほうがいいんじゃないですか。基

本的な方針、方向ですから。 

 

吉岡国保年金課長 本日資料のほうをお配りしておると思います。医療費の動

向についてということで。山陽小野田市国民健康保険医療費の状況につ

いてということで資料のほうをお配りしております。こちら御説明させ

ていただいてもよろしいですか。資料に従いまして御説明させていただ

きます。ごらんいただいております資料につきましてはＫＤＢシステム

（国保データベース）で抽出したものでございます。昨年１１月から本

格運用が始まりまして、現在内容について分析を進めておるところです

が、本日はその一部を御紹介させていただきます。まず、被保険者の状

況でございます。被保険者の年齢別の状況でございますが、山陽小野田

市と、同規模市町村、県、国とを比較しております。山陽小野田市につ

きましてはほかと比べまして３９歳まで、４０歳から６４歳の割合が非

常に低く、６５から７４歳までの割合が高いことがわかります。年齢が

高くなれば、その分医療費についても高くなる傾向にありますので、山

陽小野田市の 1 人当たりの医療費が高い原因にはいろいろな原因があろ

うと思いますが、その１つの原因が、この高齢者の割合が高いというこ

とにもいえるというふうに考えております。次に、２番目でございます

が、県内の同規模保険者との比較でございます。同じくらいの被保険者

数の、下松市、光市、萩市と比較しております。１人当たりの医療費に

つきましては山陽小野田市は他市に比べまして、入院外来とも高い状況

にございます。しかし１件当たりの日数、１日当たり医療費、１件当た

り医療費はほかの市に比べて特に目立った特徴はございません。しかし

受診率は他市に比べて高い状況でございます。また、その下にあります

生活習慣病の割合も他市に比べて高い状況でございます。次に、入院外

来、性別の疾患状況について簡単に御説明いたします。次のページ、２
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ページをごらんいただければと思います。これは区分ごとに上位５位ま

での疾患を表示しておるところでございます。疾患の横につきましては

レセプトの総点数ということでございまして、これはあくまでも点数で

ございます。これを円に直すためには、これに１０を掛けますと円にな

ります。一番上の糖尿病のところは１，４０１万４，３７８点というこ

とになっておりますが、円にしますと１０を掛けて、１億４，０１４万

３，７８０円の医療給付費がかかっているということになります。外来

につきましては、男女とも糖尿病、高血圧症が１、２位を占めており慢

性腎不全、いわゆる透析についても女性で５位、男性で３位ということ

になっております。透析についてはレセプト件数は大変少のうございま

すが、１件当たりの点数は他の疾患と比べて非常に高い状況でございま

す。入院につきましては、統合失調症が飛び抜けて高い状況でございま

す。また続いてがん等が出てくる状況でございます。一番下の総計を見

ますと、糖尿病が１位、統合失調症が２位となっております。この中で

も生活習慣病が多く見られることからこのことについての対策を講じな

ければならないと考えておるところでございます。次に、年齢別の状況

を見ていただきたいと思います。３ページでございます。４０代のうち

は精神疾患が多い状況でございますが、５０代になりますと糖尿病など

の生活習慣病がふえてまいります。６０、７０代になると生活習慣病が

多く占めるようになってまいります。次に、生活習慣病に着目しまして

年齢別、入院、外来別に集計してみましたのが、４ページ、５ページに

なります。生活習慣病の全てを表示しておるわけではございませんが、

一部抜粋をしております。どの疾患についても５０代から件数がふえて

おるような状況になっております。一番右側の糖尿病につきましては、

若い方もおられますが、先天性の１型の方がいらっしゃいますので、若

い世代にも患者はみられますが、他の疾患と同様に５０代から急激にふ

えておるような状況でございます。こういったことから、４０代のうち

から生活習慣病の予防についての取り組みをしていかなければならない

と考えておるところでございます。現在、このような分析を、私ども国

保年金課だけでなく健康増進課、高齢障害課の保健師と一緒に行ってお

るところでございます。その中で専門的な見地からいろいろな角度から

分析を進めておるところでございます。この分析を進めることでより有

効なターゲットを絞った保健事業を今後策定していきたいと考えており

ます。そういった取り組みをする中で最終的には医療費の削減というこ

とを目標にして進めていきたいというふうに考えておるところでござい

ます。以上です。 
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下瀬俊夫委員長 いろんなことがわかりましたが。 

 

三浦英統委員 今健康増進課等で共同でこれを下げていくというようなことな

んですが、庁舎内での連絡体制というのは毎月でも調整をしておるのか、

それとも年に１回、これをお願いしますよとお願いするだけで終わって

いるのかそこらあたりの考え方、毎年こういうような問題が出てきてお

るんですよね、医療費が高いと。生活習慣病が非常に高いというのは。

そこらあたりの下げる施策を今言われましたが、お願いしますよという

だけではなかなか下がらないと思うんですよ。どのくらいの連絡をとり、

どのくらいのデータベースを活用していくのかそこらあたりの考え方を

聞きたいと思います。 

 

吉岡国保年金課長 まず今この分析を進めて保健事業を行っていくということ

を申し上げましたが、国のほうではこの分析をし、データヘルス計画を

策定しなさいということになっております。計画を策定するためにこの

分析等を進めておるわけでございますけども、連絡につきましては随時

行っておる状況でございます。１回打ち合わせをし、その中で分析した

ものを示して、また分析した結果がここが足りないとか、こういう分析

をしてほしいという意見が出ますので、それをまた後日分析をして改め

て分析を進めていくというような形で進めております。最終的にこのデ

ータヘルス計画を策定するわけでございますけども、この計画について

はＰＤＣＡサイクルで１年おきに内容を見直すということになっており

ますので、今後もその内容を見直しながら分析も随時行っていきながら

進めていくということになります。ただこの分析の内容につきましては、

ＫＤＢシステムで今までできなかったような分析ができるようになりま

したので、これまでとは違ったより効果的な事業ができるのではないか

というふうに考えております。 

 

三浦英統委員 ＫＤＢデータベースの関係ですけど、１年に１度しかデータが

来ないということですか、それとも３月なら３月、四半期なら四半期に

１度来るというようなことはないんですか。 

 

吉岡国保年金課長 レセプトについては毎月更新されますので毎月新しい情報

が入ってまいります。内容につきましても毎日見ることができますので、

かなり頻繁に使用している状況でございます。 

 

岩本信子委員 本当によくわかりやすくてうちの状況がわかってくるんですが、



27 

 

高齢者が多いということと６０代からの人が数値がふえていますよね、

生活習慣病の状況を見ても。ほとんど６０代が今までぽっと上がってい

るから政策として６０代の男女に対してどういうふうなことを知らさな

いと、情報として流さんといけんと思うんですよ。うちは６０代になる

と皆上がっていますよと。ぜひそういうことをして市民一人一人が気を

つけていくというふうなことを考えていただきたいと思いますが、いか

がですか。 

 

吉岡国保年金課長 先ほどのデータヘルス計画につきましては、公表をさせて

いただいて医療費の分析、このたびのこういうものを載せてまいります

ので、そういう形で公表はさせていただきたいと思いますし、今特定健

診等の勧奨のチラシ等も配っておりますけども、そういう中にもこうい

ったことを疾病の状況とかも載せていきたい、周知をしていきたいとい

うふうに考えております。 

 

石田清廉委員 同じとこですけども、昨年も２６年度の当初予算のときに医療

費をどうにかして抑えないといけないということで、毎年話が出ていま

す。ジェネリックの利用率とか過剰診療といいますか、そういったこと

も重複しないように無駄にしないようにということで医療費の負担を、

医療費を抑えるという話がございましたが、その成果。分析データが出

ていますけどそういう取り組みの成果は昨年１年でＰＤＣＡサイクルで

どういう結果が出ていますか。なおかつその上で本年度９，８００万の

予算増ということはさらに医療費が膨らむという想定でこういう予算に

なっているんですか。教えてください。 

 

吉岡国保年金課長 計画につきましては、現在策定中でございます。まだ具体

的な保健事業というものはこれから策定し、実行していくということに

なりますが、保健事業につきましては必ずしも即効性があるものとは限

りません。３年、５年、１０年かけて行っていくというものもございま

すので、より有効なものを行っていきたいというふうには考えておりま

すが、長い目で見て医療費を下げていくということにもなろうかと思い

ます。その辺につきましては、今回の当初予算にすぐ反映できるという

ものはございませんので、それとは別に今後のことを踏まえて保健事業

については策定をしていきたいと考えております。 

 

吉永美子委員 聞いたときは一般会計の委員会だったと思うんですけど連動し

ていますのでお聞きしますが、今出ました多受診の関係で保健師さんの
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指導で効果が出ていますということで昨年のときに部長からそういう言

葉は出ていましたけど、そういったデータをいただけなかったものです

から現実にどのように効果が出ているのか部長から教えていただけたら

と思いますが。 

 

河合健康福祉部長 ただいま数字のほうは持っておりませんが、健康増進課に

おきましては保健師また管理栄養士のほうが地区分担制度をしておりま

す。その中で多受診等も手分けをしながら回っているところでございま

す。その成果につきましては後日、日を改めまして出させていただこう

と思います。 

 

下瀬俊夫委員長 多受診を訪問で調べるの。 

 

河合健康福祉部長 国保のほうからデータが上がりますので、そこの方をター

ゲットということで訪問することになります。 

 

下瀬俊夫委員長 訪問指導しているわけですね。 

 

河合健康福祉部長 訪問指導です。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ聞きたいんですが、このＫＤＢですよね、

確かに今国保で特定健診やっていますが、それはあくまで生活習慣病で

すよね。生活習慣病の健診はそれはそれで大事なことですが、これ見た

ら統合失調症とかうつが大変大きい比重を占めているよね。こういうこ

とについて健診担当としてはどういうふうに考えておられますか。 

 

河合健康福祉部長 確かにこの数字から見ると統合失調症と精神疾患にかかる

者は高く上がっております。他市と比べたらＫＤＢ入る前の数値で覚え

ている限りなんですけども、本市におきましてはそんなには高くはない

という実感は持っておりました。ですからこの数字上から見て高い数字

は上がっておりますけれども、全国的に見ても傾向はあるわけです。こ

の数だけではなくて他市等との比較を見て本市におきまして突出してい

る疾病とかそれについての対策等練っていくのがいいのではないかとい

うところも思っているところでございます。統合失調症につきましては、

そんなに高くないという印象を持っているということは明言しておきま

す。以上です。 
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下瀬俊夫委員長 答えになってないと思うんだけど。他市がどうのこうのじゃ

なしにうちの国保加入者の中でそうはいっても医療費に占める割合とか

患者数もかなりいるわけでしょ。そういうことについてどういう手を打

てるんかという話を聞いたんですが。全く打つ手がないんですか。 

 

河合健康福祉部長 健康増進課のほうでこういった精神疾患にかかる予防につ

いて活動はしております。ただ国保の加入者についての特定の対策とい

うのはしていないところが実情でございます。健康増進課のほうでポピ

ュレーションということでやっているところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 全体の傾向として統合失調症とかうつがかなり大きな比重を

占めているというのは事実関係に出てきているわけですから、手の打ち

ようがないというふうな話なのかどうなのかそこら辺は検討する必要が

あるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

 

河合健康福祉部長 御意見として参考にしながら今後努めていきたいと思いま

す。 

 

岩本信子委員 統合失調症、私も多いと思って見たんですけどこれ年齢別に見

ると女性の中で４０代、５０代、これ更年期障害だなと。更年期障害な

んかも統合失調症ということで、６０ぐらいになるとだいぶ少なくなっ

てきますよね、７０ぐらいになると。そういうふうな分析も私はされる

んじゃないかと思いますので、こういうふうな場合は次に出てくるから

言おうと思っていたんですけど、健康の委託をされていますよね、水泳

か何か。ああいうのをふやして、あれ１００万ぐらいしかなかったんで

すけど、健康運動事業委託とかそういうのをふやしていくべきではない

かと思います。やはり４０代、５０代ぐらいの更年期ぐらいになるとそ

ういうのが必要になってくるのかなと。私が勝手に分析しても何ですけ

ど。ぜひそういうところを考えて健康増進の運動事業のほう、委託料を

もっともっとふやしてほしいなと思います。以上です。 

 

三浦英統委員 ちょっと確認だけさせてください。退職者医療の保険者の療養

給付費がだいぶ減っておって一般のほうに回ってきておるんですが、こ

れは一般のほうがふえたという考え方なんでしょうか。 

 

吉岡国保年金課長 退職被保険者については現在減少しておりますが、その分

は一般被保険者のほうにふえておる状況でございます。 
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下瀬俊夫委員長 確認だけね。ほかに。なければ３０、３１ページ。 

 

小野泰委員 療養給付費がかなりふえてきて、特に高額療養費についてもＫＤ

Ｂを利用して、山大と労災になるんでしょうけど、病院別、病名別を調

査をするということであったと思うんですよね。そのあたりはどういう

ふうな調査をされているのか。今一般のほうがまだまだそうされていな

いようなので今度はこのあたりをきちんとしておくとさらに手の打ち方

があるんかなという気がするんですが、そのあたりはどうですか。 

 

吉岡国保年金課長 残念ながらＫＤＢシステムでは医療機関別の集計というの

ができない状況になっておりまして、当初その辺までできるのかなと思

っておりましたが、なかなかそれができないので苦慮しておる状況でご

ざいます。 

 

小野泰委員 医療機関別にできなければどういう形で調査をするということ、

調査できないということですか。 

 

吉岡国保年金課長 高額医療の金額順に抽出というのはできますので、医療機

関別にはできませんが人単位で医療費のかかった多い方から内容を分析

することはできますので、そういった方向で進めていきたいというふう

に思っております。 

 

小野泰委員 ぜひともそれをしていただいて、高いところからできるだけして

いくといいますか、そういうことをしなきゃいけないのかなという気も

します。全体的に医療費多いんで、全体別というのが一番ベースになる

んですけどね、それが健康づくりであるということになるんですけど、

現実的に病院かかられておればそれをどうにかしていくというかね。そ

れはちゃんとした調査の中でデータを持たれないと次の手が打てません

のでそのあたりはきちんとしておいていただきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 レセプトのときに医療機関別というのは出てこないんですか。 

 

吉岡国保年金課長 集計では出てきません。レセプトの中に医療機関は載って

おりますので、その全てのレセプトを目で見て集計するということであ

ればできますが、月に何万件という件数がございますのでちょっと難し

い状況でございます。 
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下瀬俊夫委員長 ほかに。いいですか。それでは３４、３５。 

 

石田清廉委員 出産育児諸費のところですけど、子育て支援いろいろ新しい制

度も、そして市立病院も産婦人科が非常に人気があるということで、子

供が少しはふえるんじゃないかという期待感があるんだが、全く予算は

前年度と同じ。これは少しは出産の見込み増を期待した予算はないんで

すか。 

 

下瀬俊夫委員長 この意味をきちんと教えてあげないと。 

 

吉岡国保年金課長 こちらにつきましては、昨年度までの実績で出しておりま

すので、このぐらいかなということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 市民病院の患者がふえたから出産がふえるということではな

いんじゃないかなと思うんですがね。 

 

小野泰委員 国保じゃないかもわからんけど、市民病院で非常に産科が好調で

あると河合管理者が言われるわけですよ。ですから国保もそういうこと

も確認をされるというか意思疎通を図られながら。普通は国保じゃない

人が多いでしょうけどね。連絡を取り合いながら見通しをもってという

ことが必要だろうと思いますが、そのあたりどうですか。 

 

吉岡国保年金課長 全体の出産率は変わらないと思いますので、市民病院がふ

えればほかの病院が減るということになろうと思いますので。総数はや

はり変わらないのではないかという見込みをしております。 

 

下瀬俊夫委員長 里帰り出産の場合、加入している保険は別にしてもこちらの

家族が入っているいわゆる里帰りということで出産した場合にそういう

ことに対応する何かあるんですか。 

 

吉岡国保年金課長 現在の制度では特にございません。 

 

下瀬俊夫委員長 国保ではないわけね。ほかに。いいですか。葬祭費はいいで

すか。３６、３７ページ。いいですか。それでは３８、３９ページ。 

 

岩本信子委員 小さいことなんですけど、まだ老人保健の拠出金というのが５

万円、事務費だけで上がっているんですけど、まだこれは残った仕事っ
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ていうのがあるんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 こちらにつきましては老人医療でもう終わっている

制度ではございますが、例えば係争中とか第三者行為とかでまだ精算が

済んでいないものとかがまだございます。そういう事務のほうはまだ残

っておりますので、拠出金のほうもまだ残っておるという状態でござい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 拠出金はいいですか。そしたら４０、４１ページ。特定健診。 

 

三浦英統委員 特定健診ですけど、４０歳以上ということなんですが、受診率

の関係はいかがでございますか。受診率が悪いということになればその

対策はどのような対策してらっしゃるのかお聞きします。 

 

下瀬俊夫委員長 県下でトップという話。 

 

三浦英統委員 ちょっとわからんけえお聞きします。 

 

吉岡国保年金課長 特定健診につきましては、２５年度で３４．４％で県下１

３市の中で１番目ということになりました。２６年度につきましても３

４．４％を上回るという見込みを現在しておるところでございます。２

７年度当初予算につきましては目標は４０％ということを念頭に置きま

してさらに受診率を高めていきたいというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 何か問題があるんじゃないですか、いいですか。 

 

三浦英統委員 特定健診の中のメタボリックの問題が出てくると思うんですよ。

ここらあたりの件数なんかはわかりますか。これ一番大きな問題になっ

てくるんじゃなかろうかと特定健診の中で。そこらあたりの考え方をお

聞きします。 

 

吉岡国保年金課長 ２５年度でございますが、特定健診を受診した方で保健指

導の対象になるという方が受診者数３，７２６人中３４６人の対象の方

がいらっしゃいました。このうち市あるいは市内の医療機関に委託して

保健指導をしておりますが、３２名の方が２５年度中に保健指導を終了

しております。 
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吉永美子委員 ここの受診券を入れていただく業務委託料というのがあります

けど、金額を聞きたいのではなくて受診券を送るときに健康増進課のほ

うにもお話をしたことがありますが、いざ病気にかかると個人的な負担

ですね、いろんながんとかもそうですけど、そういった受診を勧めてい

ただくための国がつくったようなチラシではなくて山陽小野田市独自の

受診を勧めるための資料を受診券とともに送っていただきたいんですけ

ど、今そういった取り組みはどうなっておりますか。 

 

吉岡国保年金課長 特定健診の受診券を送付するときに市で独自で作成しま

したパンフレットを入れております。この中でこの特定健診の健診項目、

この健診項目については基本的な健診は各市で共通でございますが、追

加の健診がございます。例えば、山陽小野田市ではクレアチニン検査と

いうのを行っておりますけどもそういったものがありますということ

も明記しております。また総合健診これは６月、７月にかけて各地区の

公民館等で行う健診でございます。このときに特定健診でありますとか

がん検診を同時に受けることができます。こういった総合健診の日程の

御案内等もしておるところでございます。また特定健診並びにがん検診

を受けることができる医療機関、こちらの御案内もこのパンフレットの

中でさせていただいております。 

 

吉永美子委員 案内をしていただくのはもちろんありがたいことなんですけど、

要は病気になったときに負担的な、ほんとの一般論でいいわけなんです

よ。前一般質問で取り上げさせてもらったときに言ったのがよその市で

はこういうふうになられたらこれだけ現実かかりますよと。それはがん

検診の話だったんですけど、現実にクーポン券でしたら無料ですけどそ

ういうふうに無料なり５００円なりの負担をして、負担ないときもあり

ますが、行かれたその手間暇をかかるけれどいざ病気にかかったときに

は御本人がこれだけの負担が出てくる可能性があるんですよというそこ

ですね。そこを推し進めていただけないかというお願いなんですが、い

かがですか。 

 

吉岡国保年金課長 先ほどの医療費の分析等も今進めているところでございま

すので、そのあたりのところを周知していきたいというふうに今後も考

えておりますので、その辺につきましてはさせていただきたいというふ

うに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。特定健診、生活習慣病を防ぐということで目的



34 

 

がそういうふうになってかなり中身が変わってきて事業が行われていま

すが、この特定健診、以前も議論があったんですが、受診率のアップが

どの程度医療費に効果的に出ているかというね。削減につながっている

かという問題。そこら辺の具体的な検証というのは何かされようとして

いるんですか。 

 

吉岡国保年金課長 この効果を医療費の具体的な数字を出すというのはなかな

か難しいとは思いますが、ある程度の何らかの効果というのは出さなけ

ればならないというふうに考えておりますので、どういうふうな形で出

せるのかというところについてはＫＤＢシステムの中を分析の結果を見

ながら現在考慮しておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 人工透析、いわゆる糖尿病から人工透析にいってしまうよう

な患者さんですよね、これは実はふえているんですよね。人工透析が。

医療機関からすれば安定的にふえていくわけですから。ふえたほうがい

いというふうに思っているかもしれないけど、糖尿病から人工透析にな

ってしまうとこれやめられんわけでしょ。これがふえるというのはね、

本来であれば特定健診のときに、やっぱりとめられるというかこれによ

っていろんな指導ができるんではないかと思うんですが、ちょっとそこ

ら辺のシステムですよね、効果がないと健診の意味がなくなってくると

思っているんですよ。そういう片っぽでは特定健診受診率がアップアッ

プっていいなと思っているんですが、逆にいえば人工透析がふえたらい

けんじゃないかと逆に思うわけですよね。そこら辺の健診と患者が増と

いうここら辺の今の仕組みこれを何とか変えたいと思っているんですが、

そういう思いは原課にはないんですか。 

 

吉岡国保年金課長 先ほど御紹介させていただきましたが、今特定健診の検査

項目の中にクレアチニン検査というのがございます。これにつきまして

は、透析まではいきませんが糖尿病予備軍といいますか、それを事前に

わかるような検査でございますので、今そのあたりの予備軍の方を対象

に保健指導していくというような、そういった保険事業をやっていこう

というふうに健康増進課とも協議しておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにいいですか。よければ４２、４３。ジェネリックあり

ます。 

 

石田清廉委員 委託料のところでお尋ねします。健康運動事業委託料ね、これ
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若返り体操という項目で昨年２６年度取り組まれたと思うんですけど、

委託先は確認ですが、小野田スイミングスクールということですか。２

６年度若返り体操に参加した実績等はどのくらいのものなんでしょうか。

それと２点目のジェネリック医薬品差額通知業務委託料、これも委託料

せっかく払っているんですから何人くらい対象に通知をなさって、その

結果ジェネリックに何人くらいがどういう効果があったかと、その辺は

把握してらっしゃいますか。 

 

下瀬俊夫委員長 これは全員でしょ、ジェネリックの通知は。 

 

石田清廉委員 昨年５，０００人程度通知というふうに聞きましたけどその結

果はいかがでしょうか。 

 

吉岡国保年金課長 まず水中運動教室、若返り体操教室の件でございますが、

委託先は小野田スイミングにいきいき水中運動教室を委託しております。

そして若返り体操教室につきましては、スポーツコアアルファそして厚

狭地区におきましてはゼロワンの２カ所に委託をしておるところでござ

います。２５年度の実績でございますが、いきいき水中運動教室は参加

者が１６人、若返り体操教室は３４人という実績でございました。次に

ジェネリック医薬品の効果でございます。国のほうでは平成３０年３月

末までにジェネリック利用率を６０％にしなさいというようなふうにな

っておりますが、現在山陽小野田市では平成２７年１月の段階で５７．

４％の割合というふうになっております。この削減の効果でございます

が、差額通知というのを今該当の方にはお送りしております。あなたの

お薬をジェネリックに変えますとこれだけ削減されますということで差

額通知を送っているわけですが、その差額通知を送った方につきまして

は１人当たり２，２６３円の効果が出ております。これは保険者の負担

分でございます。そして送ってない方にも切りかえられる方がいらっし

ゃいます。その方については９５６円の効果というふうになっておりま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 送っている人と送ってないのはどういうあれですか。 

 

吉岡国保年金課長 ジェネリックの差額通知を送るということに関しましては、

医師会との協議によりまして１人当たりの削減効果額が３００円以上、

そして年齢で４０歳以上、そしてその薬の内容が日常的に飲むような、

例えば血圧を抑えたりとかそういった関係の薬に限りということにして
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おりますので、全ての方にお送りしておるというわけではございません。 

 

小野泰委員 先ほどありました基金の件なんですが、給付費といいますか医療

費の１０％ということで正確には残高が何ぼあります。 

 

吉岡国保年金課長 大変申しわけございません。先ほど基金の残高、平成２７

年度当初で５億２，８７７万６，１８８円と申し上げましたが数字が若

干ずれておりました。正確には５億３，６０２万６，１８８円でござい

ました。大変申しわけございません。 

 

下瀬俊夫委員長 今の数字でも１０％を切っていますか。 

 

吉岡国保年金課長 保険給付費が５３億８，５６７万円でございますので、１

０％以内になっております。 

 

岩本信子委員 先ほどのところで検診委託、がん検診とおっしゃいましたが、

１つまず確認とりたいのが、がん検診は国保とか県やらの交付金という

のは一切ないんですね、補助金みたいな。この国保の財源から出さなく

ちゃいけないというものなんですね。確認です。 

 

吉岡国保年金課長 国保特会の中の検診委託料につきましては全て保険料で賄

っております。 

 

岩本信子委員 だからがん検診ですよね、先ほど言われましたが委託料。これ

は国保の会計の中で賄わなくてはいけないということなんですかね。特

定健診なんかは国庫支出金とか県支出金とかありますけれどもがん検診

に対してはそういうものが一切ないという考え方でいいんですかという

ことです。 

 

吉岡国保年金課長 国、県の補助はこれはございません。 

 

岩本信子委員 そこでわかりました。がん検診今からすごく大事になる部分じ

ゃないかと思うんですが、これ１，３３８万どのようながん検診がどの

ぐらいに組まれているというのがわかりますか、詳細は。 

 

吉岡国保年金課長 このたびの２７年度予算、当初予算につきましては胃がん

検診を昨年度より３０％増ということで組んでおります。また婦人科の
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検診につきましては１５％増ということで組んでおります。その他につ

きましては前年度とほぼ同額でございます。 

 

岩本信子委員 以前肺がん検診かなり高くなったときがありますよね、受診率

みたいな検診で。肺がんについてはどうなんですか、ほとんど同じくら

いに見てらっしゃるんですか。 

 

吉岡国保年金課長 肺がん検診につきましては、２２年度が７．８％、２３年

度が２２．２％ということでこのときにだいぶふえております。それか

ら２５年度については３０．９％ということになっておりますが２７年

度につきましてもほぼ横ばいぐらいと考えております。 

 

岩本信子委員 受診率なんですが、がん検診の受診率を上げなくてはいけない

というふうなたしか目標があったですよね。目標があるわりには国から

県からの何も補助金がないというかというのもどうなんですか。目標っ

ていうのはうちの国保の中で決められるもんなんですか、どうなんです

か。山陽小野田市の会計の中で。 

 

吉岡国保年金課長 がん検診の目標につきましては、トータルでやっておるこ

とでございます。健康増進課のほうが所管しておりましてたしか５０％

だったと思いますが、この国保のほうのがん検診につきましては健康増

進課が行うがん検診を国保の被保険者が受けた場合にその一部を補助す

るというものでございますので、特に国、県の補助はないものと考えて

おります。 

 

下瀬俊夫委員長 今のがん検診ちょっと聞きたいんですが、国保加入者のがん

検診ですよね、ところが増進課がやっているがん検診の目標設定が１％

いわゆる１００人なんですよ。１％増を目指していると。今あなたが言

われたのは３０％増と言われたよね。これは原課と増進課の考え方が基

本的に違うんですか。 

 

吉岡国保年金課長 おっしゃられました１００人増については婦人科のほうの。 

 

下瀬俊夫委員長 いや全部です。５０％が目標なんだけど、現在は三十数％で

すよね、３割ぐらいかないずれにしても。なかなか５０％までいかない

からとりあえず２６年度は１００人、約１％ですよ、それを目指そうと

いうことで設定されたんです。今の話では３０％増とか１５％増とかっ
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て言われたんで原課といわゆる委託先の健康増進とのギャップがあるん

じゃないかなと思っているんですが。 

 

吉岡国保年金課長 申しわけございません。３０％、１５％増というのは前年

度当初の件数と比べて件数がこれだけふえます、ふえる目標ですという

ことでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ３０件ですか、３０件増。 

 

吉岡国保年金課長 受診率が３０％ということではなくて対前年比で３０％増。 

 

下瀬俊夫委員長 それはわかるんですよ。だから目標設定が健康増進では１％

増なんですよ。あなた方委託するんだから委託する原課のほうが３０％

ということになると一体何人増を目指しているんですか。 

 

吉岡国保年金課長 先ほど３０％増と申しましたのは胃がん検診でございます

が、こちらについては平成２６年度当初の予算と比べますと４９０人増

ということになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 健康増進課は１００人増を目指しているんですよ。ところが

国保関係者は４９０人増なんですか。これ計算が合わんじゃないですか。 

 

吉岡国保年金課長 健康増進課の増につきましては、２６年度の実績から１０

０人、ある程度の人数、割合の増というのを目指しているということだ

と聞いておりますけども、今私が申し上げましたのは平成２６年度当初

の予算と平成２７年度の当初の予算を比べたということでございますの

で、そのあたりに差が出ておるのかと思われます。 

 

下瀬俊夫委員長 今の説明ようわからんのですよ。原課で言われるのは国民健

康保険に加入している方の胃がん検診が２６年度当初に比べて４９０人

増を目指そうと、そういう目標なんでしょ。いずれにしても２７年度中

に４９０人ふやそうということでしょ。じゃないんですか。今増の話だ

から。３０％増が何ぼかといえば４９０人だって言われたでしょ。だけ

ど健康増進は全体的に１００人増が目標ですっていう話なんですよ。 

 

吉岡国保年金課長 先ほど申しました比較というのが２６年当初でございます

ので、実際には２６年度の実績は数字が当初よりは伸びておるというふ
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うに思われます。ですから実績の最終的な数字と２７年度の数字を比べ

れば今申しましたような４９０という数字ではなくて、もっと少ない数

字になろうかと思いますが、現在年度当初ということで比較をさせてい

ただいておりますので、こういう数字になっております。 

 

河合健康福祉部長 健康増進課のほうの１％増という計画自体が設定が誤りが

あるというふうに思っておりますので、また２７年度の予算も組んでお

りますのでその辺はまた検討させていただきたいと思います。国保の会

計におきましては胃がん検診等増加を見込んで組んでいるところではご

ざいます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 納得できません、今の御答弁は。 

 

河合健康福祉部長 １％増というのは２６年度の目標ということでたしかした

ところです。２７年度につきましては原課と相談しますので、きょうの

ところはちょっと置いておいていただきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 いずれにしても２７年度に胃がん検診で３０％増を目指すと。

その３０％の中身は４９０人が増だと。これが目標ですね。わかりまし

た。 

 

石田清廉委員 健康づくり補助金のことで、確認も含めてお尋ねします。これ

は対象、ふるさとづくり協議会ということですか、この補助金出す。事

業実施があった団体、校区といいますかねふるさとづくりの、校区単位

で補助金を計算しておられると思うんですけどもこのあたり実績とどう

いう計算か教えてください。 

 

吉岡国保年金課長 ふるさとづくり協議会、健康づくり補助金につきましては

各校区のふるさとづくり協議会が健康に関する事業を行ったときに補助

をするものでございます。２５年度につきましては９校区で事業を行い

まして補助金を交付しておるところでございます。 

 

石田清廉委員 具体的にふるさとづくり協議会が健康づくりにつながるという

事業目的に当てはまる場合に補助金を出すということでしょうけれども

これどういう申請手続があるんでしょうか。 

 

吉岡国保年金課長 まず事業実施する前に申請書のほうが提出されます。その
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中でこういう事業をしますということで上がってまいりますので、内容

を審査した上でこれが健康づくりの事業であると認められたものに対し

て交付申請書を発行しておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。なければ次行きます。４４、４５。いいですか。

それでは歳入に入りたいと思います。１２ページ、１３ページ。保険料

ですね。 

 

岩本信子委員 １つお伺いしたいんですけど、今全世帯の何％が国保に入られ

ているということでしょうか。３０％くらいって聞いていたような気が

するけど。 

 

吉岡国保年金課長 ２５年度の数字ですと３２．５３％の世帯が加入というこ

とになっております。 

 

岩本信子委員 それが一番お持ちになっている新しい数字ですか。２５年度っ

て今言われたんだけど。 

 

吉岡国保年金課長 最新のものは今申し上げたものでございます。２６年につ

いては年度末に数字が出るというふうに考えております。 

 

小野泰委員 国保料金の未納等がございまして、要は連絡取れないとかあるい

は本人と面接ができないんで納付相談もできないということでずっとき

ているんですよね、一定の方については。それがずっとたまってくると

債権対策室に引き継ぐということできまして２５年が百四十何ぼで２６

年が１５６ですか。この辺の連絡の取り方っていうのはもうちょっと工

夫というのはできないんですか。電話でしても一切返事もないというこ

とでそういうことになってくるんですけどね。そのあたりのやり方とい

うのは本人と連絡が取れて面接ができていろんなことができればもっと

改善ができるというふうに思うんですけどね。そのあたりの方法の工夫

とかいうのはできませんかね。考えられることはあるんですか。難しい

ですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 滞納、未納のある世帯については督促状なり催告状

なりを送ることで接触等を図りますけども、それでも反応がない場合に

ついては場合によっては電話、こちらが連絡先がわかればすることもご

ざいますけど基本的には被保険者のほうから何かしら連絡がないとこち
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らもなかなか動けないところはあるんですけども、例えば督促が届かな

い、催告状が届かないということになれば現地を調査して居住実態がな

いという場合においては市民課と連携とって職権消除なりを行って調定

を落とすということもやっております。 

 

下瀬俊夫委員長 １点ほど聞きます。資格証明書は行政処分だと思うんですが、

手続的にはどういうふうになるんですか。 

 

吉岡国保年金課長 まず資格証明書の発行につきましては前段にいろいろな文

書等をお送りしておるところでございますけども、それでもなお納付が

ない場合に判定委員会で最終的に市長が決定をするわけでございます。

その決定された後につきましては国民健康保険法の９条の第３項に保険

料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から厚生労働省令で定め

る期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては当

該保険料の滞納につき災害その他政令で定める特別な事情があると認め

られる場合を除き厚生労働省令で定めるところにより当該世帯主に対し

被保険者証の返還を求めるものとするということになっております。そ

して第５項でその規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は市

町村に当該被保険者証を返還しなければならないということになってお

ります。このことにつきましては、市のほうから該当者に通知を差し上

げているところでございます。そしてこの通知をした後に資格証明書を

同条第６項に定められているとおり返還により交付するというふうにな

っておりますので、資格証明書のほうを発行しておるところでございま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 保険者証の返還を求めるというのが基本的に行政処分だろう

と思うんですが、これは返還しない場合でも期限切れが出てくるからね。

それは持っとってもしょうがないという話になるんですが、これ返還し

ない場合は処分されますよね。返還を求められて返還しなかったら処分

されるということですよね。それいいですか。返事はいいです。いずれ

にしても罰則があるんです。保険証の返還を求められて返還しなかった

場合は罰則があるんです。それはいいんですが、これは行政処分だと思

っているんですが、これ返還求められて当然行政処分であれば異議の申

し立てができるんですが、そういうことについての規定かなんかあるん

ですか。 

 

吉岡国保年金課長 保険証の返還につきましては、山口県国民健康保険審査会
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に審査請求をすることができることになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 それは異議の申し立てですか。 

 

吉岡国保年金課長 異議の申し立てでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 市の保険じゃないですか。市の保険だから当然行政処分は市

が下すんでしょ。市が下すのに何で県に審査請求するんですか。 

 

吉岡国保年金課長 国民健康保険法にあります行政処分のうちこの保険証の返

還に基づくものについては、県の国民健康保険審査会に審査請求すると

いうことになっております。ただ国民健康保険税の場合には市のほうに

審査請求することになっておりますが、山陽小野田市は料でございます

ので、山口県の審査会に審査請求をするということになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 わからんのは保険者は市ですよね。保険者は市で保険証も市

が発行していますよね。その保険証の返還を市が求めて異議の申し立て

は保険協会に上げるんですか。 

 

吉岡国保年金課長 国民健康保険法でこの審査会の設置は決められております。

第三者ということで県のほうがこちらのほうを審査するということにな

っております。 

 

下瀬俊夫委員長 保険証の返還を求めたときにそこら辺のことについては手続

的にはきちんと通告をされていますか。 

 

吉岡国保年金課長 返還の通知文書の中にこちらの御案内のほうはさせていた

だいております。 

 

下瀬俊夫委員長 されているわけね。滞納処分について先ほど債権対策室のほ

うに上げる件数はそのものは非常に限定的だと思うんですが、滞納処分

そのものについて原課としては対応されていますよね。訪問とかいろい

ろなことで。それについての滞納処分の停止処分というのは年間どれく

らいやっているんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 滞納処分の停止というのはどういったものを。 
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下瀬俊夫委員長 執行停止ですね。 

 

大濵国保年金課国保係長 執行停止につきましては、国民健康保険については

やっておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 全くやってないですか。そうするとやらないということは残

った分は全部債権対策室にいくんですか。当然時効中断もあるだろうか

らね。 

 

大濵国保年金課国保係長 時効による不納欠損はしておりますけども、時効前

に執行停止ということはしておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 債権対策室とのかかわりで時効中断をした上で債権対策にい

くわけでしょ。時効中断は基本的に債権対策がやるんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 今債権特別対策室でやっていただいていることは、

財産調査及び差し押さえということになろうかと思います。それ以前の

対策については原課で行っているところでございます。債権特別対策室

に上がったものについては、もちろん国保だけではなくて税とかも滞納

されている方がいらっしゃると思うんですけども、横断的に滞納処分を

行うことになろうかと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 原課でいえば国民健康保険料の時効は２年ですよね。時効中

断の手続をした上で最大何年まで対応しているんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 時効中断事由につきましては、まずは督促から始ま

るわけですけども、その後例えば分納誓約書の提出、または差し押さえ

等がございます。中断事由が生じるごとに国民健康保険料であれば２年

の中断ということになりますので、そこからまた起算日で２年延長とな

りますので、特に何年ということは設けておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 いわゆる無限にできるわけね。 

 

大濵国保年金課国保係長 中断事由となる滞納処分を行えば無限にできること

になります。 

 

下瀬俊夫委員長 本人が分納誓約をするというのが前提ですよね。 
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大濵国保年金課国保係長 もちろん接触できる被保険者につきましては、まず

は誓約書等を交わすことによって時効の中断等になろうかと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 だけど本人の意思が必要でしょ。分納誓約書なり分納します

という本人の意思が確認されないと時効中断ならないでしょ。 

 

大濵国保年金課国保係長 分納誓約の提出と申し上げましたが、あくまでも債

務の承認ということが必要になりますので、まずは被保険者がこれだけ

滞納がありますということの承認が必要になろうかと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 それは強制力は発揮できないですよね。あくまで本人が認め

るというのが前提のはずだから。そこら辺の手続上の問題はよろしいで

すか。 

 

大濵国保年金課国保係長 分納誓約書を提出していただく際にはもちろん本人

の自書ということになりますので、その際に承認をいただいておるとい

うふうに認識しております。 

 

下瀬俊夫委員長 不納欠損の処理も当然されていますよね。滞納処理の停止と

いいますか滞納処分の停止という問題はね、今言われたように１件もな

いという話があるんでね。大変気になるわけですよ。よそでは滞納処分

の停止というのはかなり件数あるんです。うちでは１件もないというの

が気になっているんです。 

 

大濵国保年金課国保係長 先ほど説明しましたけども、例えば生活保護世帯と

かいう場合にはもちろん徴収行為等は行っておりません。ただ事務的な

執行停止というのは行っていないということになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 事務的なって、請求もしないというわけじゃないでしょ。請

求行為が出てくれば当然それに対する処分の停止等の手続しなければ請

求権なくならないでしょ。 

 

大濵国保年金課国保係長 例えば生活保護世帯とか徴収が難しいという世帯に

ついては特に催告等もしておりません。したがいまして、もしその方が

ずっと生活保護でいらっしゃった場合には２年経過すると時効になって

不納欠損という形になろうかと思います。 
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下瀬俊夫委員長 原課のほうでは基本的に生保世帯というのはわかるから請求

権そのものは行使をしないということになるんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 実際には請求行為をしていないということになりま

す。 

 

岩本信子委員 今聞きよったら結局不納欠損はあるわけなんですよね。そして

滞納処分で執行停止はないと言われたんですけど、時効中断はあるわけ

ですよね。時効中断をすれば債権対策でずっと残っていくわけですよね。

不納欠損があるということは不納欠損分はさっき言われたような生活保

護とかそういうような方々が、もうどうしても払えないというそういう

方々に限って２年たって時効になるという考え方でいいんですか、不納

欠損の場合は。 

 

大濵国保年金課国保係長 基本的には国保で欠損するケースというのは全て時

効となっております。これについては今岩本委員さんが言われるような

ケースもございますし、接触が図れずに全く時効中断行為ができずにや

むを得ず時効になってしまうというものもありますので、さまざまなケ

ースがございます。 

 

岩本信子委員 だから、先ほどの続きですけれども、時効中断行為ができない

ということがあるということで、不納欠損に陥るということです。接触

できなくていろいろな経済的な理由でいらっしゃらない。接触できない

ということは逆に不納欠損になるという考え方でいいんですね。 

 

大濵国保年金課国保係長 それも一つの要因としてございます。（「わかりま

した」と呼ぶ者あり） 

 

吉永美子委員 昨年いただいた山陽小野田市の国保ということでいただいてい

る資料がございますが、滞納と申請減免との関連なんですけれども、い

ろんな減免事由が掲げられておりますけれども、当然減免できる状況と

か、そういうことは市民はわからないというのは当たり前だと思うんで

すが、この滞納と減免との関係でですね、市としては減免のこういった

制度があるんだということがきちんと市民に対して情報というか、何と

いうか、できているかどうかというところをお聞きしたいんですよ。要

は滞納世帯はふえているけど、いただいている資料によると滞納世帯は

ふえている、パーセントはふえている。しかしながら申請減免実施数は
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減っているということがあるので、減免という制度があるんですという

ことが市民に対してお知らせというか徹底されているかどうかとお聞き

しておきたいと思います。  

 

大濵国保年金課国保係長 もちろん個別に例えば窓口にいらっしゃった場合に

は減免の御案内は差し上げているところでございますけれども、当初の

納入通知書にですね、国保のよくある質問というものを同封しておりま

すけれども、そちらのほうにもそういった減免の記載をしておりました

し、できればそういった制度につきましては国保だけではございません

ので、また他の税とかとも連動して広報なりはしていきたいと考えてお

ります。 

 

下瀬俊夫委員長 国保の場合ですね、やっぱり退職をするとかあるいは首にな

るとか、突然そういう社会的なことで会社をやめる場合も出てくるわけ

ですよね。そういう場合には一気に収入が減るわけですから当然そうい

う人は対象になるわけですよね。ところが、あんまり知られていない、

世の中に。申請すれば減免できるんだというのがね。そういう点では僕

はやっぱりしょっちゅうそこら辺はＰＲする必要があるんではないかと

思いますね。ほかにありますか。それでは、１４、１５ページ、いいで

すか。国庫負担金ですが、これは今全体の医療費分との関係で国庫負担

金が決まってくるんですが、今医療費分の何％くらいで計算されていま

すか。 

 

大濵国保年金課国保係長 １４、１５ページの療養給付費国庫負担金について

は３２％となっております。 

 

下瀬俊夫委員長 国民健康保険会計というのは所得の低い人が中心で病気がち

な人がほとんどこれに加入しておるということでね、国庫からのこうい

う負担がなければ会計そのものが維持できない特殊な会計ですよね、で

から社会保障制度と言っているんですが、当初のいわゆる考え方は医療

費分とは言ってないよね。そうでしょう。以前の考え方というのは経費

分ではないんですか。経費分の４０％だったと思うんですが、今は３２％

というのは実質的な話で医療費分の５０％というのが国庫負担金の筋で

すよね。 

 

大濵国保年金課国保係長 済みません、言葉足らずで申しわけございません。

今の療養給付費国庫負担金については３２％ですけれども、その次のペ
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ージに出てきます国庫補助金の財政調整交付金、そして１８、１９ペー

ジに出てくる県の財政調整交付金、この３つをあわせて公費５０％とい

うのは現在の財源スキームになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 ただもともとがいわゆる医療費分の５０％と言っているわけ

ですから、医療費分とは何かと言えば当然個人負担が３割あるから、結

局５０％の７割分だから３２％ということではないんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 医療費総額から委員長がおっしゃられるとおり一部

負担金をまず控除いたします。それから今前期高齢者の分につきまして

は被用者保険と財源調整が行われております。これが後ほど出てくる前

期高齢者交付金になりますけれども国民健康保険につきましては前期高

齢者が多い保険ですので前期高齢者交付金というのが多く入ってきます。

まずこちらの前期高齢者交付金をまたさらに医療費から控除いたしまし

てその残った部分についての５０％を公費、いわゆる国、県の財源とい

うことになっております。残ったものが保険料等で補われるということ

になってきます。 

 

下瀬俊夫委員長 だから実質的に国からの医療費分については今言ったように

３２％という状況なので、だから国保加入者にですね、保険料の負担が

重くなってくるというのが実情ではないか、そこが言いたいだけのこと

です。次１６、１７ページです。ありませんか。なければ１８、１９ペ

ージの県支出金、いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）２０、２１ペ

ージの繰入金、いいですか。この出産育児繰入金の件なんですが、先ほ

ど市民病院で周産期を大変重視してですね、今お産の件でも大変ふえて

きているという話なんですね。今里帰り出産というのもかなり市町村で

ＰＲが始められているわけです。里帰り出産すると一定の恩恵が出され

るということで、ただ単に出産給付金だけではなしに市町村で、例えば

よそから帰ってきて市民病院でお産するとこういういいことがあります

よと、こんな施策もいるのではないかと思っているんですが、こういう

考え方については国保では言いにくいですか。部長さんどうですか。 

 

河合健康福祉部長 ただいまの特典をつけるということにつきましては子ど

も・子育ての支援については効果的だとは思っております。課といたし

ましてはこども福祉課のほうの担当にはなりますが、それも一つの手だ

とは思いますので、地域創生ということでいろいろと話題になっておる

ところでもございますので、ちょっとそこについては考えさせていただ
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きたいと思います。以上です。 

 

岩本信子委員 繰入金のところなんですが一般会計の繰入金から軽減対策で繰

り入れが２，８００万、これ一般会計からもしてもいいんですけど基金

が先ほども言われましたように５億何ぼあるのに基金からは１億くらい

しか出されないですが、この辺の兼ね合いと言いましょうか。もう少し

私は一般会計の繰り入れではなくて基金からも出されてもよかったので

はないかなと思うんですけど、この考え方を教えてください。 

 

吉岡国保年金課長 基金の繰り入れにつきましてはあくまでも歳入歳出の調整

を図るための財源調整ということでこのたび予算計上させていただいて

おるところでございます。 

 

大濵国保年金課国保係長 ちょっと補足します。今岩本議員さんが言われた軽

減対策繰入金の２，８００万円ですかね、こちらにつきましては財源補

塡ではなくて、これは先ほどの国庫負担金がございましたけれども、こ

ちらが山口県において福祉医療事業をやっておりますが、それを現物で

行っているという関係で国庫負担金の割り落としがされております。そ

の割り落とし部分について一般会計から翌年度繰り入れていただくとい

うことになるんですけれども、こちらについては一般会計のほうに県か

ら２分の１補助が出ております。その繰入金について今その他繰入金と

いうことで上がっておるということで、基準外は基準外ですけれども、

今までの基準外とはちょっと違うものでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 小野さんいいですか。２２、２３ページ諸収入、いいですか。

歳入全般ありませんか。なければ質疑を打ち切りたいと思います。それ

では議案第１３号平成２７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計予算

について、討論のある方。いいですか。討論を打ち切ります。賛成の議

員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致、可決をされました。午前中に３８号まで行きたい

と思っておりますので、引き続いて議案第１５号平成２７年度山陽小野

田市後期高齢者医療特別会計予算について説明をお願いいたします。 

 

吉岡国保年金課長 議案第１５号平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特
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別会計予算について御説明いたします。予算総額は、歳入歳出とも９億

９，７６２万２，０００円となり、前年度当初予算比４．２％増、４，

０３３万９，０００円を増額しております。それでは歳出から増減があ

る費目の内の主なものにつきまして説明をさせていただきます。１４、

１５ページをお開きください。１款１項総務管理費の１８０万２，００

０円の増額は主に人件費によるものです。２項徴収費につきましては２

６年度と同額を計上しております。１６、１７ページをお開きください。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金は山口県後期高齢者医療広

域連合から示された金額であり、事務費等負担金は４７万３，０００円

増の２，１１４万３，０００円、保険基盤安定負担金は２９９万４，０

００円増の２億６７万８，０００円、後期高齢者医療保険料納付金は歳

入にあります保険料及び延滞金相当分であり、３，５０５万８，０００

円増の７億４，９６６万６，０００円を計上しております。３款１項１

目保険料還付金につきましては、還付加算金を１万２，０００円増額し

１０２万５，０００円を計上しております。続いて歳入について御説明

いたします。１０、１１ページをお開きください。１款後期高齢者医療

保険料は３，５０５万７，０００円増の７億４，９５６万４，０００円

を計上しております。３款１項１目事務費等繰入金は物件費及び人件費

相当分の額を計上、２目保険基盤安定繰入金は歳出の保険基盤安定費相

当分を計上し、一般会計繰入金合計で５２７万円増の２億４，６６８万

４，０００円を計上しております。１２、１３ページをお開きください。

５款２項償還金及び還付加算金は、歳出と同額で１０２万５，０００円

を計上しております。以上でございます。御審議のほどよろしくお願い

します。 

 

下瀬俊夫委員長 歳出１４、１５ページ以降歳出全般で行きましょう。ありま

すか。いつまで続けるつもりかね。いいですか。歳入。これは何人ふえ

ているんですか。保険料がふえていますが。 

 

吉岡国保年金課長 保険料につきましては山口県広域連合が試算をしておると

ころでございますが、伸びておる原因といたしましては県全体の被保険

者数が全体で１．５８％伸びるというふうにされております。その中で

山陽小野田市の人口割、被保険者割等でこの保険料となっているところ

でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いや、わかるんですが、何人くらい増を見込んでいるの。 
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吉岡国保年金課長 県全体の中での割合の数字になりますが、１万７８人とい

うことで１５０人弱の増加ということで見込んでおります。 

 

下瀬俊夫委員長 これ両方でね。特別徴収、普通徴収と両方で１５０人くらい

ですね。ほかにありますか。（「ありません」と呼ぶ者あり）さしたる

質疑はなしで終わってしまうではないか。それでは質疑を打ち切りたい

と思います。議案第１５号平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特

別会計予算について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）なしと認め

ます。それでは採決に入ります。議案第１５号賛成の議員の挙手をお願

いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。それでは、議案第３８号山陽小野田市後期高齢者

医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明を受けた

いと思います 

 

吉岡国保年金課長 議案第３８号山陽小野田市後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例の制定について御説明いたします。このたびの改正

は、督促状の手数料の徴収方法の変更です。現在、「手数料は、納期を過

ぎた保険料と同時に徴収する。」という条文があるため、督促手数料のみ

が残った場合に、督促手数料を徴収できません。税や他の種目は、こう

いった条文はありませんので、同一の取り扱いとするため改正するもの

です。以上でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 これはさっきの国保と同じです。議案第３８号について御質

疑を受けたいと思います。 

 

吉永美子委員 ということは先ほどの国民健康保険条例の一部改正ということ

をされたときに、先ほどは気がついてほかのと違うということに気がつ

いて行うことにしたということは、それと連動して気がついて行うこと

にして督促の手数料をこれまで、それだけということの発生はなかった

ということでよろしいですね。 

 

吉岡国保年金課長 おっしゃられるとおりでございます。 
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下瀬俊夫委員長 これ他の自治体ではどうなの。 

 

吉岡国保年金課長 ほかの自治体も調べてみましたが、他の自治体でもこうい

う条項はございません。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやそれはわかるんだけど、以前からそういう状況なん

ですか。うちだけ取っていたということなんですか。この条項に残って

いたということなんですか。 

 

吉岡国保年金課長 はい、そういうことでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 そうですか。ありますか。（「ありません」と呼ぶ者あり）

ないようであります。それでは質疑を打ち切りたいと思います。議案第

３８号山陽小野田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）なしと認めま

す。では議案第３８号について賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。以上で午前中の審議はこれで終わりた

いと思います。午後は１時から再開いたしますのでよろしくお願いしま

す。お疲れさまでした。 

 

 

午前１１時５８分 休憩 

 

午後１時     再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは委員会を再開します。最初に議案第３２号山陽小野

田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてから審議に入り

たいと思います。それでは執行側の説明を求めたいと思います。 

 

兼本高齢障害課長 それでは議案３２号の説明をさせていただきます。本日は

お手元に資料を、こうやって横長のものを御準備しておりますので、適

宜この資料を使って説明をさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。それでは今回の条例改正は、大きく分けて２つの
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項目がございます。１つ目が第６期介護保険事業計画策定に伴いまして

保険料を改正するもの、２つ目が介護保険法附則第１４条に規定する介

護予防、日常生活支援総合事業、これは新しい総合事業という名称でご

ざいます。これに係る３事業について、実施の開始日についての項目で

ございます。それではまず、議案３２号を全体的に説明させていただき、

その後、お配りしました資料の２ページ以降の「第６期介護保険事業計

画の介護給付費のサービスごとの見込量等」の資料について説明させて

いただくという順番でよろしくお願いいたします。このたびの介護保険

条例の改正は、第６期介護保険事業計画策定に伴って、平成２７年度か

ら２９年度までの介護保険料を改定するものです。介護保険料について

は、介護保険法１２９条によって、市町村条例で定めることとなってお

りますので、介護保険事業計画に定める介護給付費等を勘案して、おお

むね３カ年を通じ財政の均衡を保つことができるものであることとなっ

ております。このたび第６期計画期間中の介護サービス給付費等を推測

し、その合計額の２２％を第１号被保険者数、６５歳以上の方で割った

金額が介護保険料の金額となります。本市における平成２７年度から２

９年度における介護サービスの提供の確保及び充実を勘案する中で、介

護保険料を試算した結果、資料１ページの左の表中、これ第６期計画の

第５段階にあたります。月額基準額が５，４００円となり、この金額を

基準額として条例第１５条を改正するものです。第５期計画の月額基準

額は４，９００円です。これと比較しますと月額が５００円の増額とな

ります。本月額基準額については、平成２７年１月時点でございますけ

れども、財務省が試算いたしました全国平均が５，５５０円とされてお

ります。本市の月額基準額を全国と比較しますと１５０円ほど安価にな

っているということでございます。また、この金額を県内他市と比較い

たしました。１月現在においてですけれども、高いほうから６番目、ほ

ぼ中庸の位置ということでございます。続く資料をごらんください。１

ページの「第１号被保険者保険料金額及び所得段階乗率」をごらんくだ

さい。「所得段階につきましては、国の政令の改正によって第５期計画に

おけます第１段階と第２段階が、このたびの第６期計画では第１段階に

統合されたため、それぞれ段階が繰り上がっておりますが、所得基準及

びその段階に伴う乗率、掛け率は、第５期と同率としております。ただ

し、特例として、第１段階につきましては、低所得者保険料軽減強化に

よりまして、標準乗率の０．５から０．０５を差し引いた０．４５を乗

じた金額となっております。この差額分の０．０５に伴う財源について

は、国が５０％、県、市がそれぞれ２５％の割合で介護保険低所得者保

険料軽減負担金として予算措置することとしております。その結果、段
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階と介護保険料の年額は、資料１ページの左の表になります。この資料

の右の欄に、６期と５期の比較を掲載しております。国の施策である低

所得者軽減強化については、先ほど申しましたけれども特例として附則

２項で規定し、第６期の第１段階については、０．５から０．０５を差

し引いた０．４５となり、年額が３万２，４００円から２万９，１６０

円としております。以上が介護保険料の改定です。次にこの条例におけ

る２つ目の改正事項でございます。これ資料が１２から１８ページにわ

たっておりますけれども、一通り御説明します。介護保険法附則第１４

条に規定する介護予防、日常生活支援総合事業に係る３事業の実施開始

日について、介護保険条例附則に次の３項を加えるものでございます。

介護保険法の一部が改正になって、平成２７年４月１日からは特別養護

老人ホームの入所基準ですとか、サービス付高齢者向け住宅入居者の住

所地特例、それから先ほど低所得者の保険料の軽減強化については４月

１日から施行されます、介護保険法第１１５条の４５第１項、これ資料

ページ１２ページになります。「介護予防、日常生活支援総合事業」、そ

れから介護保険法第１１５条の４５第２項第５号、これ資料１４ページ

の「生活支援体制整備事業」もう一つ介護保険法第１１５条の４５第２

項第６号、資料１５「認知症総合支援事業」この３事業については、円

滑な事業の実施のために一定時間の準備期間が必要であるということか

ら、条例で定める日まではその事業の実施を猶予できるという規定が介

護保険法第１４条で定められております。本市におきましてもこの規定

を適用して、介護保険条例附則第６項、第７項、第８項において、それ

ぞれの開始は、当該市長が定める日の翌日から行なうとする規定を設け

るものでございます。事業の詳細については、先ほどページ１２から１

８ページに記載させていただきましたけれども、いずれの事業も法適用

日の限度がありますが、高齢障害課といたしましては、今まだ十分な準

備ができておりませんので、準備体制が整い次第事業を実施していきた

いというふうに考えております。ちなみに今後の予定としましては、資

料の１８ページをお開きください。まず附則第６項の介護予防、日常生

活支援総合事業は平成２９年の４月までに事業開始する必要があります。

実施猶予期間は２年間です。これに向けて体制整備を行って、住民や関

係者に対する説明を十分行った上で開始をしたいというふうに考えてお

ります。次に附則の７項の生活支援体制整備事業については、平成２７

年度には、協議体の設置や生活支援コーディネーターの配置にむけた研

究会、勉強会を立ち上げ、遅くとも２８年度上旬には協議体を設置した

いと考えております。次の附則第８項の認知症総合支援事業につきまし

ては、現在認知症対策自体は既にいろいろな形で行っておるんですけれ
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ども、この法律上で認められるこの総合事業の実施といいますのが、「認

知症初期集中支援チーム」または、「認知症地域推進支援員」の配置をも

って実施というふうになっておりますので、平成２７年の４月時点では

この事業について、できていないという考え方から開始時期の延期をす

るものでございます。この事業についても平成２８年度には「認知症地

域推進支援員」の配置を行い、その後これら支援員を中心として「認知

症初期集中支援チーム」の設置に向けた準備を行なっていきたいという

ふうに考えております。ちなみに、１８ページの一番下のところ、参考

までに書いておりますけれども、新しい総合事業の実施予定、全国の保

険者１５７９ございますけれども、もう２７年度からすぐに開始できる

という自治体が１１４、２８年度中が２７７、平成２９年度４月からが

１，０６９というふうな予定になっております。この２７年度から既に

開始できるっていうところはですね、本当準備を周到にされていたとこ

ろ、あるいはモデル事業等で、先行的にこの事業に取り組んでいらっし

ゃったところというふうに受けとめております。本市といたしましても、

準備を一生懸命頑張ってですね、限度ぎりぎりにならないように、準備

に努めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは次に、

お配りしております資料の２ページから１１ページまでの「第６期介護

保険事業計画の介護給付費のサービスごとの見込量等」を参照していた

だきながら３年間の保険料の見込みを算出した根拠、というあたりを御

説明したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 介護保険係の河上と申します。私のほう

から先ほど兼本が申し上げましたとおり、介護保険料の設定するにあた

りまして、その根拠となるものについて説明をさせていただきたいと思

います。介護保険料の設定につきましては、第６期介護保険事業計画期

間であります平成２７年度から２９年度の間の介護サービス給付費等を

推計いたしまして、それに伴う第１号被保険者負担分であります２２％

を、第１号被保険者数で割りまして、その金額を介護保険料として納付

をいただくという仕組みであります。この推計方法でございますけれど

も、本市におけます平成２４年度から平成２６年度までの高齢者の人口、

介護認定者数、利用実績、また法改正における影響、本市の施設整備の

計画等を国の示しましたワークシートに取り込みまして推計したもので

ありまして、原則といたしましては、国の標準どおりの推計となってお

りますけれども、その中におきまして法改正、そして第６期におけます

施設整備計画により、見込額の変化が生じているものについてですね、

説明をさせていただければというふうに思います。お配りをしておりま



55 

 

す議案第３２号参考資料のですね、８ページをごらんいただければと思

います。こちらのほうに平成２７年度から平成２９年度までそれぞれの

サービスごとの見込み額を記載させていただいておるところでございま

す。全般的には高齢者人口、それから介護認定者数の増加に伴い、ほぼ

右肩上がりの状況となっております。法改正による影響といたしまして

は、居宅サービスの⑥の通所介護の平成２７年度から平成２８年度にか

けて、大幅に減額となっております。これは、定員１８人以下の通所介

護サービス事業所が平成２８年度より、市の指定となりまして、サービ

ス名称が、仮称ではあるんですが、地域密着型通所介護に変わる予定と

なっております。したがいまして、平成２８年度から通所介護の減額分

について、本表の地域密着型サービスの⑥の地域密着型通所介護に移行

することとなっております。ただ２つのサービスをあわせますと、通所

介護系のサービスも、他のサービスと同様に右肩上がりの状況になると

いうことになります。次に９ページをごらんください。介護予防サービ

スの①の介護予防訪問介護と⑥の介護予防通所介護が、平成２８年度か

ら平成２９年度にかけて、大幅に減額となっておりますけれども、これ

は、先ほど少し説明がありましたように、両サービスが、新しい総合事

業に移行することによるものでありまして、平成２９年度から地域支援

事業費として支出することによる影響でございます。したがいまして、

１０ページをごらんいただければと思うんですが、１０ページの８番に

なります第 1 号被保険者の保険料の表の２行目の地域支援事業費のとこ

ろの平成２８年度から平成２９年度を大幅に増額しておりますのがこの

ためでございます。また、９ページに戻っていただきまして、９ページ

の下の表になりますが、（２）給付の見込額にあります「特定入所者介護

サービス給付費」におきまして、補足給付の基準の見直しが行われる予

定になっておりまして、世帯が別であっても配偶者の所得を含めて試算

をするという基準が改正されますので、この影響により、給付見込み額

を減額しております。また、一定以上の所得者の利用者負担が、１割か

ら２割になるということも法改正で予定されておりますので、影響も踏

まえて、全体の給付費を減額した形で試算を行っておるところでござい

ます。次に、本市の第６期の計画におけます、施設整備の計画によりま

す影響でございますが、このたびの施設整備につきましては、２つの目

的をもちまして計画を策定いたしました。６ページをごらんください。

まず、一つ目の目的でございますが、平成２４年度から平成２６年度の

期間となります第５期の施設整備の計画を継続するという目的でありま

す。第５期では、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステ

イのサービスを総合的に受けることができる小規模多機能型居宅介護に
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訪問看護をあわせもつ、医療依存度の高い人でも住みなれた在宅生活が

続けて行くことができる「複合型サービス」、並びに在宅での生活が困難

でありますけれども、将来在宅復帰を目的とする方々のサービスであり

ます認知症対応型共同生活介護を、日常生活圏域を勘案する中で、高千

帆中学校区と厚狭中学校区に整備を進めていく計画としておりました。

なお先ほど申し上げました「複合型サービス」につきましては、今のこ

の表にありませんが、平成２７年度から看護小規模多機能型居宅介護と

いうふうに名称が変わる予定となっておりますので、この表については、

看護小規模多機能型居宅というふうに表記をさせていただいております。

済みません、話が戻りまして、その計画の実績といたしましては、高千

帆中学校区には、予定どおり整備が完了いたしまして、平成２６年度に

開設をいたしておりますが、厚狭中学校区におきましては、１２月補正

の際に御説明をさせていただきましたとおり、第５期計画中に整備を完

了することができない状態となりました。したがいまして、厚狭中学校

区につきましては、小規模多機能型居宅介護もしくは看護小規模多機能

型居宅介護が未整備の状況となっておりますので、当地区におきまして

は、看護小規模多機能型居宅介護と認知症対応型共同生活介護を平成２

９年度の開設に向けて改めて公募を行い、整備を進めていきたいという

ふうに考えております。次に、第６期の新たな目的の整備でございます

が、このたびの国の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保す

るための基本的な指針、案でございますけれども、この中でも示されて

おりますとおり、第６期の整備は、自宅や施設を含め高齢者の方々が安

心してお暮らしいただける高齢者の居住安定の確保を推進してまいりま

す。本市の統計によりますと６５歳以上の高齢者のいる世帯の持ち家率

が８８．２％と非常に高い割合となっておりまして、介護認定を受けて

いるけれども、介護サービスを受けていない人のアンケート結果におき

ましては、４０％を超える方々が、自宅でサービスを受けながら生活を

したいというふうに望んでおられます。そのため、この方々が安心して

御自宅で生活していただけるよう住宅改修サービスや福祉用具の貸与の

サービスの推進を図っていきまして、できる限り住みなれた御自宅での

生活を続けていくことができるよう支援を行っていきたいというふうに

考えております。その一方で、２５％を超える方々が、将来は、特別養

護老人ホーム等の介護施設を利用したいというアンケート結果も出てお

ります。しかし、現在、本市では特別養護老人ホームを初めとする居住

系サービスにつきましては、順番待ちの状態が発生しておりまして、特

別養護老人ホームの本市民の待機者数は、平成２６年３月現在において

２４３人いらっしゃる状況であります。この待機者の方々が、現在いら
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っしゃる場所はグループホーム等さまざまでありますが、このうち、６

５人の方が、介護度が３以上で在宅に待機しておられる状況にあります。

この方々については、御本人さんはもちろん御家族等の介護しておられ

る方々の負担が特に大きいことが予測されまして、早急な対応が必要で

あると考えております。第６期計画においては、高齢者の居住の確保と

して居住系サービスの整備を進めていきたいというふうに考えておりま

す。整備場所につきましては、市内の均衡を図るために旧小野田市の地

区と旧山陽町地区に１カ所ずつと考えております。その中でも人口の多

い、高千帆中学校地区と厚狭中学校地区に整備をして行きたいと考えて

おります。施設内容につきましては、高千帆中学校地区におきましては、

平成２７年度県の指定によります４０床の特定入居者生活介護が整備さ

れるというふうに聞いておりまして、厚狭地区においては特に、県の整

備等がない状況でございます。したがいまして、本市の指定によります

２９床の地域密着型介護老人福祉施設を平成２９年度に向けて整備を進

めていきたいというふうに考えておるところでございます。これらの整

備によりまして、居住系サービスあわせて６９床増床となりますので、

先ほど申し上げました６５人の自宅での待機しておられる方々への対応

につなげていくことができるのではないかというふうに考えております。

次に８ページをごらんください。以上の内容を踏まえまして、給付額が

どのように影響してくるかということになりますが、居宅サービスの⑩

の特定入居者生活介護でございますが、平成２６年度の決算見込みが約

２億２，０００万と見込んでおりますが、平成２７年度はこの施設整備

によりまして、２,０００万円程度増額するというふうに見込んでおると

ころでございます。また平成２８年度においても順次、定員に近づく入

居者が増加すると見込んでおりますので、２８年度も増額するというふ

うに見込んでおるところでございます。次に地域密着型サービスの③認

知症対応型共同生活介護を平成２９年度に整備するという計画をしてお

りますので、２９年度に５，３００万の増額、⑤の看護小規模多機能型

居宅介護も平成２９年度に整備する予定としておりますので約３,４０

０万の増額、介護保険施設サービスの④地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護も平成２９年度に整備するという予定としておりますので

約８,３００万円増額するのではないかというふうに見込んでおるとこ

ろでございます。そして最後になりますが、次に１０ページをごらんく

ださい。以上のことを踏まえまして、８番の第１号被保険者の保険料の

表になりますけれども、標準給付費見込額を推計させていただいたとこ

ろでございます。そして地域支援事業費と合計しました金額の２２％を

第１号被保険者の方々が負担をしていただくという形になります。ただ
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し、その負担分を軽減するために、財政調整交付金調整分を３年間で 1

億２７５万円、それから介護給付費準備基金繰入金を１億９，１４０万

円繰り入れまして、その上で第 1 号被保険者の人数で割って、そして月

割としたものが、標準月額の５，４００円であります。なお、先ほど兼

本より説明をさせていただきましたけれども、本試算をする場合におい

て第１段階の方々の乗率は、０．５で試算をしておりまして、不足分の

０．０５につきましては、別の公費で負担をすることとしております。

以上でございます。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 何か外国に来とるような感じだった。大変詳しい説明を受け

ましたので、たくさんの質問があると思っております。皆さんの心が落

ち着くまで１点ほど聞きます。第一段階で生活保護受給者へも保険料が

かかるような仕組みになっていますよね。基本的に特例措置なり、減免

措置なりというのはあるのか、ないのか。それをまずお聞きします。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 生活保護の対象者に対する減免措置とい

うのは特に設けておりません。ただ生活保護の規定のほうで、この介護

保険料の保険分が生活保護費の中から支給をされるというふうに聞いて

おります。 

 

下瀬俊夫委員長 介護保険料そのものが、控除対象になっていますよね。税金

の。だからこれは国保もそうだし、要は社会保険料としてね、当然の措

置として減免規定等が要るのではないかと思うんですが、これ県下の状

況わかりますか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 申しわけございません。県下の状況確認

はいたしておりません。ただし介護保険料の減免基準につきましては、

先ほど申し上げました生活保護の基準は設けておりませんが、その他の

基準は設けておるところでございます。代表的なものが火災等の災害が

起きて、大きな被害があった方、それから農作物等で前年の収入から大

きく減額されるような方、あるいは前年の収入に比較をいたしまして、

大幅に収入が減額されるような方、こういった方々への対応ということ

で、減免基準は設けておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 保険料がそういう災害等の場合減免されるというのは、これ

はまあ当然なんですが、問題は収入に対応するようなものがないという

点は、いかがなものだろうかと思っているわけですよ。特に介護保険料
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がですね、年金からの天引きというのが、かなり中心でね、ほぼ取りは

ぐれがないという状況があるわけですから、そういう点で所得に対する

いわゆる減免規定がないというのは、ちょっと僕はいかがなものだろう

かと思っているんですが、それはどうでしょう。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 収入に対する減免規定でございますが、

介護保険条例の第２４条の１項の３号におきまして、第一号被保険者の

属する世帯の生計を主として、維持する者の収入が事業または業務の休

廃止、事業における著しい損失、失業等に、著しく減少したことの場合、

対象となる。また先ほど少し申し上げましたように農作物の不作、不良

等によって著しく収入が減少した場合においても減免の対象となるとい

うことになっております。ただし、前年の所得等を勘案するという格好

になりますので、必ずしもこういった状況であって減免になるというも

のではございません。 

 

下瀬俊夫委員長 だからね、ごまかしがあるんですよ。今の対応については、

条例上措置があるのに、減免規定がなければ対応できないでしょう。そ

ういう規定があるんですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 先ほど条例のことを申し上げましたけれ

ども、介護保険利用者負担額及び減免に関する規程も設けておりまして、

判定基準もこれに設けております。 

 

下瀬俊夫委員長 そうすると前年比何％所得が減ったら対応すると、そういう

規定になっていますか。 

 

兼本高齢障害課長 収入に関するものでよろしゅうございますか。第一号被保

険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、または

その他の者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したこと等に

よって、その者の収入が著しく減少したことというのが、まず第一点目

の段階です。それから前年中の所得が５０万円未満の場合には１００％、

５０万円から１８万円未満の者が８０％、８０万円以上１２０万円の者

が６０％という２段階にわたって、減免規定になっておりますので、な

かなか現実のところ、その所得の急激変化というのは、介護保険の一号

保険者については、年金を受給されている方が多くございますので、そ

の１年間で急に激減するというようなことが事例的になかなか該当しな

いというのが実情だろうと思います。 
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下瀬俊夫委員長 ほとんど起こり得ないですよね、そういうことはね。だから

規定そのものがあってもやね、ほとんど適用できないんですよ。これ今

のままやったらね。そこに問題があるんではないかなと思っています。 

 

岩本信子委員 そもそも聞かなくちゃいけないと思ったんですけど、先ほどか

ら第６期計画に伴い料金の改定ということで、高くなるわけですよね。

第６期の計画なんですが、５期に比べてこういう点が例えば施設がふえ

たとか、いろんな事情が思うんですけれど、どの辺が上がった理由にな

ったのかをお聞きしたいんですけど。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 やはり一番の要因というのは、高齢者の

人口に伴って、そして介護認定者数がふえてきていると。そして利用者

数、そしてサービス費がふえるという見込みを出したことによって介護

保険料が増額するという格好になります。もちろん先ほど御説明させて

いただきましたとおり、施設を新たに整備するという影響も入っており

ます。 

 

岩本信子委員 利用者数がふえる分は別にあれなんじゃけど、サービスがふえ

たとか、サービスの内容がよくなったとかそういうことじゃないわけ、

ただ利用者数がふえたということで、上げるというのか、利用者という

のか、その認定者がふえたから、上がるというのはそもそもそれがない

んじゃないかなと思うんですよね。施設も若干あるとは言われたけど、

もう高齢者がふえたということがそもそもの原因だと、この高くなる。

それだけですか。内容がどうにかなったという部分じゃないんですね。

そこだけ。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 高齢者の人口そして認定者数の増加とい

うことであります。施設整備も含まれております。サービスがふえるか

らというよりは、サービスの報酬関係につきましては、どちらかという

と、今回報酬改定が行われまして、減額をされているような状況であり

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっとこの表の説明をもうちょっと詳しくしてほしいんで

すが、第６期の関係で、一番上ですね、第一段階のとこですよね。標準

料率での額というのが、２，７００円というのがあるんですが、これは

どういうふうに変わるんか。 
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河上高齢障害課主査兼介護保険係長 ２，７００円で介護給付費に伴う２２％

は計算をさせていただいておるんですが、実際のお支払いをしていただ

くものについては、２，４３０円という金額です。この金額の差額につ

きましては、公費からの負担という格好になります。 

 

下瀬俊夫委員長 本来は２，７００円で計算するということですね。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 そうです。 

 

下瀬俊夫委員長 さっきの減免の問題なんですが、低所得者に対してですね、

月額２，４３０円、これが天引きされるという状況の中で、減免規定を

県下で持っているところが、あるかないかという点では、よくわからな

いと。よくわかっている事例があれば教えていただきたいんですが、全

くわからない。 

 

兼本高齢障害課長 詳細はまだ調べきれていないんですけれども、隣の宇部市

さんは減免規定を持っておられるという話は聞いておりますので、県内

の状況も調べてみたいというふうに思います。 

 

下瀬俊夫委員長 よろしくお願いします。はい、ほかにありますか。 

 

岩本信子委員 この上がった金額が県下での中庸なのか、全国的な中庸なのか、

ちょっとお聞きします。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 先ほど兼本が申し上げました５，５５０

円というのは全国平均でございます。中庸と申し上げましたのは、山口

県内の１３市の中で中庸の位置にあるということでございます。 

 

岩本信子委員 県下の比較表がないからよく、中庸と言われたらそうなんです

けど、一番高いところと一番低いところで、たしか美祢が高かったんで

すかね、ちょっとその辺の金額を教えてください。 

 

下瀬俊夫委員長 そういうのは事前に準備できないの。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 各市がですね、まだ確定、まあ本市もま

だこの条例が定まっておりませんので、確定ではありません。当然他市

においてもですね、全て確定ではないということもありますし、国と県
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とのヒアリングで調整をしているところもあったので、なかなか今正式

な資料としてお渡しをすることができない状況にあるんですが、最高額

につきましてはですね、２月の２３日現在の数字でお許しをいただきた

いと思うんですが、岩本委員さんがおっしゃるように、美祢市さんです

ね、５，８４０円でございます。（「最低は。」と呼ぶ者あり）最低が、長

門市さんの４，６５０円でございます。 

 

三浦英統委員 ちょっとね、８ページと９ページがありますね。これは何です

か。一番最初の１号被保険者の保険料金額及び云々とこう書いてあるん

すが、まず３年間の介護サービスに係る総給付費っていうのがこの８ペ

ージ９ページの数字と。その中の１号被保険者、この２１％があります

ね。２０ですか、今。２２になったんですか。それを掛け合わせてあと

人口で割るんだと、６５歳。この６５歳の人口っていうのはどれぐらい

いるんです、今。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 資料の１０ページをごらんいただければ

と思いますけれども、この１０ページの中の８番の第１号被保険者の保

険料を、（「ああ、これのこと言うんか」と呼ぶ者あり）下の部分になり

ますが、この高齢者人口６５歳以上の方が、１万９，６４８人と推計を

いたしておるところでございます。（「１万９，６４８、ああこれがあれ

か」と呼ぶ者あり）参考までになんですが、その下にあります数字とい

うのは標準月額を出すという形で割合を出していかないといけませんの

で、現在本市にいらっしゃる所得段階別の平均的な数字を出した人数が

この１万９，０２９人という格好になるんですが、今いらっしゃる人数

といたしましては先ほど申し上げました１万９，６４８人という格好に

なります。以上です。 

 

三浦英統委員 じゃあその総給付費はこの中の平均として幾らになるんです。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 総給付費といたしましては１０ページの

７番のところになりますけれども、介護給付費見込み額というところの

ですね、下の標準給付見込み額というところがですね、介護給付に関係

する総額の見込みでございます。 

 

岩本信子委員 さっきから気になるのが、美祢市と長門市が一番最高と最低と

いうことで、こういうふうな計算をされるのに、結局私あの、人口が多

ければ多いほどその、いいのかなと思ったんですけど、あのパイが大き
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いほど。そうじゃないんですね。だからこの料金の違いっていうのはど

この部分で違ってくるんですか。例えば今の標準給付費の見込み額の違

いでこういう料金の違いが出てくるんですか。 

 

兼本高齢障害課長 市町村によって施設を保有されているところによって、先

ほど第６期計画で御説明して、施設をこれだけふやすから何千万円ふえ

ますよというような御説明をしたと思うんですけれども、長門地域には

全体的に施設が少ないというふうに聞いております。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 補足でございますけれども、施設の数と

ですね、あとやはりですね、人口っていいますか人数ですね、人数が当

然多ければその給付を割るっていう格好になりますから、金額が少なく

なるという格好になりますが、ただ高齢者の人口が多いということは、

ほとんどのケース、介護認定者数も多いと、要はサービスを受けられる

方も多いという格好になりますから、このサービス費もふえてくるとい

う格好になりますから、まあその辺が何とも言えない、というところで

あります。それからこの保険料を出すにあたって、先ほど説明の中でも

少し申し上げましたけれども、準備基金を本市におきましては１億９，

１４０万円、３年間で繰り入れる予定にしております。８番の表の真ん

中辺になるんですけれども、この部分を繰り入れる市、繰り入れない市

によってですね、当然この金額っていうのは影響してきます。もう基金

が全くないという市もあるというふうに聞いておりますので、その辺の

影響も出ているのかなと思います。以上でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。今の基金の関係なんですが、基金を繰り入れる

というこの考え方ですよね。基金の積み立てそのものがね、あれは大体

２億だったかね。大体２億あればいいという話だったんだけど、それが

それを超えて１億数千万円あるというね、その状況なんですが、これは

サービスを受けなかったからたまったのかどうなのかということなんで

すよね。だからこの基金を取り崩して保険料に充てるというね、この考

え方、どの程度まで考えたらいいのかと、いわゆる大体中庸を目指すと

いうね、とこでたまたまそこで落ち着いたのかどうなのか、ちょっと保

険料設定の考え方も含めて、お答え願いたいんですが。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 保険料の金額ということではなくして、

今後給付費に大きく変動があった場合に対応できるほどの残高をもって、

それ以外のものをこの介護給付費に繰り入れるという考え方でございま
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す。したがいまして、今年度まだ決算を迎えておりませんけれども、恐

らく今年度のものを踏まえますと、基金残高が４億近くになるのではな

いかなというふうに考えております。そういった試算の中で、２億円程

度はですね、今回の第６期の計画の中に繰り入れることができるであろ

うということで、この金額を繰り入れておるところでございます。なお、

この端数といいますか、２億円と今申し上げましたけれども、この１億

９，１４０っていう端数の部分でございますけれども、ここの部分につ

いてはですね、介護保険料を設定するにあたっての調整でございます。

要は１０円単位、あるいは１円単位等が発生いたしますと、市民の方々

が納める際に非常に困難となりますので、１００円未満を切り捨てるた

めの端数調整でございます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 だけどそのほとんど年金からしちょるんじゃからね、１０円

じゃろうが２０円じゃろうが、余り関係ないんじゃないかなという気も

するんですが、それはいいです。それはいいんですが、１億９,０００万

円取り崩す予定が結局これ取り崩す調整分でいえば１億ちょっとですよ

ね。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 １億９，１４０万円をこの３年間で取り

崩させていただくという格好です。 

 

下瀬俊夫委員長 繰入金のほうね。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 そうでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 済みません、わかりました。いや僕は調整分を見とった。 

 

岩本信子委員 上がる理由はわかったんですが、今のサービスの見込みのとこ

ろですね、ここいろいろ出されておりますが、これは２７、２８、２９

と計画だから立てられるんですけど、大体同じくらいかちょっと上がっ

ていくとは思うんですけど、この中でちょっと見てね、通所介護ってい

うのがね、ふえるんじゃないかなって思うのが、２９年度にかけては減

っていっているんです。これ計算の仕方が例えば、全体的に何％くらい

アップするっていうので計画立てられるんだろうと思うんだけど、こう

いうのっていうのは、どういうふうな思いがあって計画の中は減ってい

るんですかね。 
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河上高齢障害課主査兼介護保険係長 ちょっと先ほど説明で触れさせていただ

いたんですけれども、この居宅サービスの⑥の通所介護の平成２７年度

から２８年度の減額の理由でございますが、２８年度におきまして、定

員１８人以下の通所介護の事業所さんがですね、この表の中にあります、

地域密着型サービスの中の⑥地域密着型通所介護、仮称ではあるんです

けれども、このほうに移行される、要は通所介護というのは県の指定な

んですが、１８人以下は市の指定として改めて、サービス内容としては

一緒なんですけれども、サービス品目として別にするというふうな改定

がございますので、この２７、８年度がぐっと下がっているということ

になります。ただこの２８年度におきましても居宅サービスの⑥通所介

護と地域密着型サービスの⑥のところを足しますと、やはりほかのサー

ビスと同様に増加傾向にあるというところがあります。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか、ほかに。ちょっと済みません、教えてほしいん

ですが、この地域密着型の５番目の看護小規模多機能型居宅介護、これ

ちょっと看護がついているんだけど、少し中身についてわかりますか、

済みません。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 これはですね、次の条例の際にまた御説

明を申し上げるところなんですけれども、今まではこのサービス内容に

つきましては複合型サービスというふうに呼んでおりました。複合型サ

ービスではわかりにくいという国の趣旨の中で、看護小規模多機能型居

宅介護っていう名称に変更されるということでありますので、ここの表

につきましては新しい名称で表記をさせていただいたところでございま

す。サービス内容につきましては、この名のとおりですね、小規模多機

能型居宅介護に訪問看護がついたというものになります。小規模隊機能

型居宅介護とはどういったサービスかと申し上げますと、デイサービス

とホームヘルプとショートステイが一つの事業所で対応できるというサ

ービスでございまして、総合的なサービスという形で御利用いただいて

いるところでございます。それに加えて医療依存度の高い方々も昨今非

常にふえておりますので、訪問看護もプラスしたサービスがこの⑤看護

小規模多機能型居宅介護になります。以上でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。 

 

岩本信子委員 じゃあ済みませんが今の地域密着型サービスのところで、先ほ

ど言われました小規模多機能型の介護施設とかこの施設がこれでどれぐ
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らいあるとかいうのはわかりますか、今、現在。地域密着型サービスで

当市である施設です。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 地域密着の関係を申し上げたらよろしい

ですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）地域密着の事業所数といたしまして

は小規模多機能型居宅介護が３事業所、複合型サービスが１事業所、そ

れから認知証対応型共同生活介護、グループホームのことですけれども、

９事業所、それから認知証対応型通所介護が１０、それから定期巡回随

時対応型訪問看護が１でございます。（「はい、わかりました」と呼ぶ者

あり） 

 

吉永美子委員 今後の取り組みっていうところでですね、大きく３点あるんで

すけど、まず１６ページのところで、今度認知症の初期集中支援チーム

ということで、私これ認知症のための食があるかと思ったら、認知症初

期の間違いですよね、認知症食じゃないですよね。この認知症初期集中

支援チームと認知症の地域支援推進員の設置をしなければならないとい

うことで、そうなってきて１８ページに今後２８年には認知症地域推進

支援員そして、認知症初期集中支援チームを設置していくっていうこと

なんですけど、こうなってくるとまさに地域包括支援センターの取り組

みっていうのが大変になってくるかなっていうふうに思うんですが、こ

ういったことについてはですね、当然ながら地域包括支援センターだけ

では本当に難しいわけでありまして、この山陽小野田市内、庁内として

ですね、全庁的にどういうふうに取り組んでいって、この支援事業、３

つあるわけですけれど、体制つくっていかれるのか、特にこの認知症、

今大きな課題になっております認知症対策ですね、認知症総合支援事業

ということで、この取り組みについては全庁的な取り組みとしてどうい

うふうに今後進めていただくのかお聞かせください。 

 

尾山地域包括支援センター所長 認知症対策につきましては、本当に切実に重

要な問題だというふうに捉えて力を入れていきたい分野の１つでござい

ます。全庁的にの話の前に当面の予定でございますが、認知症地域支援

推進員に関しましては、所定の研修等を受けた職員でないといけないと

いうのがございますので、このあたりは来年度あたりから包括の職員が

そういう研修を受けて、備えていくというふうに考えております。それ

とあわせまして初期集中支援チームのほうになりますが、こちらに関し

ても文面的には支援員の配置後とは書いておりますが、実際的に現在も

困ってらっしゃる方がいらっしゃるのは事実でございますので、この支
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援員の配置の前に包括の職員が中心となって早期に支援を行っていくよ

うな体制というのは現在も取りつつあるというふうに考えていただいて

結構でございます。次に全市的な取り組みとなるとまだ系統立った話し

合いはしておりませんが、今職員に向けて認知症サポーター養成講座を

させていただいて認知症に対する普及啓発を職員に向けても行っており

ますし、職員とは離れますが今関係者、ケアマネジャーだとかさまざま

な福祉関係の事業所にも認知症の現状等を伝えていきながら、私たちが

連携を組むことでどういったことが行っていけるか等の話し合い等を進

めている段階でございます。こういうふうな取り組みを繰り返しながら

対応していきたいというふうに考えております。以上です。 

 

吉永美子委員 大変難しい課題だと思いますが、大切な政策でありますのでよ

ろしくお願いします。そんな中で今言われました認知症サポーター養成

講座ということで子供たちから受けている状況ですけど今認知症サポー

ター養成をされてこれが今後の事業にどのようにつながっていくことを

期待して認知症サポーター養成していっておられるのかお聞かせくださ

い。 

 

尾山地域包括支援センター所長 認知症サポーター養成講座につきましては、

まず第一の目的は地域の方々に認知症のことを正しく理解していただく

ということにおいております。認知症という病気は周囲の対応の仕方に

よってその症状を悪化させたり改善させたりすることができるというふ

うに言われておりますので、まずは知っていただくことが重要だという

ふうに考えております。そしてその次の段階といたしまして、認知症を

知っていただくことで自分にできることは何かというあたりを考えてい

けるような仕組みをつくっていきたいというふうに考えております。具

体的には来年度事業に少し組み込もうとしているんですが、認知症の徘

回早期、正式名称がすぐ出てきませんが、徘回ネットワークだとかそう

いうふうなものに住民を巻き込んでいく、それだとか認知症サポーター

養成講座を受講された中でより認知症の支援に興味がおありの方に対し

て次の段階のボランティアとして何らか活動していただくような場の設

定、こういったものを考えていきたいというふうに思っております。以

上です。 

 

岩本信子委員 １つ前の１４ページのところですけれど生活支援体制整備事業

を今から行われるということで配置しなければならないと書いてあるん

ですが、この協議体っていうのと生活支援コーディネーターがどのよう
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な人がなるのか。ちょっとこの辺を御説明してください。協議体のメン

バーとかどうなんですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 協議体とコーディネーターにつきましてはお

手元資料の１５ページをごらんください。文字も小さいので申しわけな

いんですけれども、まず生活支援体制整備事業と申しますのは、今後ふ

えてくる高齢者、中でも介護保険までではないけれども軽微な支援が必

要な高齢者が今から増加していくであろうと、そういうふうな方々を公

的なサービスだけではなくて地域の支えあい、いわゆるボランティアだ

とかそういうふうな支援で支えていく仕組みをつくらないといけないと

いうのが１点。そしてその仕組みの中に現在元気で活動されている高齢

者にも参加をしていただいて地域ぐるみで軽微な支援体制をつくってい

こうというふうなものを目的とした事業でございます。この事業を組み

立てていくにあたって、先ほど質問にありました生活支援コーディネー

ターと協議体の役割ですが、生活支援コーディネーター、別の名称では

地域支えあい推進員とも呼ばれているんですけれども、地域においての

さまざまな活動の必要性、ニーズ把握を行ったりだとか資源開発、そう

いう仕組みのネットワーク構築の中心的な役割を担うものというふうな

位置づけになっております。どういうふうな方が該当されるかというの

は特に決まりはございません。他市の状況によっては社協の職員であっ

たり、ＮＰＯの方であったりいろいろありますが、山陽小野田市におい

てはどういう方にこの推進員、コーディネーターになっていただくのが

ふさわしいかというのを今後検討していきたいと思います。そして次に

協議体ですが、協議体と申しますのは、今お話させていただいたコーデ

ィネーターと地域にあるさまざまなボランティアグループだとかＮＰＯ

だとか社会福祉法人。こういう取り組みに参加していただけそうな方々

の情報共有だとか連携強化の場としてのネットワークのかかわりという

ふうに置かれておりますので今後立ち上げていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

 

岩本信子委員 例えばその協議体に福祉委員とか地域でいらっしゃいますよね。

それから民生委員とかいらっしゃるんですけど、そういう方たちも入っ

ていろいろされるということもあるんですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 恐らく入っていただくようになるであろうと

いうふうに考えておりますが、この協議体のメンバーにつきましても市

だけで考えるのではなく、まず準備段階として準備会というか研究会の
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ようなものを立ち上げて本市においてどういうメンバーでやっていくの

がいいかというのを検討して進めていきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

 

岩本信子委員 だったら本市の特徴的なもので生かしたりということになると、

例えばふるさとづくりとかそれぞれ地域で活動してらっしゃいますよね。

そういう団体が入ったりということも可能性としてはあるわけですね。 

 

尾山地域包括支援センター所長 可能性としてはあると思います。まずは庁内

でこのような団体に携わっているような部署と連絡調整をしながらその

辺の洗い出しを行っていきたいというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。いいですか。ちょっと教えてほしいんですが、６ペ

ージ、７ページの件で。先ほど２４３人施設待機がいると。そのうち六

十数人が在宅だというんで在宅対策のために２９年までに６９人の施設

をつくるという話でね、これで何とか在宅については解消できるんじゃ

ないかという話がありましたよね。その２９年までに在宅のために６９

人という数字は変わらんのですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 変化はしてくると思いますが、今段階で

わかっている人数がこの人数なのでこれに向けて対応していきたいとい

うふうに考えております。これ以上ふえるということであれば今の小規

模多機能型居宅介護あるいは新たな名称での看護小規模多機能型居宅介

護等で、在宅で対応できるようなケアプランを作成しながら対応してい

きたいというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 基本的な考え方が揺れているのでよくわからないんだけど、

基本的に在宅でというのがこれまでの考え方だったんじゃないかと、そ

れをやめて施設にというそういうことになるんですか、話としては。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 基本的には在宅で進めていくというのが

大原則でございます。ただ高齢者の人口が増加する、介護認定者数が増

加するということでやはり施設でないといけないと、生活できないとい

う方々も当然ふえてくるということになりますので、一定の施設居住系

の施設の整備は必要ではないかということで今回計画に上げさせていた

だいたところでございます。 
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下瀬俊夫委員長 ２４３人の待機というのは具体的に在宅が六十数人という話

はあったんですが、ほかにはどういう待機があるんですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 ほかには平成２６年３月現在なんですけ

れども、医療機関にいらっしゃる方、療養型の医療施設それから老健、

軽費老人ホーム、グループホーム、有料老人ホーム等になります。 

 

下瀬俊夫委員長 それも待機になるわけ。医療機関にいる人も待機ですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 そうですね待機ということで特別養護老

人ホームに退院されるときには入所したいということで申し込んでおら

れますので、それを待機者としてカウントさせていただいているところ

でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 じゃあ希望があれば待機ということにされるわけですね。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 おっしゃるとおりでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ質疑を

打ち切ります。議案第３２号山陽小野田市介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定について質疑を打ち切ります。討論のある方。（「なし」と

呼ぶ者あり）討論なしと認めます。議案第３２号賛成の議員の挙手をお

願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。それでは引き続いて議案第１４号平成２７年度山

陽小野田市介護保険特別会計予算について説明を受けたいと思います。 

 

兼本高齢障害課長 それでは議案第１４号平成２７年度山陽小野田市介護保険

特別会計予算について御説明いたします。介護保険特別会計の歳入歳出

予算総額を５８億８，５７９万１，０００円にするものでございます。

昨年当初予算と比べまして２．６％の伸びというふうになっております。

この介護保険特別会計は、介護保険事業計画に基づいて事業を進めてお

りまして、ただいま議案の３２号で御審査いただきました介護保険条例

の一部を改正する条例と合わせた形で平成２７年度の予算編成を行いま

した。このたびの計画の基本理念は、高齢者が住みなれた地域で自分ら



71 

 

しく安心して充実した生活を送ることができるまちづくりというふうに

しております。それとプラスして計画につきましては急速に進む高齢化

の対応と団塊の世代が７５歳以上に達する平成３７年度、計画期におき

ましては今回が第６期ですね、平成３６年、３８年度が第９期になるわ

けでございましたけれどもそのあたりを見据えた計画策定を行い、具体

的には先ほど御質問等もありましたけれども地域で支えあう地域包括ケ

アシステムの構築でありますとか、認知症対策それから介護予防の重点

化に着目した予算編成としております。それではまず歳出のほうから御

説明させていただきます。ページの２０ページ、２１ページをお開きく

ださい。１款１項１目一般管理費の８，２１０万６，０００円の主なも

のは、２節、３節、４節、７節、１９節は、職員８名、任期付職員４名

の給料や職員手当等の人件費関係でございます。臨時職員の賃金は、認

定調査員が３名、有資格者として日額７，５００円。一般事務１名とし

て日額６，０００円で予算計上させていただいております。続けて１１

節需用費は、経費として封筒や帳票の用紙代でございます。１２節役務

費は保険者証の更新や案内とか通知等の郵送料。１３節委託料は、山口

県国民健康保険団体連合会への電算処理委託料及び介護保険システムの

帳票等の改修のための委託料でございます。このシステム開発委託料に

つきましては昨年度予算措置がありませんので、２７年度の法改正によ

る委託料でございます。それから１４節使用料及び賃借料は、公用車の

リースとかインターネットの接続に係る経費でございます。次に２２ペ

ージ、２３ページをお開きください。２項１目賦課徴収費２７７万７，

０００円は、第 1 号被保険者の保険料の賦課徴収に必要な納付書や消耗

品、印刷代等でございます。続きまして３項１目認定審査会費の１，０

６６万６，０００円は、１節報酬は、介護認定審査会の委員報酬、委員

４５名の１３０回分を予定しております。１１節需用費はそれに係る消

耗品でございます。１２節役務費及び１３節備品購入費は、新規事業に

なりますが、平成２６年度に宇部市、美祢市、山陽小野田市で広域的に

構築いたしました医療情報ネットワーク、さんさんネットというのがご

ざいます。これを活用して、２７年度から新たに介護認定に必要な医師

の主治医意見書、今までこれ郵便でやりとりしておったんですけど、こ

の一部を専用回線を使って送受信するための経費でございます。これに

よって数としてはわずかかもしれませんが、オンライン化を図っていく

ということで医師会と連携した新しい試みというものになっております。

それから２目認定調査等費の１，９７０万９，０００円は、１２節役務

費は主治医意見書の手数料、１３節委託料は介護認定調査の委託料でご

ざいます。次の２款保険給付費に移ります。２４ページ、２５ページを
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お開きください。給付費につきましては先ほどの計画にある程度沿った

ものとなっております。２款１項１目介護サービス諸費の４９億５，６

６４万７，０００円は、要介護１から要介護５と認定された方のホーム

ヘルプなどの在宅サービス給付費や特別養護老人ホームなどの施設サー

ビス費、グループホームなど地域密着型介護サービス給付費や計画作成

費、福祉用具の購入、住宅改修です。サービスの利用料については、利

用者が１割、残りを国、県、市で５０％、１号被保険者が２２％、２号

被保険者が２８％の負担割合となっております。次に２項１目介護予防

サービス等諸費の２億９，７７３万７，０００円は、要支援１、２と認

定された方の介護予防サービス給付費を中心としています。これも福祉

用具購入助成費、住宅改修助成費、介護計画作成費、地域密着型サービ

ス費です。これについてもサービスの利用料は、前項と同じように利用

者が１割、残りを国、県、市で５０％、１号被保険者が２２％、２号被

保険者が２８％を負担するものでございます。続けて２６、２７をお開

きください。３項１目審査手数料の６７２万４，０００円は１２節役務

費で介護保険サービスに係る費用の請求に対する審査を国民健康保険団

体連合会へ委託しておりますので、１件当たり８２円の審査手数料を計

上しております。４項１目高額介護サービス給付費の９，６８３万６，

０００円及び２目高額介護予防サービス給付費の１０万円は、介護サー

ビス利用負担額が一定の限度額を超えた場合に所得の要件に応じた自己

負担額を控除した額を給付する予算でございます。次に２８、２９ペー

ジをお開きください。５項１目高額医療合算介護サービス給付費の１，

５８２万２，０００円と２目高額医療合算介護予防サービス給付費の１

万円は、医療費と介護給付費の自己負担額を合算した額が一定の限度額

を超えた場合に、所得区分に応じた限度額を控除して給付する額でござ

います。このサービスにつきましては平成２０年４月から始まったもの

でございます。続きまして６項１目特定入所者介護サービス等費の２億

１，８６２万８，０００円及び２目特定入所者介護予防サービス等費の

１万円は、介護３施設これは特養、老健、病院ですね、及び短期入所を

利用する要介護１から要介護３及び要支援１、２の低所得者に対しまし

て食費と居住費を補足給付するものでございます。次に地域支援事業費

に入ります。３０、３１ページをお開きください。３款１項介護予防事

業費は、要介護状態になるおそれの高い高齢者を対象とする二次予防事

業と一般高齢者を対象とする一次予防事業の２つの介護予防にかかる事

業費でございます。３０、３１ページの下のところに移っております。

２節、３節、４節、７節、１９節は、職員２名の給料と職員手当です。

ここでは臨時職員の一般事務１名を組み込んでおります。８節報償費は、
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栄養改善に係る講師謝礼費用です。１１節需用費はそれに伴ういろんな

消耗品費です。１２節の役務費のうち通信運搬費は介護予防事業への参

加勧奨のための郵送料でございます。次に３２、３３をお開きください。

１３節委託料は、二次予防事業対象者への運動器の向上プログラムを実

施するための通所型介護予防事業の委託料でございます。この事業は１

２月補正のときに減額補正の対象となった事業でございますけれども、

平成２５年度までは、二次予防対象者把握事業を、約２００万円予算化

して委託事業として実施しておりましたけれども、平成２４年度、２５

年度と対象者は把握したものの実際の二次予防事業に結びついていなか

ったという事業でございます。この委託事業の結果活用が十分でないと

考えて、事業見直しを行う中で、２６年度からは、業者委託による対象

者把握事業ではなく、私どもが蓄積した対象者データや新たな相談者資

料を活用して二次予防事業に取り組んでおります。そのため、昨年度予

算と比較しまして、通信運搬費や調査委託料が減少しているという予算

組みになっております。それから次に１４節は、高齢者福祉システムの

リース料です。２目にまいります。一次予防事業費の２，８７４万３，

０００円のうち、８節報償費は、新規事業として、介護予防サポーター

養成事業や地域リハビリテーション活動支援事業の講師謝礼として３４

万円計上しております。また、新しい総合事業への移行も踏まえまして、

予防事業に重点をおいた「住民運営憩いの場」の立ち上げをしたいと考

えておりますので、１１節消耗品のところで運動機能プログラム実施の

ためのおもりやバンドといったものを少しそろえさせていただきたいな、

金額的には全体金額に比べればわずかなものでございますけれども新し

い事業のための消耗品をそろえていきたいというふうに考えております。

１２節の役務費は郵送料です。１３節委託料のうち、生活管理短期入所

事業委託料の４８万３，０００円は、要援護高齢者に対するショートス

テイ事業でございます。介護ボランティア活動事業委託料２８０万円は

６５歳以上の高齢者が介護施設で介護支援活動を行っていただく事業で

ございます。２６年度から対象者を２号被保険者まで拡充いたしました

が、２号被保険者事業費については、地域支援の対象にならず、財源が

全て一般財源であるため、２７年度から、２号保険者にかかる介護ボラ

ンティア活動事業は一般会計での予算の組みかえを行っております。そ

れから転換交付金の上限を超えたポイントについては地域通貨で対応す

るという予定でございますが、今までの実績から見ますと金額は数万円

程度というふうに見込んでおります。これについては一般会計の商工費

のほうで予算計上されております。高齢障害課といたしましては、介護

予防を推進するという観点から、このボランティアの参加については増
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加を目指して普及啓発に努めていきたいというふうに考えております。

介護予防型デイサービス事業委託料２，３４０万円は、在宅高齢者の介

護予防のための教室を実施するものでございます。それから１４節使用

料及び賃借料は、高齢者福祉システムのリース料でございます。続けて

３目総合事業費精算金１９節負担金、補助金及び交付金９万７，０００

円は、平成２７年度から住所地特例の対象者が施設入所後に所在してい

る市町村が提供する地域支援事業を利用することができるようになった

ため、これを利用した場合に当該市町村へ精算金として支出するもので

ございます。それから次のページ３４、３５でございます。２項包括的

支援事業・任意事業費は、高齢者の実態把握や相談業務など家族介護者

の支援等を行うための事業でございます。１目総合相談事業費７５５万

円は、要介護状態になる可能性の高い高齢者の実態を把握して、次の介

護予防事業につなげるために行うものでございます。市内５カ所の在宅

介護支援センターに委託しております。次の２目任意事業３，１３４万

円のうち、１節報酬は介護給付適正化委員会委員報酬でございます。２

節、３節、４節、１９節は、職員１名の給料と職員手当等の人件費関係

です。８節報償費のうち、講師謝礼１５万円は、認知症対策の講演会に

対するものです。ねたきり高齢者等介護見舞金１６０万円は、７６人分

を計上しております。９節旅費については主に研修に対する経費でござ

います。それから１２節役務費５６万５，０００円のうち、通信運搬費

は郵送料、それから手数料１９万７，０００円は、成年後見制度の支援

に対するものでございます。それから１３節委託料１，５７９万３，０

００円のうち、家族介護支援事業委託料６８万７，０００円は、家族介

護者同士の交流やリフレッシュに関する事業でございます。配食サービ

ス委託料５３７万円は、見守り配食事業１万食を見込んでおります。友

愛訪問活動事業委託料４０万５，０００円は、ひとり暮らし高齢者の不

安解消と相談、支援するために訪問する活動で老人クラブ連合会に委託

しております。生きがいと健康づくり推進事業委託料の１８０万円は、

老人クラブ連合会に委託して高齢者の生きがいと健康づくりに資する事

業を行っております。安心ナースホン委託料の７５３万１，０００円は、

市内に居住するひとり暮らしの高齢者等に対して、緊急通報機器をお貸

しする費用で３００名分を予定しております。次のページをお開きくだ

さい。１４節の使用料は高齢者福祉システムのリース料です。２０節扶

助費になります。６７１万１，０００円のうち紙おむつ購入助成費が６

００万円でねたきり高齢者のための家族介護者が購入する紙おむつの購

入費用を助成するものでございます。成年後見人報酬助成費と申します

のは、低所得者で身寄りがない方、適切な成年後見人がいない場合、弁
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護士や司法書士など成年後見人を委任した場合にその報酬を本人にかわ

って支払うものでございます。３目介護予防ケアマネジメント事業費８，

９２０万３，０００円については、１節報酬は地域包括支援センター運

営協議会委員の報酬です。２節、３節、４節、７節は、地域包括支援セ

ンター職員８名の人件費及び臨時職員の人件費を計上しております。８

節報償費は、ケアマネジャーの資質向上のための研修講師謝礼でござい

ます。３８、３９へ続きます。旅費は、職員研修のための旅費でござい

ます。１１節需用費、１２節役務費は、包括支援センター運営にかかる

経費でございます。１３節委託料は、予防給付ケアプランの作成業務委

託料でございます。１４節使用料及び賃借料は、包括システムのシステ

ムにかかる借上料、リース料でございます。１８節備品購入は、今年度

はキャビネットを１つ購入させていただきたいと考えております。１９

節負担金、補助金及び交付金２，３２１万６，０００円のうち、２，３

００万円は地域包括支援サブセンターの負担金で、５カ所の在宅支援セ

ンターが地域の高齢者やその家族が相談しやすい体制を整えております。

４款の基金積立金の１４万４，０００円は、介護給付費準備基金積立金

に係る預金利子でございます。４０ページ、４１ページに続きます。５

款１項償還金及び還付加算金は、第１号被保険者の保険料の過誤納還付

金、還付加算金、給付費等の償還金でございます。６款１項１目予備費

は、１００万円を計上しております。以上が歳出総額でございます。 

続いて歳入でよろしいですか。それでは続けて歳入について説明させて

いただきます。１２ページ、１３ページをごらんください。１款１項１

目第１号被保険者保険料の１１億４，６８０万３，０００円は、６５歳

以上の方の保険料でございます。介護給付費と支援事業費の２２％を負

担するものでございます。２款１項１目総務手数料は、保険料の督促手

数料です。３款１項１目介護給付費国庫負担金１０億５８７万６，００

０円は、介護給付に対する法定分ですね、施設分の１５％、居宅分の２

０％を国が負担するものでございます。２項１目調整交付金の３億１，

２５８万円は、原則介護給付費の５％でございますが、後期高齢者の割

合とかによっていろいろ変動しますが２６年度の実績をもとに２７年度

は５．６９％を見込んで算定しております。２目地域支援事業費国庫負

担金の８０４万４，０００円は、介護予防事業費の２５％を国が負担す

るものです。３目地域支援事業交付金の３，１０５万円は、包括的支援、

任意事業費を３９％を国が負担するものでございます。１４ページ、１

５ページをお開きください。４款１項１目介護給付費交付金の１５億６，

６１８万１，０００円は、第２号被保険者の保険料でございます。負担

割合につきましては、介護給付費の２８％でございます。２目地域支援
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事業費交付金の９００万９，０００円は、地域支援事業費に対する第２

号被保険者の保険料で、負担割合は２８％でございます。５款１項１目

介護給付費県負担金の８億１，２０１万１，０００円は、介護給付費に

対する施設分が１７．５％、居宅分が１２．５％を県が負担するもので

ございます。２項１目地域支援事業交付金、介護予防事業の４０２万３，

０００円は、介護予防事業費の１２．５％を県が負担するものです。２

目地域支援事業交付金、包括的支援、任意事業費の１，５５２万６，０

００円は、包括的支援・任意事業費の１９．５％を県が負担するもので

ございます。６款１項１目利子及び配当金５万６，０００円は、介護給

付費準備基金への預金利子でございます。７款１項１目介護給付費繰入

金６億９，９１８万９，０００円は、介護給付費に対して１２．５％を

市が負担するものでございます。１６ページ、１７ページをお開きくだ

さい。２目地域支援事業費繰入金の１，９５４万９，０００円は、介護

予防事業費の１２．５％と包括的支援事業・任意事業費の１９．５％を

市が負担するものでございます。３目その他一般会計繰入金の１億４，

７９５万８，０００円は、職員給与及び事務費の繰入金です。４目低所

得者保険料軽減繰入金１，１６６万１，０００円は、これが昨年度と違

うものでございます。先ほど３２号の議案の説明の中で第６期の保険料

の特例として、第１段階については標準乗率を０．５から０．０５を差

し引いた０．４５を乗じた保険料としました。その財源については、国

が５０％、県が２５％を一般会計で歳入し、市の分２５％とあわせて一

般会計から特別会計へ繰り入れることとしております。それが軽減分で

これは昨年度ございませんでした。それから２項１目介護給付費準備基

金繰入金の６，３８０万円は、１号被保険者保険料の軽減を図るために

準備基金を取り崩して、基金より歳入するものでございます。８款１項

１目繰越金は、平成２６年度の決算を見込んでの繰り越しの枠でござい

ます。９款１項延滞金、加算金及び過料は、１目第 1 号被保険者保険料

の延滞金、１８ページ、１９ページの２目第１号被保険者加算金、３目

過料は、歳入枠でございます。２項１目市預金利子は介護保険特別会計

の歳計現金に対する預金利子で、３項雑入は第三者返納金と地域支援サ

ービス事業の利用者負担金などでございます。以上が歳入でございます。

よろしく御審査お願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは、ここで５分ほど休憩します。 
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午後２時４５分 休憩 

 

午後２時５０分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは、委員会を再開します。歳出２０、２１ページから

御質疑のある方。いいですか、なければ２２、２３ページ。さんさんネ

ットはいいですか。さんさんネットの仕組みをもっと詳しく教えてくだ

さい。 

 

兼本高齢障害課長 この事業はですね、平成２６年度に開始した事業なんです

けれど、宇部と美祢と山陽小野田市と宇部興産中央病院と労災病院と山

口大学を専用回線で結びまして医療情報ネットワークシステムというの

を国庫補助事業で構築いたしました。これは宇部市の医師会の中に医療

情報ネットワークの事務局というのを設置いたしまして、この医療情報

を交換する参照病院と情報を出す病院というふうな位置づけで大きな３

病院、山大、労災、宇部興産中央病院が情報提供病院ということの位置

づけになっております。それは患者情報をネットワークで結んでいろい

ろ規制はございますけれども、一つの圏域で一つの病院をつくろうでは

ないかというような構想のもとのネットワークでございます。そのネッ

トワークにプラスアルファをいたしましてその患者情報を行政は見られ

ないんですけれども、お互いそういった医療情報とかの情報共有するた

めのポータルサイトというのを構築いたしました。そのポータルサイト

の事業に関する負担金は衛生費のほうで年間何十万かの予算措置がされ

ていると思います。せっかくこういうふうに構築した広域的なネットワ

ークを、やはり今から構築しただけではだめで活用していかなければな

らないというふうな考えのもとで、一つ私どもが今取りかかったのが主

治医意見書の交換ということでございます。今までは郵便で病院のほう

に依頼をかけて、そして郵便で先生が手書きで送ってきていただいてき

たものを、まだ本当一部ではございますけれども、開業医の先生からそ

の専用回線を通じて決められたフォーマットされた様式に入力をされて、

医師であるという認証システムを付して送信してもらいます。そのドク

ターでしか認証し得ないそういった仕組みを導入して、それを添付した

形で市町村のほうに送っていただくということで、それを私どもは受け

ましてそれをプリントアウトいたしまして主治医意見書として受け取る

と。うまくいけばすごく効率的に運営ができると。ただこれに関しまし

ては専用の端末が御自分のカルテシステムとは別に要りますので、開業
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医の先生については導入がみやすいかとは思いますけれども、今まだ大

きい病院についてはこのさんさんネットの業務端末というのが医療連携

室、退院連絡用とかそういうものにも使えますので、端末の数がまだま

だそろってないので大きくはまだ一年間では伸びていかないのではない

かなというふうに思っております。そういったシステムでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 医療ネットワークっていうのはたしか以前から聞いているん

ですが、先ほど開業医が導入しやすいと言われたんだけど逆に高齢化が

進んで開業医がこういうパソコンの導入そのものをなかなか積極的にや

らないと僕らは思っているんですが、そういう点での医療ネットワーク

そのものが、なかなか構築できないのではないかと思っているんですが、

進んでいるんですか、実態は。 

 

兼本高齢障害課長 正確な数字は今ちょっと持っておりませんけれども、やは

り開業医の先生の中でも御高齢の方はなかなか御加入がいただけていな

いという現状があるようでございます。ただ、医師会のほうとしまして

もですね、担当委員さんを決められてこれを積極的につないでいこうと

いうふうな考えを持たれておりますので、それに総額何億とかけてつく

ったそのネットワークですので、やっぱり活用の方向で私どもも動いて

いかないといけないというふうに考えていますので、普及啓発を一緒に

していきたいとは思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 今のネットワークの件で先ほどの資料の説明もらったこの１

７ページに認知症関係でかかりつけ医の情報提供というのが、この図の

中にありますよね、この部分になるんですか。今の件は。 

 

兼本高齢障害課長 このたびの私どもが始めるのは介護認定審査に係る医師の

意見書の情報通信でございます。将来的にそのかかりつけ医の先生とそ

の行政の包括とがそういうふうな形で結ぶことは考えられますけれども

今回はそれではございません。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。２４、２５ページ。（「いいです」と呼ぶ者あり）

そうですか、いいそうです。２６、２７ページ。２８、２９ページ、い

いですか。３０、３１ページ。 

 

岩本信子委員 二次予防のところの職員さんなんですが、保健師さんの割合と

かいうのはどうなっていますか。 
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兼本高齢障害課長 人件費に関しましては特別会計の中で目ごとにいろいろ振

り分けて組んでおります。この二次予防は一般職員の事務２名が組まれ

ておりまして保健師に関しましては地域包括支援費のほうで組んでおり

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。 

 

兼本高齢障害課長 ３７ページでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。３２、３３ページ。 

 

岩本信子委員 需用費の消耗品のところの説明で住民憩いの場の立ち上げをし

ようということを説明されたんですけれどももう少し説明いただけます

か。 

 

尾山地域包括支援センター所長 住民通いの場と申しますのは予防事業で例え

ば市主導で何々教室という形でやってもその教室が終わってしまえば終

わってしまうと。ここが一点の課題で、介護予防というのはやはり継続

して行うというのが非常に重要です。そこで住民が通っていける場、具

体的には自治会館等で週に一回程度通いながら継続して運動だとか認知

症予防だとかそういうふうなことを行っていく、その立ち上げ支援に包

括支援センターがかかわるという形を考えております。その中で先ほど

おもりというお話が出ましたが、介護予防の中の特に運動機能向上に向

けて現在高知で取り組まれて実績を上げております１００歳体操という

体操がかなり効果を上げているというような情報を得ておりますので、

これを各地域で広めていきたいということで予算を上げさせていただい

ております。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 二次予防の件で決算のときに若干議論になったんですが、こ

れの改善策について先ほどちょっと御報告があったんですが、具体的に

どういうふうな改善をするのかという点で、いわゆる参加者が少ないと

いうネックになっている問題、そこら辺については具体的な改善策とい

うのはあるんですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 二次予防事業自体の改善というか予防事業全

体でちょっと説明をさせていただきたいと思います。ここに表記してあ

ります二次予防事業、いわゆる虚弱な方を対象とした事業とこの一次予



80 

 

防事業、高齢者全般に向けて行う事業２つありますが、実を申しますと

先ほどの条例にも上げました新しい総合事業に移行した際にはこの２つ

の予防事業は一つの一般介護予防事業という形に組みかわります。この

ことを視野に入れ現在二次予防事業自体のその利用率のアップというよ

りかは一次予防を含めて住民に広く参加していただけるような形で全体

の事業を見直しておるところでございます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 見直している状況なのね。 

 

尾山地域包括支援センター所長 はい。どちらかと言うと一次予防事業に現在

力を入れている状況でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ３４、３５ページ。 

 

吉永美子委員 一番下の安心ナースホン委託料についてなんですけどいわゆる

これは緊急通報ですよね。これ以前お聞きした中ではちょっと減ってい

るお話が出ていた記憶があるんですけれども現状をお知らせいただきた

いのと、もう一点は緊急通報によって命等が助かったという事例があれ

ば御報告いただきたいと思います。 

 

坂根高齢障害課主査兼高齢福祉係長 安心ナースホンにつきましては現状設置

台数が２８９台でございます。確かに昨年度と比較しても昨年度は２８

２台ということでしたので、７台くらいしかふえておりませんけれども

多分この増減については入院されたり亡くなられたりとかいう形で利用

されなくなった方がいらっしゃる。その分だけは利用者がふえておると

いう状況だと思っております。それとあと命が助かったとかというのは

ございますけれども皆さん何かあればボタンを押されて安全センターと

いうところにつながるんですけれども、そちらについて救急車を呼んだ

りとかというのは毎月委託先の業者から報告がございまして毎月１件２

件という形ではございます。命が助かったかどうかというところまでは

重体的なものは私が見た限りはなかったかなと思っております。以上で

す。 

 

吉永美子委員 今の御報告だと入院されたり亡くなられたりとかということが

あるということですが、新規はふえていっているとふうに思ってよろし

いですか。 
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坂根高齢障害課主査兼高齢福祉係長 そのとおりだと思います。 

 

小野泰委員 今のところの上なんですが、例えば友愛訪問活動事業、これは老

人クラブの委託だったですかね。それと下の高齢者の生きがいづくりと

いうかそういうことで老人クラブのある、なしというのがかなり大きく

左右する場合があると思うんですよね。でうちの町内が二十何年ぶりに

老人クラブができたんですが、全体的にはどれくらい数がありますか。 

 

坂根高齢障害課主査兼高齢福祉係長 今現在確認されているのは全体で５４ク

ラブでございます。 

 

小野泰委員 理想としては全体の自治会にあるというのが理想だろうと思うん

ですよね。そのための努力というか何かされています。何もできん。 

 

坂根高齢障害課主査兼高齢福祉係長 小野議員さんが言われたように各自治会

に老人クラブ等があったほうが当然理想的だとは思いますけれども、老

人クラブが減少傾向というのは確かでございます。老人クラブが今後の

地域づくりとか福祉のまちづくりにおきましても重要な団体とは認識し

ておりますので、当然支援をして少しでもふやしていきたいなというの

はありますけれども、ちょっと今具体的な改善策というのは持っており

ません。以上です。 

 

小野泰委員 やっぱりこれね、何らかの形で積極的にアタックしないと今老人

老人と言われるわけいね。年寄りが一番多いわけだからその辺をするこ

とによって医療費も下がるだろうし、いろんなことがあるので。 

 

下瀬俊夫委員長 老人クラブをつくれという担当ではないわね。責めてもしょ

うがなかろう。いいですか。 

 

岩本信子委員 その上の家族介護支援事業、今居宅で家族の介護をする人たち

を守っていかなくてはいかない部分が大事なんですけど、これはどちら

のほうに委託されてどのような感じの事業をされるんですか。 

 

坂根高齢障害課主査兼高齢福祉係長 委託先は社協に委託しております。家族

介護交流事業ということで介護されている方が息抜きではないですけれ

ども情報交流とかいろんな介護相談ということをしております。ことし

につきましては２回ほど今年度につきましては２回ほど行いまして、一
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つは今名前忘れましたけれども、温泉地とあとはみちしおで行ってやっ

ております。 

 

岩本信子委員 とても大事な介護される方のリフレッシュということで大事な

んですけれどどうなんですか、少しずつ例えば家族介護されている人が

会員というのはおかしいけど来てくださっているとか、その辺の実態と

いうのはどうなんですか。事業自体はすごくいいんですよ。やはりまだ

まだ家族の介護で大変な人がたくさんいらっしゃるところの辺にやっぱ

り浸透していかない部分もあると思うんですけれど、その点はどうでし

ょうかということです。 

 

尾山地域包括支援センター所長 この事業とは別に今社協のほうで行われてい

る介護者の集いだとか、今介護者の会とらいぽっどの取り組み等がござ

います。まずは介護者支援ということでこういう集いの場への参加をい

ろいろなさまざまな介護者に促しているところでございますが、なかな

かそういったものへ参加していきにくい。ただ、この家族介護交流事業、

これいわゆるリフレッシュ的に温泉等に日帰りでと。こういうふうなも

のの参加をきっかけに逆にその後介護者の集いだとか会のほうへつなが

っているという波及効果が見えているという状況でございます。 

 

石田清廉委員 ２点ほど聞きます。１３節の委託料、これの高齢者の実態把握

ということですけれどもその実態把握する実態はどういう、何人でどう

いう規模で一人何件くらいどのような実態把握をなさっているのかもう

少し詳しく聞きたいと思っております。委託先が調査は何人でやってお

られるのか。それからもう一点、下の委託料ですけれども配食サービス

委託料、これは去年も何か意見が出たと思うけど、これいわゆる食の安

全と言いますか。１万食ということですから、そういう安全性というか

そういうものについてはどのような確保がされているんでしょうか。そ

の辺の確認をお願いします。 

 

尾山地域包括支援センター所長 まず最初に高齢者実態把握事業に関してお答

え申し上げます。こちらに関しましては委託先は市内５カ所のサブセン

ターでございます。対象者は特に取り決めはしてございませんが、主に

はおひとり暮らしだとか老々世帯、そういうふうな方でなかなか相談窓

口がわからないような方等に対してサブセンターの職員が訪問して実態

を把握する。もしくは民生委員さんだとか福祉員さんからの依頼を受け

て実態を把握していくというような形で行っております。実績につきま
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しては平成２５年度の実績が延べ件数になりますが、２，３２５件、平

成２６年度に関しましては１月末現在でございますが、２，０００弱の

実績を上げております。高齢者実態把握委託料に関しては以上です。 

 

坂根高齢障害課主査兼高齢福祉係長 配食サービス委託料の関係につきまして

は食の安全性ということでございます。来年度以降につきましては、今

までは社協とＪＡに配食サービス委託料ということでしておりましたけ

れども、来年度におきましてはＪＡのみという形になります。社協につ

きましては今までの老人給食委員会の方が高齢ということで後継者がい

らっしゃらないということでやめたいということでＪＡのみになってお

ります。今までの利用した方についてはアンケート等をとりましてＪＡ

のほうに御案内したり民間のほうに御案内しております。食の安全性に

つきましては当然ＪＡということもございますけれどもＪＡのほうでき

ちんと安全性を守って調理をされていると思います。以上です。 

 

石田清廉委員 確認です。安全を確保しておられるということですけれども事

故がないとは思うんですが、あったケースはないのか、あった場合はど

ういう責任、そこが全て責任ということで対処するということでいいん

ですかね。 

 

坂根高齢障害課主査兼高齢福祉係長 今まで事故の報告はございません。あっ

た場合ですね、当然ＪＡのほうも責任がございますし、こちらについて

も何らかの対応はしていくとしか今のところ答えられませんけれども。 

 

兼本高齢障害課長 衛生管理にいたしましては保健所の管理のもとの届出であ

りますとか、検便でありますとか、そのあたりは実施しているのは存じ

ております。保険につきましては、大変申しわけございません。今資料

を持っておりませんので、後ほどの条例のときに補足して説明させてい

ただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

三浦英統委員 続けて聞きましょう。総合相談業務というんですか、これは要

介護の関係だろうと思うんですが、要介護になるような状態の人であろ

うと思うんですけれどもこれによって、この相談業務によって要介護の

方が介護のほうに行かないようになるための委託料であろうと思うんで

すけど、これによってどのくらいの方が介護のほうに行かなかったか、

そこらあたりの実績がわかりますか。 

 



84 

 

尾山地域包括支援センター所長 これは要介護に行かないため、もちろんでき

ればよろしいですが、一番把握したいのは介護が必要な状態であるにも

かかわらずどこに相談していっていいか誰にも相談できない方を把握す

ることを目的にしておりますので、どちらかと言うと把握し、必要であ

れば介護保険のサービスにつないでいったり、市の福祉サービスを調整

していったりというケースが多い状況にあります。これで答えになって

おりますでしょうか。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに、いいですか。なければちょっと最後に一点ほど緊急

通報システムですね、これ対象者の把握と対象者が何件くらい実際にい

るのか。ひとり暮らしのですね。それから先般孤独死がありましたよね。

この方はナースホンを持っていたのかどうなのか、ちょっとそこら辺が

わかりましたら教えてください。 

 

尾山地域包括支援センター所長 まず先般孤独死で亡くなられていらっしゃっ

た方がこの安心ナースホンを受けていらっしゃったかという点に関して

お答えいたします。ちょっと同じ方を思い浮かべているかどうか自信が

ありませんが数名いらっしゃいます。ここ最近であれば２名です。私が

把握している１名に関しては利用されていなかったと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 それは対象ですか、ナースホンの。 

 

尾山地域包括支援センター所長 いいえ、ひとり暮らしだけでなく障害で、も

しくはあとひとり暮らしでも日中独居の方も含まれますので、そうなる

とちょっと対象者を割り出すのが、変な話高齢者６５歳以上であれば対

象という捉え方もできる。ですから対象者の人数を割り出すのは難しい

かなと。 

 

下瀬俊夫委員長 というのはね、緊急通報システムなので孤独死のような事例

が生まれてくると、その見守り隊というだけではなしに、御本人が持っ

ているわけでしょう。それが機能しているのかしていないのか。いわゆ

る転んだくらいで大変だというのはわかるんだけど、その命の関係が出

てくるとね、本当に緊急通報システムの機能そのものが発揮できるのか

どうなのかという点で、ちょっとその持っているか持っていないかとい

うのが大事なことなんだけど、そこら辺の確認はどうしたらできるんだ

ろう。対象者ははっきりしていますよね。孤独死された方の。その方が

持っていたか持っていなかったかというのは調べてわかりませんか。 
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尾山地域包括支援センター所長 先ほど２名と言われましたので、その方に関

しては後ほど確認したいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ３６、３７ページ。 

 

岩本信子委員 この職員さんの中で先ほど言いましたように保健師さんは何人

いらっしゃいますか。 

 

兼本高齢障害課長 ８名の職員給を予算化しておりますけれども保健師が４名、

主任ケアマネが２名、社会福祉士が２名でございますけれども、この中

には複数資格を持っておる者がいます。以上でございます。 

 

岩本信子委員 要は聞きたいのはもう少し保健師が要るのではないかといつも

思っているんですけれども、これだけの予防事業から何やらかんやらさ

れているのに人数的に足りていかないんじゃあないかと思っているんで

すけど、その点はどうでしょうか。ことしの予算は間に合わないかもし

れないけど。 

 

兼本高齢障害課長 これには私ども課といたしましても人事サイドにも要求を

行っておるところでございます。今現在確実になっているのは去年１名

退職になりましたけれども、この方については補充。ただ、増員という

ことになりますとその保健師のみを採用する定員枠があるのであればい

いんですけれども、これについては職員の定数、そのあたりと深くかか

わりがあります。いろんな職種を含めて一概に保健師ばかり採用する社

会福祉士ばかり採用するというようなことは困難であろうと思いますけ

れども、原課といたしましては包括ケアシステム構築事務に向けて人事

サイドに要求は強く上げていきたいというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 なければ一点ほど、成年後見人ですね、今後認知症がふえて

くるとこれが出てくるんですが、これ何人分の予算化ですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 予算は２名分を計上しております。 

 

下瀬俊夫委員長 これ後見人の報酬になっているんだけど、どういう方が普通

後見人になっているんですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 後見人はどういう方という決まりはないんで
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すが、今まで市長申立で後見をお願いした方は弁護士さんが一番多いで

す。あと社協の法人後見がございます。あと社会福祉士さんでございま

す。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 わかりました。いいですか。よければ次にいきます。３８、

３９ページ。サブセンターいいですか。４０、４１ページ、還付金。な

ければ、歳入１２、１３ページ。いいですか。なければ保険料滞納です

ね。なかなか厳しい滞納者なんですが、今対象者としては何人ぐらい滞

納になっているかわかりますか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 対象者数といたしましては把握しており

ません。 

 

下瀬俊夫委員長 実数はわかる。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 前年度分の滞納分ということであれば金

額的に把握しております。これが１月末現在の調定額となりますけれど

も、２，２９４万８，９７５円でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 人数はわからんね。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 人数は把握しておりません。 

 

岩本信子委員 それでしたら、このたびの普通徴収繰越分が入るのが３４７万

３，０００円となっておりますが、先ほど言われた滞納額が２，２９４

万あるうちの３４７万３，０００円しか保険料が入ってこないというこ

とですか。そういう計算されているということですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 この滞納分の実績といたしましては、そ

ういう形で考えておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 差額はどうなるんかという話なんだけどわかる。 

 

岩本信子委員 不納欠損という形になったりするんですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 催告をさせていただきながら、収めてい

ただくよう努力をしていくところでございますが、２年の時効がござい
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ますので、時効が来たものについては、おっしゃるように不納欠損とい

う形で落とさせていただくという格好になります。 

 

下瀬俊夫委員長 これも２年だよね。いいですか。１４、１５。いいですか。

１６、１７繰入金、繰越金。延滞金が出ています。いいですか。１８、

１９諸収入。いいですか。それでは議案１４号平成２７年度山陽小野田

市介護保険特別会計予算について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あ

り）それでは議案第１４号について賛成の方の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。条例については病院が終わった後ということで、

申しわけありませんが。それでは５分ほど休憩をして入れかえをしたい

と思います。 

 

 

午後３時３０分 休憩 

 

午後３時３７分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 委員会を再開します。それでは、議案第２０号平成２７年度

山陽小野田市病院事業会計予算について病院局の説明を求めます。 

 

河合病院事業管理者 どうぞよろしくお願いします。今回は年間を通して新病

院での本格稼動といいますか、ずっと新病院での予算でございます。新

病院での減価償却がかなり大きい支出になりますので、これから詳細を

説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

和氣病院局総務課長補佐兼経理係長 それでは、平成２７年度予算について御

説明申し上げます。予算書につきましては、平成２７年度予算から他の

会計の予算書と同じようにＡ４版の縦とさせていただいております。そ

れではまず、予算書の１ページをごらんください。第２条業務の予定量

ですが、入院患者を１日当たり１８３人、延べ患者数で６万６，９７８

人、外来患者を 1 日当たり５００人、延べ患者数で１２万１，５００人

と予定しております。参考までに、２月の１日当たり入院患者数は１８

８人程度となる見込みでございます。建設改良費につきましては、後ほ
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ど資本的収支で御説明を申し上げます。次に第３条は予算書の２０ペー

ジ、収益的収支の収入から御説明申し上げたいと思います。皆様のお手

元に当初予算資料として平成２７年度予定損益計算書当初比較をお配り

しております。こちらの３条の予算につきましては消費税が込みの数値、

こちらのお配りしております損益計算書につきましては消費税抜きの数

値ということになります。今から御説明申し上げるものと消費税が入っ

ているか入っていないかの違いがございますが、お手元の損益計算書の

内容と重なるところがあるかと思います。それでは２０ページをごらん

ください。昨年度と大きく相違する部分を中心に御説明いたします。ま

ず医業収益につきましては、昨年度から２億２，２１７万９，０００円

増の３７億４，５３４万９，０００円といたしました。入院収益につき

まして患者数は先ほど申し上げたとおりですが、単価につきまして入院

収益の単価を３万５，５００円と見込み、２３億７，７７１万９，００

０円を計上しております。外来収益につきましては単価を８，５００円

と見込み、１０億３，２７５万円を計上しております。その他医業収益

につきましては、室料差額収益について患者数の増加を見込み６，５３

５万７，０００円としております。また、その他医業収益については、

今年度の実績も考慮して３，８５０万１，０００円としております。ま

た、二次救急運営費補助金は当番日の増加により３８１万３，０００円、

一般会計からの負担金として、救急医療負担金、保健衛生行政負担金を

計上しております。続きまして、２１ページ医業外収益は２億６，２０

６万９，０００円減の２億８，１０３万２，０００円といたしました。

他会計補助金の内訳は医師等研究研修費、共済追加費用、基礎年金拠出

金公的負担金、児童手当、公立病院に勤務する医師の勤務環境改善に要

する経費に係る一般会計からの繰入金ですが、公立病院改革プランに要

する経費に対する繰り出しがなくなりましたため、平成２６年度と比較

して４，１７７万５，０００円減少しております。他会計繰入金は、こ

れまで企業債償還利息、高度医療に要する経費に対する一般会計からの

繰入金でしたが、２７年度からは院内保育所の運営費に要する経費が新

たに追加となりました。企業債の借り入れによる償還利息の増加もあり、

２６年度と比較して１，７５９万３，０００円増加しております。長期

前受金戻入は２７年度分の収益化額が３，３３８万２，０００円、資本

費繰入収益は２７年度分の収益化額が５，２９８万１，０００円として

おります。その他医業外収益は、一般会計が負担する退職給与負担金と

院内保育所保育料金により、２６年度と比較して１，５７７万４，００

０円増加しております。これらにより、病院事業収益は４０億２，６３

９万１，０００円といたしました。続いて２２ページ支出について御説
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明いたします。病院事業費用は昨年度から１３億６，９６０万円減の４

２億５，３５１万６，０００円といたしました。給与費は前年度に比べ

１億５，０７９万４，０００円増額の２０億５，４０３万４，０００円

といたしました。増加につきましては、勤勉手当で１，３７４万２，０

００円、非常勤医師等の実績増で３，４５３万４，０００円、退職給付

費で８，６１７万などが主な理由です。次に材料費は２，６０５万３，

０００円減の８億１８６万９，０００円としております。これは２６年

度の投薬用薬品費の実績が減少したこと、Ｘ線材料費について電子化に

より現像が減少したことが主な要因です。２３ページ、経費は前年度に

比べ３５９万円増額の６億６，９０８万５，０００円としております。

光熱水費で１，２２９万６，０００円、燃料費で３３５万６，０００円、

修繕費で１，０００万円減少しておりますが、委託料が４，１５９万２，

０００円増加したため、全体で増加となりました。減価償却費は新病院

の建物や医療機器等の償却が始まるため、大幅に増加し５億４５２万４，

０００円となっております。研究研修費は旅費を増額し１，１１１万５，

０００円としております。長期前払消費税償却ですが、新病院の建設費

の関係で増加しています。なお、これは従来の繰延勘定償却費の控除対

象外消費税償却です。次に医業外費用ですが、支払利息は平成２６年度

の企業債の借入に伴い企業債利息が増加したものの、一時借入金利息は

減少したため、８１５万８，０００円減の７，８２６万７，０００円と

しております。退職給付費負担金は、過去に病院に在籍した職員の退職

手当に対する負担金として５２６万円を計上しております。これらから、

医業外費用は１億５，４６３万９，０００円となりました。２５ページ

特別損失は過年度損益修正損等で１，００１万円、予備費は６００万円

を計上いたしました。これらにより、病院事業費用は４２億５，３５１

万６，０００円となりました。以上の結果、税抜き後の損益計算でござ

いますが、お手元の本日お配りしました損益計算書をごらんください。

病院事業収益４０億１，１５４万円に対し病院事業費用４１億７，６４

２万２，０００円となりまして、当年度純損失１億６，４８８万２，０

００円を見込みましたので、平成２７年度累積欠損金は３６億１，６２

１万２，０００円となる予定であります。次に、第４条こちらにつきま

しては予算書２６ページ資本的収入から主なものについて説明いたしま

す。資本的収入のうち、企業債は、更新が必要となりました医療機器の

更新財源として、５，４００万円といたしました。他会計負担金は一般

会計からの繰入金として、企業債対象外の工事請負費、器械及び備品費

として１，０００万円、企業債元金を７，２７９万６，０００円といた

しました。これらから資本的収入は１億３，６７９万８，０００円とな
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ります。続いて２７ページ、資本的支出に入りますが、建設改良費は、

職員宿舎等既存建物の改良が必要となった場合のため、工事請負費とし

て５００万円を計上しております。器械及び備品費ですが、移設した機

器等の更新及びＰＯＳレジシステム導入並びにさんさんネット導入のた

めに６，９００万円計上しております。企業債償還金は１億２，５０５

万円を計上しております。他会計からの長期借入金償還金は、一般会計

及び工業用水道事業会計からの長期借入金の元金償還金として１億９１

６万円を計上しております。公立病院特例債償還金は８，８５８万２，

０００円を計上しております。この償還は２７年度で終了いたします。

これらから、資本的支出の総額は３億９，６７９万２，０００円となり

ます。この結果、資本的収入に対し不足する２億５，９９９万４，００

０円は当年度分損益勘定留保資金で補塡します。それでは予算書２ペー

ジにお戻りください。第５条企業債は器械及び備品費を目的として、限

度額５，４００万円、その他起債の方法、利率、償還の方法を定めるも

のです。第６条一時借入金ですが、借入限度額を７億円としております。

第７条議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職

員給与費２０億５，４０３万４，０００円と交際費５０万円としており

ます。第８条たな卸資産の購入限度額は７億円としております。以上、

平成２７年度予算について御説明いたしました。御不明な点は、質問の

中で説明をさせていただきたいと思います。よろしく御審議お願いしま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 最初に先ほどの予算書第２条の件ですね。ちょっとここにつ

いては集中的に議論していただきたいと思います。 

 

三浦英統委員 収益の関係でございますが、１８３人の入院患者、５００人の

１日の外来ということで積算をしていらっしゃるんですが、先の補正の

中でも１９０人くらいの入院があったというようなことも説明があった

んですけどね、どんどん入院がふえてくるというような状況になると医

師の不足がみられるんじゃないかとこのように思うんですが、医師だけ

でなくて看護師さんも同じような状況になると思うんですが、特に看護

師さんにしては７日ですかね、交代するのが７人というか、７人体制と

いうんですかね、１０人体制とかいろいろな問題があろうかと思います

けどもそこらあたりの考え方についてはどんどん収益が上がってくると

いうことになると、過重な労働になってこようと思うんですが、今後医

師の補充にしてもじゃあどこの部署を補充を今後していくのか。３０人

体制に向けて、そこらあたりの考え方をお聞きしてみたいと思います。 
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河合病院事業管理者 まず医師についてですが、４月から麻酔医が１人ふえて、

６月から眼科医がふえてまた来年度以降にふえていきます。ただこれは

どこを重点というか大学で医師が回せられるところで考えていくしか仕

方がないというふうに思っています。現在の１８３人のレベルであれば

看護師さんの数はこれでいけるというふうに思っているんですが、これ

までも大体このあたりの数でやっています。ただ今は２月確かに少し寒

かったこともあって１９０人超え、２００人超えというのもありました

けども、何とか今の人数でしのいでいますので確かにおっしゃるように

多少は今後これが恒常化してくればまた考えなければならないときが来

ると思いますが、現時点ではちょっとまだ考えてないというところです。

以上です。 

 

小野泰委員 今の患者数の件なんですが、今までいろんな場面で予定に対して

少ないじゃないかとか時期的な面があるとかいろんな話がございました

し、今回新病院への移転のときにちょっと絞ったりしましたのでそうい

うことになりました。今回この予算はできれば期待をした予算ですし、

予定ですしさらにふやしていただきたいという思いもありますし、医師

数が２４名が２６名ぐらいになりそうなという形で、特に今内科の待ち

時間が非常に長いわけです。ですから内科に１人、２人入れながら相手

があることですが、最初の目的どおりに３０名ぐらいに向かってちゃん

としていただきたいという願いがあるんですが、そのあたりはどうです

か。 

 

河合病院事業管理者 おっしゃるとおりで内科が一応５診は立ててますんです

が、内科の待ちが長いことは実態でして、今後は少し医師も若手の医師

とかわりますから少しそのあたりでもうちょっと回転がよくなっていく

んではないかと。もう少し内科のほうと相談してみます。ただ今大学に

消化器内科も循環器内科も人数が手いっぱいで、これ以上は内科医をふ

やすというのはかなり急速にふやすというのは難しいみたいな雰囲気で

す。もしふやすとすると小児科になってくるんですが、小児科をふやす

際には２人か３人の単位でないとなかなか無理というふうに思っていま

すので、今は１人ふやすと小児科に言われてもちょっとそれは困ると、

かえって当直とかに困るということになって今すぐ小児科をふやそうと

いうつもりはありません。２人か３人余裕ができてから小児科をふやす

ことになるんですが、内科につきましてはちょっと多分従来中で問題が

ありそうな人も含めて多少交代がありますので少しは改善していくんじ

ゃないかと思っています。今後その待ち時間のことについてはほかの形
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ででももう少し回転、待っていただける患者さんに苦痛を与えないよう

な何か方策を考えなければいけないというふうに思っていますので、早

急に経営会議ででも相談していこうというふうに思っています。ありが

とうございました。 

 

小野泰委員 今言われましたように診療に行く場合に診察券をかざして診療の

カードをもらいまして、検査に行ったり診察を受けたりとかいう今の流

れのシステムですね、このあたりは何か見直しをすれば少しぐらい早く

なるところがあるのかなという気がするんですよ。ですけど今までどお

りずっとこれも以前の病院と同じような形でずっときてますんで、今は

１０月からですからね、患者もスタッフもなれておりますので、これよ

り早くなることはない。ですからシステム自体をどうするのかというこ

とをもう１回抜本的に見直しをされてやられれば少しは早くなるという

ふうに思いますが、そのあたりのお考えはどうですか。 

 

河合病院事業管理者 今非常に混雑していますのは内科が主です。外科とか整

形、産科は割合早くいっていますのは、ドクターズクラークといいます

か医師クラークがついています。ですから僕らがコンピュータを打たな

くても彼女たちがコンピュータを打ってくれるので、私たちは話だけで

彼女たちが打ってくれるんですが、内科はまだちょっとそれを嫌って自

分たちで入力するのが内科医のまだまだ誇りのようなところもあって、

ちょっとそのあたりをもうちょっと医師クラークを有効に使うように、

これからプレッシャーをかけていこうというふうに思っています。それ

をやっていくと医師は患者さんと話している間にクラークのほうでコン

ピュータはどんどん打ってくれますから、そうするともう少し早く回転

が速くなっていくと思います。多分きょうの外来を見とっても整形はほ

とんど時間通りにいっていると思うんですけど、内科はかなり長くかか

っています。確かに内科は医師が相当コンピュータを打っていますから、

そこらあたりの時間がうまくいけば、もうちょっと有効に使えるという

ふうに思っています。 

 

小野泰委員 今患者の方は朝出て晩帰る。１日仕事と言われるんですよね。ほ

んとにほかの予定がない方はいいですけど、そういうわけにはいきませ

んので、これは１つの病院としてどうあるべきかというやつをもう１回

よく考えていただいて、できるだけ早く患者の不満が残らないようなシ

ステムをつくっていただきたいと思います。 
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河合病院事業管理者 わかりました。できるだけその方向で進めます。ただ１

点だけ、今度これまで１日入院で点滴して抗がん剤とかが、今度は外来

で点滴してということになりますから、また外来の待ちが、待ちじゃな

いんですけど点滴しますから、ずっと１日がかりという。でも従来２日

かかっていたのが１日で済むということにはなるというふうに思ってお

ります。そういうふうな形で変わっていくと思います。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 どうしても内科だけじゃないんですけど採

血をしたり尿検査をすると、その検査の結果が出るまでに時間がかかる

んですよ。ですから医師の診察もそうなんですけど、患者さんからみれ

ば診察をして採血をしてという形の中で、どうしても検査結果を見て医

師が判断するもんですからその辺の形の中でどうしても待ち時間という

形。それを踏まえて今回新病院では今まで各科で行っていた採血、採尿

を中央処置室という形の中で一元化して患者さんの動線を含めて短くし

て、できる限り全体の診療時間を短くするという形をとっておりますの

で、そうはいいましても今議員がおっしゃられたことを踏まえて、もう

一度再度、局長も先ほど発言しましたので、そういう形の中で検討させ

ていただけたらと思います。 

 

三浦英統委員 救急の問題なんですけどね、先日も本会議で救急問題が質問さ

れました。その中で救急車による救急搬送７００件強ですか、そして一

般の救急を４，０００人以上診ているとこういうお話がございました。

その報告の内容なんですけどね、救急が４，０００人おるということに

なると１日平均すると１００人近い、１日が１０人くらいの患者を診て

おるということになると、非常に今の内科の問題にしても時間をとるん

じゃないかなと思うわけです。ここらあたりの対策、今同僚議員が言い

ましたように特に内科のほうが多いような状況であれば、当然時間は長

くかかるし、緊急でございますので、この対策についてどのようなお考

えをもってらっしゃるのかお聞きしてみたいと。 

 

河合病院事業管理者 救急という表現がどれくらい患者さんに理解されておら

れるかどうかは別にして、要するに救急車で来られるのが７００名です

けれども、時間外に来られる方が４，０００名ということですね。全て

それが救急かどうかはまた、とりようによっては救急かもしれませんの

ですが、患者さんの感じ方次第なので、そういうこともあって実際には

そうすると１日に十三、四人時間外を含めて診ているということになっ

て、翌日は普通に診察しなければならない。だから当直した医師は大変
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なので、ちょっとそういうこともぜひ考慮していただければ。翌日をで

きるだけ休みにしたいんですが、今は休みが取れないしほとんどの病院

も翌日休みを取らずに普通に診察していますし、手術もしていますしと

いうことになっていますので、それでこの間の一次の患者さんと二次の

患者とを少しわけて考えていったほうがいいんじゃないか。全て病院に

というのも病院もなかなか無理じゃないか。それで今三浦委員さんおっ

しゃいますように確かに診察中に救急車が入ってきたり診察中に急患が

来られる。ですからまた待ち時間が予定どおりの待ち時間が長くなって

いくということで、今内科は余裕ない状態で今５名体制でやっています

ので、大学から非常勤が来ていますけど、余り残りの人がいない、ほと

んどいない状態でやっていますので、どうしても内科に負担がかかって

いると言いますか、例えば整形では今３人いますんですが、２診でやっ

ていますから１人は空いています。空いとるというと表現があれですけ

ど病棟を診ていますので、救急が来てもその１人が対応していけばいい

んですけど、ちょっとそのあたりが内科が難しいかなと。そういうこと

もあって内科が待つというふうなこともあって、やはりこの中には一次、

二次の問題と今の医師の疲弊する過労の問題と待ち時間の問題とかいろ

いろな問題を含んでくる問題であると思っています。 

 

三浦英統委員 内科が非常に厳しいような状況のようなお話でございますので、

先ほど医師がふえるようなお話をなさっていらっしゃいますがこれは内

科でございますか。 

 

下瀬俊夫委員長 違うって言いよるわね、さっきから。 

 

三浦英統委員 内科をぜひ充実していただきたいとこのように思うわけでござ

いますけど、なかなか難しいようでございますが、医師の確保に全力を

挙げていただきたいと思います。いかがですかね。 

 

河合病院事業管理者 そのことは内科医自身が知っていることでして、非常に

よくわかっていまして、内科医も自分の大学に言って自分の教室に言っ

ていくにも、振る袖がないということもよく知っていますので、彼らは

彼らで頑張らざるを得ないということはよく知っていますけれども、今

後ともできるだけふやすように努力いたしますし、少なくとももっと常

勤がだめであれば非常勤の医師をふやすような形をして、待ち時間と言

いますか患者さんを何とか対応できるような体制をとっていきたいとい

うふうに思っています。 
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石田清廉委員 ２条の主な建設改良事業費、現時点で建物改築費あるいは器械

及び備品費ということですが７，４００万。これはどのような内容と現

時点ではわかりますか。 

 

和氣病院局総務課長補佐兼経理係長 まず建物改築費につきましては、先ほど

御説明申し上げましたけど既存の建物でございます。こちらにつきまし

て急遽改良が必要となった場合のために５００万円を計上しておるもの

でございます。次に器械及び備品費につきまして移設した医療機器のう

ち更新が必要となるものがございます。こちらにつきましては病院の中

でヒアリングも行いましてある程度選定をしておるところでございます。

医療機器以外には先ほど申しましたけどＰＯＳレジシステムの導入とさ

んさんネットの導入ということを予定しております。 

 

河合病院事業管理者 さんさんネットについて少し話させていただいてよろし

いですか。 

 

下瀬俊夫委員長 概略は先ほどの会計の中で少し説明があったんでわかりやす

く言われるんだったらどうぞ。 

 

亀田病院局医事課長 どこまでわかりやすくできるかというのは非常にあれな

んですけど、この近隣の地域医療情報のネットワークということでござ

います。本来だったら昨年の４月から運用開始しておりまして、その時

点で参加する予定ということもある部分だったと思うんですけども、御

存じのように新病院の建設が入りましたので、２７年度の中でそちらの

ほうに参加できればと思っております。今現在でも病院が２０病院、診

療所が７４病院、行政が５市１町、介護施設が６施設、このような状況

で実際利用件数も情報公開ということでは２８２件、これ２月での時点

でございますが、２８２件。地域連携パスといって複数の医療で１つの

疾病を見ていくというやつなんですが、それの関係が２３０件、それか

ら市町村等への退院情報、要するに病院退院した後の介護その他等々の

報告というかそういった状況の利用件数が１４４件と非常に近隣のさん

さんネット、利用状況が高い状況に他の情報ネットワークに比べて利用

状況が高い状況になっております。そちらのほうに参加するという状況

でございます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 それでね、市内の状況がわかれば教えてください。 
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亀田病院局医事課長 市内のですが病院としましては今現在労災病院。こちら

のほうが基幹病院ということで情報の公開を行っております。その他小

野田赤十字病院、それから診療所としましては西村内科医院、松岡整形

外科、小野田心和園、村重医院、わたなべ泌尿器科、いとう眼科クリニ

ック、長谷川眼科、岡野整形外科クリニック、しおん内科外科クリニッ

ク、井上医院、むらた循環器内科、ジョイ皮ふ科それから女性クリニッ

クおがた、しらさわ内科クリニック、中村内科胃腸科医院、山田循環器

科内科、吉中内科医院といったところであります。 

 

下瀬俊夫委員長 わかりました。読み上げられてもわからない。 

 

亀田病院局医事課長 数を数えないと。 

 

下瀬俊夫委員長 後で資料出してよ。 

 

亀田病院局医事課長 その他厚狭のほうの医師会の関係で７診療所あります。 

 

下瀬俊夫委員長 わかりました。 

 

河合病院事業管理者 要するに電子カルテないし電化しているところはほとん

ど入りつつあるというところです。これは実は市民病院としては当然入

るべきということなんで去年から入ろうとしたんですが、どう入るかは

保健所のほうで勝手に決めておるんで、私たちはトップの３病院を４病

院にしろということで相当頑張ったんですが、どうしても保健所がやら

んということなんで、ならば新病院ができるまではやらんと。そうなっ

てしまってちょっと延びていったんですが、今後まずは医院、診療所が

できてそれから福祉施設が次第に入っていくという。やり出したら福祉

施設が入っていくということですが、福祉施設はまだ余り電子化されて

いませんので、電子化されたところから次第に入っていくというふうに

思っています。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 ＰＯＳレジの導入目的については、第１点

としてつり銭の渡し間違いの防止、待ち時間の短縮、３番目に金銭受領

の不正防止、なおかつ４番目としましてデータの活用というこういう目

的の上でＰＯＳレジを導入していきたいと考えています。 

 

岩本信子委員 １つお聞きしたいのが、第２条のところで平均入院患者数が１
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８３人ととられているんですが、２１５床のベッドでいっぱいいっぱい

というわけには平均でしょうから年の平均でいっぱいになるときもある

し、月によっては下がっているところがあって１８３ということにされ

ていると思うんですけど、稼働率というのは大体どのくらいにもってい

くという最初の予定でしたかね。１８３もうちょっと上を見るというこ

とがあるのかなと。その辺はいかがでしょうか。 

 

河合病院事業管理者 ８０％以上が目的で、できれば８５％くらいにいきたい

というふうに今思っているんですが、ただ本会議の際にも少し言いまし

たんですが、水曜日、木曜日ははるかに超えるんですが、土日がぐっと

減ってきますので、１週間ならすとなかなか達しにくいというところも

ありまして、土日も満床にしておくというのは、まずほとんど無理なの

で相当減りますね。１６０台とかになりますので、それはそれで市民病

院としてはしょうがないというふうに思っています。 

 

岩本信子委員 １８３がこれからも２１５しかないんだから大体標準的なとい

いましょうか、そういう予定ということにされるということでいいです

か。 

 

河合病院事業管理者 今年度は少なくともそれでいこうというふうに思ってい

ます。もう少しいいほうにいけばまたいいほうで補正はさせてもらえる

と思うんですが。天候の関係も相当ありますので、来年度の天候がわか

りませんので、本当のところ今この１、２月が平均的に１８０いくとか、

今２月は１８８を超えたりしてますんですけど、年間それでいけるのか

というのがまだ初めての試みで、まだちょっと今のところはっきりとし

た自信はありません。 

 

市村病院局次長兼事務部長 入院患者数の件ですけども２１年から統計とって

みますと大体１、２、３月で年間の入院収益の約２６％です。ほとんど

４分の１に変わりないということで、このたびの予算につきましては、

１月が１７５、２月が約１８９、３月を１８５とみていまして平均しま

すと１８３人でございます。予算の根拠としましては、１、２、３月の

平均入院患者数で入院の病床利用率が８５％、これにいっていますので

これを基準に予算立てをしたということでございます。 

 

吉永美子委員 先ほどから２月の入院患者については１日平均言われたんです

が、２月での１日平均外来患者数はどの程度までいっておりますか。 
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和氣病院局総務課長補佐兼経理係長 ２月につきまして外来の１日平均の患者

さんの数は４４０．８人となっております。 

 

三浦英統委員 先ほどから入院患者の問題、お話が多々出ておるんですが、医

師３０人体制が打ち出されておるんですが、これ以上医師をふやして３

０人体制にもっていって、２１５床しかない病院に対して医師がほんと

に３０人いるのかどうなのか。今の１８３名で現医師で大体事業ができ

るんだというようなことを以前も言われておりました。その３０人体制

にしたときの、じゃあどういう方向性をもってその３０人体制にもって

いくのか。そこらあたりをお聞きしてみたいと思うんですが。現実に２

００人になることもあったと今までは、１９０人台にもなっておるとい

うことで３０人体制になればどういう方向の医師の配置をしてどのくら

いの収益を上げていくのか、そこらあたりの考え方をお聞きしてみたい。 

 

河合病院事業管理者 おっしゃるとおりで今後あれですが、ことし初めてなの

でちょっと今回はやらせてもらって、できるだけ３０人体制というのも

３０人に向かって努力しますということなので、すぐになるわけではな

いので。市民病院の役割としては労災病院を見ながら、日赤も見ながら

その間といいますか、労災病院で不足したり日赤で不足したりしている

ところを何とかしなければならないというのが市民病院の役割ではない

かというふうに思っています。 

 

岩本信子委員 例えば３０人体制にするということはもっと診療科をふやすと

いう。だから内科はこれでいいということだけど、脳神経外科とかいろ

いろあるじゃないですか、あるんかな今、ないのかな、そういう診療科

をふやすということで、例えば今の外来が５００人のところが、２月４

４０人でしたか、医師が、科がふえることによって外来がふえるという

考え方はできるんですかね。 

 

河合病院事業管理者 今診療科は多分１４診療科あると思うんです。といいま

すのは、脳神経外科とか小児科も常勤はいませんけど非常勤でやってい

ますし、神経内科もやっていますし、かなりな診療科としてはそろえて

いると思うんです。ただそれが常勤はいませんので、どういう形でいく

かということなんですが、患者数につきましては今見てもらうと外構が

今半分やっとでき上がったのでもうじき残りの半分でき上がりますので、

そうすると外来の患者さんがまたふえていって、また内科がつまってく

るかなという気はしますけど、そのあたりで考えていけると思っていま
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す。ともかく外構は非常に着々と進んでいるところですので、日々変わ

っているくらいに進行しておりますので４月からバスも入りますし、相

当外来は変わっていくんじゃないかと思っています。 

 

吉永美子委員 医師確保３０人を目指して頑張っていくということで、去年も

そういうお話をいただいているんですが、この３０人って要はふやすこ

とについての大きなメリットとして私が思ってきたのは二次救急医療の

山陽小野田市民病院としての使命をもっと果たせるようになる。当番医

の人数をふやして救急を受け入れ態勢が強くなるというふうなことを期

待して、医師の人数がふえるということを極力してほしいという思いを

もっていたんですが、その辺については体制の強化もあわせて行われる

というふうに認識してよろしいんですよね。医師の人数がふえることは

夜間の救急医療体制、２４時間の体制の強化にも反映されていくという

ふうに思ってよろしいんですよね。 

 

河合病院事業管理者 それを目標にしております。今の医師も非常によく頑張

っていると思っています。人数を考えてもらうと労災病院は市民病院の

倍以上いまして、ですからそれを考えると市民病院は非常によくやって

いるというふうに思ってますんですが、日赤が厳しいですし、決してよ

そと比較してどうというつもりはないですが、委員さんおっしゃるよう

な方向でできるだけ努力していこうと思っています。ただ救急について

は、一次、二次だけは住民の方もよくわかってもらって、全て病院にと

いう時代ではなくなっていくという、病院は入院を受け入れていって外

来で収益を上げてというよりも入院で手厚く療養していただく、外来は

できるだけ開業医の診療所ないしあれにいってもらって、入院患者さん

についてはということで、これから在宅医療がかなりなると思いますん

ですが、病院が後方病院としての役割をしていくと思うんです。ですか

ら病院が出ていくということはありえないというふうに思っています。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 今の質問に対しての関連なんですけど、ち

なみに２５年度の二次救急輪番日が３３日でございました。宇部、小野

田、美祢の医療圏でのそれぞれの病院の都合もありますが、２７年度に

ついては５日増の３８日を用意しております。 

 

下瀬俊夫委員長 ただ３３日とか３８日とかいっても月にいえば３回ないし４

回でしょ、ということですよね。そういうことでしょ。 
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山本病院局事務部次長兼総務課長 そうですね。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。なければお聞きしたいんですが、入院患

者、外来患者の採算点というのは何人くらいを見とってんですか。採算

が上がる、上がらないといういわゆる人数です、損益の。 

 

市村病院局次長兼事務部長 入院、外来の患者さんというのはある程度相関関

係もありまして、例えば入院がかなり高くなると外来の患者さんが減っ

てくるという統計で、１１月なんかは４９０超えでしたけども入院患者

さんは１６０程度でございました。今の損益分岐点の関係ですけども、

一般的に言われておりますのが８０％、１０対１では８０％というふう

に言われておりますので、入院患者さんで言いますとやはり１７２人と

いうふうに考えております。外来につきましては、特にそういった基準

というのを知りませんで、いわゆる医師の単価、看護師の単価というの

は分けにくいもので外来については出しておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 出してない。それと一般会計からの空床補償がありますよね。

これ１８３人の中には入っているんですか入ってないんですか。 

 

市村病院局次長兼事務部長 空床補償ということで除いております。 

 

下瀬俊夫委員長 除いておる。これにプラス５ということですね。 

 

市村病院局次長兼事務部長 一応救急の空床ということで救急患者さんが受け

られて入院ができる体制をとっておるということで、プラス５という言

い方であろうと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 だから日常的には１８３プラス５のベッドが大体確保されて

いるということですよね。そういうふうに言っちゃいけんかね。 

 

市村病院局次長兼事務部長 ベッドが２１５なもので５床は救急用に、あとそ

の他は入院患者さん用にということで。 

 

下瀬俊夫委員長 ただ５床は補償されているわけだからベッドとして一般会計

から補償されているわけでしょ。だから一応収入としては入ってくるわ

けね。 
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市村病院局次長兼事務部長 理解できました。収入としては５床分入ってくる

ということで御指摘のとおりです。 

 

下瀬俊夫委員長 それと先ほど４，０００人の救急のような話がありましたが、

救急という位置づけなんですか。 

 

河合病院事業管理者 救急かどうかは患者さん御本人の判断次第で。 

 

下瀬俊夫委員長 時間外っていうことですよね。 

 

河合病院事業管理者 時間外で来られますから、その中には救急も時間外も含

まれる。ですからどれぐらいが救急なのか。本来の時間では診察時間で

はないということです。 

 

下瀬俊夫委員長 ４，０００人というのは自分で来られる方ということですよ

ね、時間外に。救急かどうかというのはやっぱり言い方を考えないと、

先般軽症患者が救急病院に集中するから救急病院の医師が疲弊するとい

う言い方をフェイスブックで打ち出しているんですよ、市が。だから４，

０００人が全員救急なんかどうなんかというね、先ほど局長が開業医と

のかかわりで基本的には開業医行ってほしいと、病院には来ないでほし

いという話があったんですが、そういう問題でこの問題を見ておられる

かどうなのか。 

 

河合病院事業管理者 ちょっと私も理解してないところもあるんですが、確か

に全部救急ではないということの表現で言われると何とも。でも病院か

ら見ると時間外で、患者さんは救急と思われて時間外に来られるのであ

ろうというふうに思いますから、救急の定義そのものが非常に難しくな

っていくので、前回の本会議で申しましたようにその中で５，０００人

弱の患者さんで入院になるのが１，０００人ですから、約三千何百人に

ついてはその日に帰っていただける患者さんということになりますので、

救急かどうかと言われるとそれは結局患者さんの御判断によるかなとい

うふうに思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 先ほどのフェイスブックなり行政の声明っていうのは読まれ

ました。 

 

河合病院事業管理者 正確に読んだことはないんですが、大体よくわかります。
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でも考えていただけると時間外に１日１３人平均が来られるとなると眠

れる日もありますけど眠れない日もあって、次の日にはそのまま診療、

手術に担当するということを、ほんとにこの状態でいいのでしょうかと

いう問題提起ではないかというふうに思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 若干ニュアンスが違うんですよね。結局救急車が患者のとこ

ろに行って搬送する時間帯、大体平均で四十数分と言われていますよね。

結局なぜかというと軽症の患者さんが病院に集中しているから搬送拒否

にどんどんあって病院に届くまでの時間が四十数分かかると言っている

わけですよ。救急体制が崩壊状態だと言い方されているんです。１つは

救急車を安易に利用するなというのが１つ。もう１つは救急病院を安易

に利用するなと、この２つがあるんですよ。だから救急体制が崩壊寸前

なのかどうなのかという大変深刻な話なんですが。それで軽微な患者さ

んはできるだけ救急車も救急病院も利用しないようにしましょうという

打ち出しなんです。 

 

河合病院事業管理者 ちょっとニュアンスが違うかもしれませんが、やはりあ

る意味で救急を担っているのは勤務医ですから、そうはいいましても開

業医で救急を担ってもらえるところは一次の平日夜間とかいうところで

は担ってもらえるんですが、そのほかは勤務医ですから、今勤務医に相

当負担がかかって勤務医をやめたい。当直があるから勤務医をやめたい

という人を何とか食いとめるというのが一生懸命なっている。そこに理

解してもらえない地区は結局は医療崩壊を起こしていくんではないかと

いうことで、そういう事態にはならないほうがということが皆の願いで

はないかというふうに私は思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 若干見解の相違というものもあるんですが、軽症患者だから

救急車を利用するなという言い方について、いかがなもんだろうかと思

っているわけですよ。そんなものは御本人にはわからんわけでしょ、患

者さんには。その片っぽでテレビのコマーシャルなんかで脳梗塞の患者

さん兆候が出たら直ちに救急車呼びましょうというふうな打ち出し方も

するわけでしょ。そんなものもわからんわけですよ、患者さんには。何

が軽症なんか何がどうなのかという。 

 

河合病院事業管理者 現場におってみますと明らかに同じ人が毎日毎日救急車

を使って来られるという方がいらっしゃる方は事実です。 
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下瀬俊夫委員長 それはまた違うんです。それは救急車の現場でそういうきち

んとした対応をしているんですよ。何回も同じ人が救急車を利用する場

合は、あなたはだめですよという対応をしているんです。僕が言ってい

るのは脳梗塞かなんかわからんじゃないかと。そういう場合は直ちに救

急車呼びましょうという、そういうテレビのコマーシャルも流れている

わけでしょ。だからそういう緊急時、御本人にはわからないけど緊急時

にどう対応するかというのはね、非常に命にかかわる問題でもあると思

っているんですよ。 

 

河合病院事業管理者 その点では全く同感です。そういう人を救うために日頃

のあれを少しもうちょっと考えてほしい。考えてほしい人たちがかなり

いらっしゃるということも事実なので、そのあたりをバランスを捉えな

ければいけないのではないかと。 

 

下瀬俊夫委員長 バランス問題です。だけど打ち出し方についてきちんと考え

ていかないと。例えば生活保護と一緒なんですよ。生活保護を悪用する

じゃないかという打ち出し方すると、実際受けている方が物すごく困る

んです。自分たちが悪いことをしているような感じになるわけですよ。

だから今言ったようにほんとに救急車を必要とする方がやめとこうとな

ったときにどうなるのかという問題ですよね。だから誰に向かって物を

言っているのかによって受け取り方が変わってくるわけです。 

 

河合病院事業管理者 議論の中で救急車は１台動くのに５万円はかかっている

と。それをどういうふうに負担していくかというところもあって、５万

円を支払おうというわけではないんですが、ほんとに必要な人は１万円

であってもいくらでもあっても払えるはずなんですが、今は全く無料で

すからタクシーがわりになっているということも事実なので、そのあた

りをタクシーがわりである人に勘弁してくださいというところを今訴え

ていって、本当に必要な人はぜひ使ってくださいというそこの問題です。 

 

下瀬俊夫委員長 そうならんですよ。そういう言い方されたら使わないですよ。

ほんとに必要とする人は使わないです。使わないから自分で行くんです

よ、タクシー使っていったり自分で運転したり。だから誰を対象に物を

言うかによってかなり変わってくるんです。皆さんはタクシーがわりに

使っているやつに言っているつもりであっても一般市民に向かって言っ

ているんです。実際言っているのは。だから区別つかんでしょそんな話

言ったって。だから打ち出し方をもっと工夫する必要があるんじゃない
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かと言っているわけですよ。 

 

河合病院事業管理者 それはそう私に言われても私がそう言っているわけじゃ

ないので、今ここでの議論ではないんじゃないかという私も読んだこと

はないし、おっしゃることもわかりますけど。 

 

下瀬俊夫委員長 市民病院も入っていますよ。声明文の中に。山陽小野田市民

病院も入っているんですよ。だから言っているんです。 

 

河合病院事業管理者 ならばもうちょっと、例えば救急車をどうするかという

ふうなことも、今の状態でほんとにいいのかというのを皆で考えていく

必要がある。今救急病院と救急車だけに考え、後は自由に使わせという

そういうことになりますかね。 

 

下瀬俊夫委員長 一般市民に向けてそういう声明分出しているわけだから一般

市民の受けとめ方は、いろんな受けとめ方があるんよと言っているわけ

ですよ。だからあなた方が自分の名前を出して声明を出すんであればき

ちんとそういうことを踏まえた声明にすべきだというふうに思っていま

す。だから本来救急車が必要な方が自粛して救急車を使わないようにし

ようとなったらどうなるんかという問題ですよ。 

 

河合病院事業管理者 今ここでそう言われても僕も自分が書いたわけじゃあり

ませんし。 

 

下瀬俊夫委員長 あなた方が名前出しているから言っているんでしょ。 

 

河合病院事業管理者 そうですか。今二次医療圏で対応しなければならないの

で、二次医療圏として出しているので市民病院だけが出している話じゃ

ないじゃないですか。 

 

下瀬俊夫委員長 そうですよ。当番医の病院が連名で出しています。 

 

河合病院事業管理者 市民病院だけ責めても仕方がない話じゃないですか。 

 

下瀬俊夫委員長 私たちが言えるのは病院しかないじゃないですか。ほかにど

こがあるんですか、一体。労災の人に対して文句言われやせんじゃない

ですか。もういいです。こんな議論してもしょうがない。 
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河合病院事業管理者 これは病院がというよりもむしろ役所全体のコンセンサ

スの話ですよ。その中の１医院であったにすぎないですから。 

 

下瀬俊夫委員長 １医院であったにすぎないったって名前出している以上当然

それは責任問題出てくるでしょうが。 

 

三浦英統委員 関連なような問題なんですが、勤務時間の問題。というのが４，

０００人強の患者さんを救急で受け入れておると。自分で来た患者さん

は。市民病院は通常５時以降に来た患者さんもどんどん受け入れて診る

という考え方なんですか。その辺の先ほど来から大体５時過ぎたら診な

いよというではないかと思っておったんですが、どんどん診てくれると

こういう考え方でいいんですか。これ市民の皆さん方もその辺があれば

どんどん行く可能性もあるんですよ。 

 

河合病院事業管理者 これは二次医療圏で対応しますということです。ですか

ら１つの病院ではその日は当番ではありませんということはあり得るし、

まして専門外の人に診てくれと言われても、私が当直することはないん

ですが、私のところに耳鼻科の人が来られても心臓の人が来られても、

それはその専門のところに行かれたほうがいいんじゃないんですかとい

うそれはどこも言うと思いますね。患者さんも専門医をぜひ紹介してほ

しいと言われますですね。両方がそうなってしまう、それを市民病院は

常に診るとはいえないですね。やはりそれぞれの専門医がいますから救

急医はいませんので。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 基本的に当院は午前中診療でございます。

中には診療科によって午後の診療がございます。午後からは外科系の医

師はオペにしますので、患者さんが来られても対応できないケースはご

ざいます。ただし内科につきましては午後の当番医がいますので、よほ

ど重複しない限りについては午後から来られても診られないことは。い

ろんなケースがございますけど、内科に関しては午後の別な医師がいま

す。基本的には時間外につきましては、名称は忘れたんですけど保健セ

ンターにあるあそこを平日は利用していただいて、そこで二次的な入院

等が必要な患者さんについては当院等を受診していただくというふうな

流れになっていると考えています。 

 

三浦英統委員 先ほど来はね、５時以降に救急の人が４，０００人、年間に。

というようなお話であったと思うんですけどね、今のお話でしたら全然
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話が違うんじゃないですか。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 ４，０００人というのは時間外の患者さん

が四千数人受診されたということでございます。そのうち、うちの輪番

制の当番医の患者さんが救急来られた患者さんは１，０７４人でござい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 輪番制以外のときに来た患者さんが今の１，０００人のけて

３，０００何ぼですか。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 そのとおりです。 

 

吉永美子委員 人数をふやすというところのメリットの１つとして先ほど申し

上げた夜間救急のときに受け入れ態勢が強化できますかと申し上げたの

は、言いたかったのは先ほど河合病院局長が言われた外科医しかいない

のに内科のあれが来られたら断らざるを得ないとか、そういったところ

の当番でおられる人数がふえていくことによって受け入れ態勢が強くな

ることを期待していいですかと聞いたつもりだったんですけど。その辺

は先ほどからお聞きしていると医師がアップアップしているから人数を

ふやすことによって医師の大変さを少しでも和らげるということでその

当番医がふえて救急で来られるとか救急車を呼ぶとか、輪番以外の話で

す、そういうところでの体制が少しでも医師の人数がふえることによっ

て受け入れの態勢の強化に少しでもなるんでしょうかと聞いたんですけ

ど今の状況だと３０人いっても、今の大変さをアップアップを何とかし

てあげたいというところに持っていくというお考えということでしょう

か。 

 

河合病院事業管理者 どちらかというとそういう体制になると思います。ただ

いろいろな診療科がきますと専門によっては診察するということもあり

得ると思いますけど、あんまり今市民病院は夜全てやりますとか決して

それは言えません。 

 

下瀬俊夫委員長 とりあえず第２条はここで置いてですね。２０ページ収益的

収支。いいですか。１点ほどお聞きしたいんですが、ドックですよね、

これはちょっと仕組みがもう少しわからないんで教えてほしいんですが、

これ１泊ですか、単なるドックですか。 
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山本病院局事務部次長兼総務課長 日帰りドックでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 入院ドックはないんですか。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 ございません。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。先ほどのちょっと確認だけなんですが、

その他の医業収益で救急医療の負担金、一般会計繰入金ですね。これで

宿直医の人件費が入っていると。看護師の人件費も入っているわけです

が、先ほどからの当番医も含めて３６５日の宿直医の人件費が入ってい

るわけですが、先ほどからのあれで勤務医が大体務めていると言われて

いますよね。勤務医の宿直費をここから出ているということになるんで

すか。 

 

河合病院事業管理者 勤務医のをここから払っているというところです。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや一般会計繰入金は当直医と看護師の人件費が出てい

ると聞いております。そうすると宿直は一人なわけですから当然勤務医

が当たっておられるという話ですからね。この繰り出し金は勤務医の宿

直費に当たっているのかどうなのか、その確認です。 

 

河合病院事業管理者 これは基本的に総務省からの基準繰り入れですからこれ

を勤務医の給料とかどうとかいうことよりも一括して病院としてやって

いますので、別に色をつけてやっているということは決してありえない

というふうに思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 市村さんそういう理解でいいんですか。 

 

和氣病院局総務課長補佐兼経理係長 医師、看護師その他薬剤師等々職員がお

るわけなんですが、それに対する宿日直の手当ですね。それに相当する

ものはこの繰入金の中に含まれております。 

 

下瀬俊夫委員長 これは救急医療の充実のために当直医と看護師の人件費を入

れると、それを繰り入れしているというふうになっていますよね。当然

ここには空床補償もあるし、その他のこともあるんですが、基本的には

宿直医と看護師の人件費部分もあるということですよね。だからこれが

使っておられるということは、現在の勤務医にこれが使われているとい
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うことですね。 

 

市村病院局次長兼事務部長 基本的には勤務医です。ただ、当直について全て

勤務医ではなく、例えば女性医師であるとかいう場合に非常勤の医師に

変わるということがございますけども、基本的には勤務医を中心に回っ

ているということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 そうすると、この繰入金の人件費は勤務医の人件費、宿直医

の人件費に充てられているということですか。 

 

市村病院局次長兼事務部長 夜間の待機料と言いますか、当直、日直に充てら

れているということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 そうすると、これまで局長は、宿直医は入院患者のために要

るんだという言い方をずっとされています。だけど、この繰入金の趣旨

は救急医療のためにあるんだと、そのために出しているんだというのが

一般会計の繰出金の趣旨だと思っていますが、それはどういうことなん

ですか。 

 

市村病院局次長兼事務部長 救急医療の負担金をどうするかということは、原

則から入りましたけれども、国が示しているモデルは３種類あります。 

 

下瀬俊夫委員長 国じゃないっちゃ。いわゆる一般会計から出している、その

趣旨は何かと言っているわけです。 

 

市村病院局次長兼事務部長 だから、救急医療体制の維持ということで繰り入

れを受けているわけですけども、ただ、その繰り入れについての基準は

国が病院会計に繰り出すためにはこういうようなことが考えられますよ

ということで、具体的な算出方法を３種類示しているということで、そ

の説明をさせていただきたいと思うんです。一つは地方財政計画に組ま

れている額を基準とする額。これは近年の数字はわかりませんが大体救

急医療で８,０００万円。輪番制で約７００万円。あと一つは地方交付税

で措置されている額を繰り出すという部分。これについては基本的に３，

２９０万に１床当たり、概算ですが１７０万円を掛けたものを繰り出す

か、あと一つは医師、看護師混みでの待機料に空床保障を加えて出すか

という、いろいろな算出モデルがあるんですけども、小野田の市役所、

小野田の市民病院で長年こういう方法で出されてきたということで、私
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たちもそれを踏襲しているわけです。基本的には二次救であれば医師２

名の日直、当直。看護師複数名の日直、当直を救急に充てるために負担

してもらっているというような考えです。 

 

下瀬俊夫委員長 今のは確認をしただけですから。これはこれで改めて別のと

ころでやっていきたいと思います。 

 

河合病院事業管理者 昨日の議会で委員さんの発言でしたので、十分承知の上

での御発言であろうと思っていたのですが、あれは総務省からの繰入金

ですから、それをなぜ病院でなくして、ほかに回すということは、病院

にまさか救急をやめなさいという、委員長が言われるんですから、十分

御承知の上で言われていると私たちは思っていたんですが、まさかそう

言われるつもりではないですよね。 

 

下瀬俊夫委員長 いろいろ考え方はありますからね。ただ、ここでその議論を

するのは、とりあえず確認をしただけですから。 

 

小野泰委員 入院について個室の回転率はどのくらい、現在ですね、１０月か

ら。それと、シャワーですね。シャワーというのは日本人においては、

やはりいろんな苦情とかあるのだろうと思うんですが、皆いいと思って

おられるのかどうか、そのあたりお願いします。 

 

河合病院事業管理者 個室の使用状況につきましてはきちんと調べております

ので、御報告をさせていただきますが、シャワーについては非常に好評

ですね。なぜ風呂にされるのかが私たちにはわからないので、例えば骨

折の人がベッドのまま入れるというのは、やはりシャワーでないとは入

れないので、よほど元気になってからでないと風呂には入れないし、そ

ういう元気であれば、どうぞ退院して、御自宅で入ってくださいで十分

なので、ベッドで臥床するような人はシャワーでないと無理ではないで

しょうか。主には感染の防止ということが目的なんです。それで、スト

レッチャーででも全身がきれいに洗えるということで、患者さんからは

非常に好評なんですけど、ゆったり温泉のように入るという、それは病

院の役割ではないのではないかと思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 考え方は僕はいろいろあると思うんですよね。ただ、患者さ

んのアンケート、そういう今の病院に対するアンケートはまだとってい

ないわけですから。これからでしょう、病院に対する要望とか。 
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河合病院事業管理者 この前補正のときにアンケートを見てもらいました。 

 

下瀬俊夫委員長 あれは違うでしょ。そんなものは一切なかったわけだから。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 満足度調査については２７年度実施予定で

ございます。個室の割合なんですけど、金額によって開きがあるんです

けど、平均でいきますと１月現在で９１．８％。１０、１１、１２月に

ついては、前回もお話しましたが、入院患者自体が少なかったですから、

ちなみに１２月は６９．７、１１月は７０．８でございます。２月は資

料を持ってきておりませんが、結構ふえていますし、それと同時に新病

院になりまして４床ベッドのスペースがかなり広くなりましたし、快適

に入院患者さんが過ごしていただけるという形の中で、これから入院患

者がふえていけば、個室のニーズが高いので割合もふえていく方向性と

考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 ２１ページ。ちょっとお聞きしたいんですが、患者外給食の

収益ががたっと減っていますが、これはなぜですか。 

 

亀田病院局医事課長 患者外給食につきましては、最近患者さんの御家族から

の要望が少ない状況になっています。というのが今まで小児科に常勤医

がいた関係で、その小児科の子供さんについておられる親御さんの関係

で患者外給食が出ていた傾向があるんですが、現実問題、小児科の常勤

医がいないことから、小児科としての入院がございません。そういった

ことから実際に要望がございません。それともう一つあるのが、売店で

弁当が買えること、それから市民病院の近くにコンビニエンスストアが

できております。そういうこともあり減ってきているのが現状です。 

 

下瀬俊夫委員長 それだったらわかるんですが、２４ページの材料費はなぜ同

じ金額が上がっているんですか。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 これにつきましては検食の分でござい

まして、付き添いの方に提供するものとかではございませんので、同じ

ように上げております。 

 

下瀬俊夫委員長 若干延長します。ほかに２１ページ。いいですか。それでは

２２ページ。 
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石田清廉委員 材料費のところで、その他。その他という表現でいいのか、こ

の材料費ですね。金額的にも大きな数字なんですけど、その他という表

現で、内容的にちょっと御説明いただきたいなと、その他という項目で

いいのかどうかという、ちょっと教えてください。 

 

市村病院局次長兼事務部長 その他材料費の２億４，６００万余りの内訳でご

ざいますが、大きなものから申し上げますと、人工関節等が約６，４０

０万。輸血用血液が１，４００万。ペースメーカー、ペースメーカー用

電池で約３，２００万。透析用ダイアライザーが２，３００万。手術用

の材料が３，３００万。カテーテル、ガイドワイヤー等が２，６００万。

シリンジ等が２，５００万でございます。あと歯科の材料であるとか紙

おむつであるとか手術用ガーゼ等を含むものでございます。 

 

石田清廉委員 内容は今御説明いただきましたので初めてわかりましたけれど

も、それならそれで、この付記のところにそういうことを書き添えてい

ただくと、より理解ができるんです。ただ、その他で一くくりで出せる

数字じゃないというふうに理解しますが、いかがでしょうか。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 次回から記載したいと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 これは以前からも少し議論があったところなんですが、新病

院のグランドオープンがもう少し先ではあるんですが、研修医の受け入

れという問題について、今後どういうふうになっていくのかお聞きしま

す。 

 

河合病院事業管理者 今研修生は受け入れております。実際に３名は来ていま

す。研修医はこれからのことになっていくと思いますから、マッチング

が必要ですから、多分今からカリキュラムをつくって、来年度ぐらいか

ら始めるか、それ以降か、その辺でマッチングにもよるというふうに思

っています。 

 

下瀬俊夫委員長 研修医の希望が特徴のある病院というね。そういう点ではそ

ういうところにかなり関心が高まっていくという面もありますので、そ

こら辺で市民病院の特徴ある市民病院の方向性なんかも、今後ぜひ必要

なんじゃないかなと思います。それと地域連携の考え方ですよね。今２

名体制ではあるんですが、看護師が対応しているということで、大体よ

その病院ではケースワーカー等も対応があるわけですね。そこら辺で地
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域連携室の考え方について少し教えていただきたい。 

 

河合病院事業管理者 ケースワーカーといっても、ＭＳＷでメディカルケース

ワーカーです。ですから相当特殊なので、この周りの医療体制とか、ま

ず状況から把握していないといけませんので、今の段階では看護師が必

要で、おいおいもう少しふやすにつれて、ＭＳＷも必要かなというふう

に思っています。現在ではすぐにＭＳＷを入れても即戦力にはならない。

まだまだ市民病院は即戦力で対応する時期であるというふうに思ってい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 地域連携室の体制についてはいかがですか。 

 

河合病院事業管理者 地域連携室は今２人ですが、前総師長が再雇用で残って

いますから、そういう人もやっていますので、医事課と一緒になって地

域連携については相当努力していますし、福祉施設との連携はかなりう

まくいっていると思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 うまくいっているというのが評価ですね。もう１点、機能評

価については受けるという方向になるんでしょうか。 

 

河合病院事業管理者 機能評価はどうしようかと。新しくなりましたので受け

てもいいですけど、今のところ余りメリットもないなという、面倒で手

間で経費がかかる割にはメリットがないなというふうに思っています。

最近機能評価を受けたから行くとか、患者さんは余りそれを評価されな

いんじゃないか、むしろ病院が新しくなって、きれいになって、優しく

なってという、そのほうが喜ばれるように思います。いずれどこかの時

点では機能評価を受けなければいけないと思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 確かに機能評価を受けた病院というのは、病院が打ち出して

いる、ＰＲでしているというのはあるんですが、私はもっと病院のスタ

ッフの皆さんが自分たちの病院をどうするかという、そこら辺の思いに

なっていくという、そこら辺の向上心が出てくるという点では、私はか

なりメリットがあると思っていますが、もう十分向上心があるというふ

うに言われるんだったら、それはそれでいいですが。 

 

河合病院事業管理者 組合からもかなり経営には協力すると言っていますし、

今度は市長も財務も経営会議に参加されます。しかしながら評価は受け
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ておくべきとは思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。それでは２３ページ、２４ページ。 

 

岩本信子委員 どのくらい燃料費も光熱水費も下がっているんですか。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 実績につきましては先日の補正の際に

御説明いたしましたが、もう一度御説明いたしましょうか。 

 

岩本信子委員 去年の予算に比べてというのがわかれば。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 光熱水費につきましては１，２２９万

６，０００円の減。燃料費につきましては３３５万６，０００円の減と

なっております。 

 

岩本信子委員 委託料がふえた。ちょっと聞きそびれたんですけど、何の委託

がふえているんですか。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 委託料について主なものを御紹介いた

します。まず院内保育所の運営委託費。こちらにつきまして、予算の概

要にも掲載しておりますが、１，６８４万８，０００円。次にビル管理。

これは警備も含んでおりますが、前年度と比較しまして３，６９１万６，

０００円増加しております。清掃委託につきましては６３６万６，００

０円増加しております。そのほかに電算関係として１，０７８万２，０

００円増加しております。ただいま申し上げましたものを合計いたしま

すと７千万円余りの増加となっております。委託料の増加につきまして

はこれが大きく影響しておるものでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ１点ほど聞きます。病院はホームページを

持っていますよね。ところがフェイスブックがないということで、お客

さん相手のサービス業については積極的にフェイスブックでいろんなこ

とを宣伝する、アップをしていくというのが大事だと思っているんです

が、この基本的な方向性というか考え方があるかどうか。 

 

河合病院事業管理者 フェイスブックもそうですし、スマホ対応もそうですし、

実は昨日、この間からの議会のあれを聞いて、そうだすぐやろうという

ことで、できるだけ早急に市のホームページに並んでやっていこうとい
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うふうに思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 これは１日でできますから、直ちにアップをしてください。 

 

河合病院事業管理者 相談していますので。 

 

山本病院局事務部次長兼総務課長 ホームページの充実ということは、前回の

委員会でもお約束いたしましたので、今その体制づくりを考えておりま

すので、できるだけ早い時期に対応していきたいと考えております。 

 

岩本信子委員 減価償却費。新しくなればそれが今から出てくると。５億あり

ますよね。当分何十年とかかってこれが減ってくるんだと思うんですけ

ど、今見る限りは、損益計算書を見る限りは、結局この減価償却がある

ばかりに損益というのが、一応マイナスになっていますよね。だから減

価償却費は考えなくてはいけないんですけど、実際の病院の経営という

のもおかしいけれど、病院収入と経費とでやると減価償却費をのければ

採算は合うという考え方でいいですか。減価償却費というのはもともと

あってないような、形は内部留保金のような形になってくるんですけど、

引いていけば、だけど、どうなんですかね。だから採算が合うという考

え方でいいんですかね。収入と経費とで。 

 

市村病院局次長兼事務部長 減価償却費が多額で、これが赤字の原因かという

ことで御質問いただきました。お手元の資料の損益計算書で簡単に御説

明をさせていただければと思います。まず、減価償却費が５億４００万

程度ございます。これがお金を伴わない支出ということでございます。

もう一つお金を伴わない支出というのが７番の４，１００万でございま

す。だからお金を伴わない支出が約５億４，５００万ございます。一方

収入を見ていただきますと、長期前受金の戻入につきましては非現金収

入でございます。既に入ったものを減価償却に応じて収益化するという

ことで、差し引き考えますと出が５億４，５００万、入りが３，３００

万ということで、大きく言いますとこの２つが損益に大きく影響してい

るということで、約５億円程度の損失に影響しています。これがなけれ

ば単純に、現金だけで申し上げますと、５億に１億６，０００万を足す

と３億４，０００万程度の現金は出てくるという理屈になっています。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。なければ打ち切ります。資本的収支。ないです

か。なければ１点ほど。新病院建設にあたって地元業者との関係につい
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て、元受の企業ともそれなりに協定を結んだわけですが、それは実際に

どうなったのかという報告が実はないんですよね。実際のところ、きち

んと当初の契約どおりになったのかどうかの検証がいるんではないかと

思っているんですが。 

 

市村病院局次長兼事務部長 実を申しますと地元の業者の活用度、消耗品やク

リーニングなどの地元の消耗度というのを全部報告受けております。委

員会に報告がおくれて申しわけありません。業者ごとの報告を受けてい

るんですが、ちょっとお待ちいただけますか。当初約３０億の提案をも

らっていますが、２０億程度と記憶しております。消耗品につきまして

は３億程度でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 最終段階までわからんということですね。 

 

市村病院局次長兼事務部長 旧病院を全て撤去して、道路のつけかえの工事、

また今から駐車場の舗装等に入るわけですけども、最終的なものはまだ

報告を受けておりません。 

 

三浦英統委員 企業債全体で幾らぐらいになりましたか。全企業債。今から返

さないといけないのは。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 償還の元金につきましては手元に持っ

ておりますが、全体の借入額の残額につきましては資料を持っておりま

せんので、お答えできません。 

 

下瀬俊夫委員長 一覧表出せるかね。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 また、提出させていただきます。 

 

下瀬俊夫委員長 ではよろしく。それでは予算書の３条以下。 

 

岩本信子委員 棚卸しの資産限度額が一応７億と定めてありますが、その他が

２億あったから、２億４，０００万あったから、それも棚卸しの一つだ

ろうなとは思うんですけど、この根拠というのはあるんですか、７億円

と定める。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 棚卸資産の購入限度額については、内
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容として薬品がそのほとんどとなっております。一部別のものもありま

すが、ほとんどは投薬用の薬品と注射用の薬品とお考えになっていただ

いて結構かと思います。 

 

岩本信子委員 院外処方になったじゃないですか。薬品が。そうするとここの

ところが少しは減ってくるのかなと思うんですけれど、ちょっとその辺

のことを。 

 

下瀬俊夫委員長 減っているじゃない。 

 

岩本信子委員 減っているのは減っているけど。こんなものですか。 

 

市村病院局次長兼事務部長 投薬用薬品だけで約４億、税を入れますと約４億

８，０００万減っています。平成２５年の当初が恐らく購入限度額を１

０億で御提案させていただいていると思います。本来ですと４億以上引

きますと６億もあれば足りるというところですけども、ただ１億につき

ましては、正直申しまして弾力条項が棚卸資産購入額まで上がるかとい

うことと、災害対応などで１億の枠をふやさせていただいております。

そういう状況であります。 

 

吉永美子委員 第６条の一時借入金ですが、２６年度は５億円だったと思うん

ですけど、２億円ほどふやされた理由があればお知らせください。 

 

和氣病院局総務課課長補佐兼経理係長 ２６年度につきましては５０億円でご

ざいます。２６年度は病院の建設事業がございまして、それの支払に対

して一時借り入れで賄う必要がございます。当然これは地方債や一般会

計からの出資金などで償還をしますが、一時的に必要になることから５

０億円を限度としておったところでございます。２７年度につきまして

はそれがございませんので、７億円としたところです。 

 

吉永美子委員 失礼いたしました。ちょっと勘違いして桁を一つ間違えており

ました。今後は７億円でいくということになりますということですね。 

 

市村病院局次長兼事務部長 補正予算のときに御報告もさせていただきました

が、若干事業費の繰り越しもございますので、７億を借りるという想定

はございませんが危機管理分、繰越分も含めてということで７億で御提

案させていただきました。 
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下瀬俊夫委員長 根拠はないわけね。 

 

市村病院局次長兼事務部長 根拠は年度途中に運転資金を借りるにしても５億

程度であろうと。例えばそれを借りかえるときに２億がダブったり、以

前の二の舞はしたくないということで、そうせざるを得ないような状況

が起こったときに、こういうことも含めての対応でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。いいですか。 

 

市村病院局次長兼事務部長 院内保育所の件で少し御説明させていただいても

よろしいですか。 

 

下瀬俊夫委員長 この予算に関係する。 

 

市村病院局次長兼事務部長 委託料の中に院内保育所の運営委託料がございま

す。建物については今月の中旬に完成して、４月１日からの運用でござ

います。認可外保育所の監督基準がございますが、それよりも厚くする

という対応を考えております。例えば１名の入園児についても２名の保

育士をつける。３人につき１人というのは一緒ですが、６人に１人つけ

るところを４人に１人つける。三歳児以上であれば２０人に１人のとこ

ろを１０人に１人つけるということです。単価が上がるようですけども、

夜間で園児がいないときにはお金は取らないという対応で、基準よりは

厚くして、保育室で対応するという提案を受けておりますので、安心し

て預けていただけるよう頑張っていきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 それはいいんですが、院内保育所の実施要綱、運営要綱です

か、それがあれば出してください。 

 

市村病院局次長兼事務部長 実施要綱を補正のときに配らせていただいたと思

いますが。概要を申しますと一月の保育料を２万５，０００円。済みま

せん説明を変わります。 

 

辻村病院局総務課長補佐兼庶務係長 運営につきまして概要を説明させていた

だきます。保育につきましては毎日保育するパターンと一時保育という

二つの形を持っております。日曜日を除く毎日保育という通常の形であ

れば一月２万５，０００円。これは昼食、おやつ代は別途かかります。

２人目までは２万５，０００円。同時に３名以上の場合は３人目以降は
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無料にしております。一時保育につきましては１回につき２，５００円。

これは１時間であっても８時間であっても２，５００円です。これにつ

きましても昼食、おやつ代は別途かかります。今回の保育につきまして

は、部屋はかなり大きいですけど定員は２５人と定めております。かな

り余裕を持っており、認可外の基準であれば１人当たり１．６５平方メ

ートルというのがありますけれども、今回は１人当たり３平方メートル

はあります。まだふやせる余裕があるというところです。通常の保育に

つきましては朝７時から午後７時までの１２時間を通常の保育としてお

ります。この間でお預かりします。当初週１回程度、必要があったとき

ということですが、夜の７時から翌朝の７時までを夜間保育として週１

回程度設定しております。これにつきましては週１回の夜間保育を含ん

だ額として月額２万５，０００円と設定しております。一時預かりにつ

きましては日中又は夜間それぞれで２，５００円、１回の利用で２，５

００円という設定でございます。また、日曜日と年末年始を除いた日を

開園日としております。これが規定ですけれども、現在の申し込み状況

は通常の保育の子供が４名。一時預かりが１名という申し込み状況にな

っております。概要は以上です。 

 

岩本信子委員 さっきのところでちょっときちんと確かめればよかったんです

けど、棚卸資産、先ほど７億で根拠はと私は言ったんですけど、今の貸

借対照表ですよね。２６年度の３月３１日現在のを見ますと貯蔵品が、

これ多分貯蔵品になると思うんです棚卸資産だから、３，６８４万４，

０００円ぐらいしかないんですよね。と思うんですけど、多分そうだろ

うと思うんですけど、この７億という根拠がどこに、災害対応とか言わ

れたり、薬とか言われたんですけど、この辺の差がありすぎるんですが、

何か別のものがあるんですかね、棚卸資産の中には、ほかのものが。 

 

市村病院局次長兼事務部長 年度末で通常の回転以上の貯蔵品を置かないとい

うのが原則としております。棚卸資産購入は買って倉庫に入れる金額で

す。経費はそこから払いだした、薬品費にかわるものを費用としていま

すけれども、ただ薬品費云々で５億ぐらいの予算を計上していると思い

ます。出のほうで。本来であれば６億あれば何とか賄えるんじゃないか

ということですけども、やはり薬品をたくさん買わなくてはならない危

機管理的なものも含めて最高７億までということにしております。ただ、

貯蔵品については通常の循環する以上に買っておくということは、消費

期限等も考えて、そういうことはございませんので、その辺はしっかり

運用していきたいと考えております。 
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岩本信子委員 私の考え方が間違っていたということがよくわかったんですけ

ど、棚卸資産というのは投薬とか注射とか、検査材料、その他の材料が

今大体ざっと見たら６億ぐらいあるんですね。こちらの予算書を見ると。

支出の予算書のほうを見るとですね。それらが全部棚卸資産ということ

ですよね。それの全体の購入金額が７億円以下ということでよろしいん

ですかね。そういう解釈で。 

 

市村病院局次長兼事務部長 材料費を全て棚卸資産として位置づけているわけ

ではございませんが、考え方は御指摘いただいたとおりです。 

 

下瀬俊夫委員長 なければ、院内保育の件ですが、いいですか。いわゆる他の

認可保育所との関係でメリットについて、市内の病院関係者を受け入れ

るという話なんですよね。そういう方はほとんど今認可保育所に行って

いると思うんです。院内に来てもらうというメリットはどういうのがあ

るんですか。 

 

辻村病院局総務課長補佐兼庶務係長 一つは週１回ですけど夜間保育をすると

いうのがメリットです。地域内で医療従事者のニーズがある中で、地域

の医療従事者の確保に寄与する意味でもメリットはあるのかなというふ

うには思っています。 

 

河合病院事業管理者 これはもともと両医師会からも強く要請されていまして、

労災からも非常に歓迎されていまして、この市全体の医療の向上という

意味でのメリットは大きいと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 そういう医療機関として大きな目的があるというのはわから

んことはないんですが、預けるのは個人ですから、個人の方が認可保育

所に預けているのをあえて院内保育所に連れて来ようという動機づけが

何かあるのかという話です。それは今言われたように週１回夜間をやっ

ているというのは確かによそではないよね。それはそうなんですが、そ

れ以外に日常的に院内保育所に連れて来ようという動機づけは何かある

んですか。 

 

市村病院局次長兼事務部長 なかなか動機づけは難しい部分があるんですけど

も、例えば行政がすれば市民が対象になるんですけども、ここは市内の

医療機関に勤務する医療従事者、ですから市外の人も対象にしています。

なぜそうなるかというと基本的には病院の運営ということで、医療連携
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を側面から支援していくというのを一番頭に掲げております。保育所と

しては２万５，０００円というのは、かなり安いほうじゃないかなと思

っています。食費を入れても４万で収まるということと、市内の医療従

事者が対象ですので、朝の７時から夜の７時までということで、日勤で

あればほとんど送迎に間に合うという時間帯を想定していますし、使い

やすさと利用料金の単純化もしています。通常の利用であれば２万５，

０００円、その都度の利用であれば換算しますと約５万になります。そ

ういった使いやすさもありますし、それと厚狭からは遠いんですけど、

小野田の診療所から、個人病院でそういった施設を持つわけにはいきま

せんので、そういった場合に共同利用ができるという、県下の公立病院

の水準に福利厚生面で近づいたと、そのような考え方をしております。 

 

河合病院事業管理者 病院ですから女性が多くてということもあるんですが、

実は女医さんが非常にふえて、今４割近くになりつつありますので、女

医さんが子供を預けて働いてもらえるということが、そちらのほうがメ

リットが大きいというふうに病院は考えております。ですからそういう

点もあわせて、やらせてもらっているというところです。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは議案第２０号平成２７年度山陽小野田市病院事業会

計予算について質疑を打ち切りたいと思います。討論のある方。いいで

すか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは議案第２０号に賛成の議員の挙

手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。可決されました。以上であります。高

齢障害の条例が残っておりますが、これはできればきょう中にやってほ

しいということなので、引き続いて審議しますので５分ほど休憩します。 

 

 

午後５時４４分 休憩 

 

午後５時５０分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは委員会を再開します。引き続いて議案第３３号から

３５号まで。その前に部長が言いたいことがあるらしいので、どうぞ。 
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河合健康福祉部長 議案第１３号平成２７年度山陽小野田市国民健康保険特別

会計予算の審議の中で、吉永議員さんから御質問をいただきました件に

ついてお答えします。国民健康保険の被保険者における多受診の状況並

びにそれに対する保健師の訪問活動についてです。２５年度の実績で申

しますと頻回受診が１６件でございました。頻回受診と申しますのは、

一月における複数の医療機関へ通院日数の合計が３カ月以上継続して１

５日以上の方という定義になっております。１６人のうち１５人に対し

て保健師が訪問活動をしたところでございます。２６年度におきまして

は重複受診、同一疾病で複数の医療機関に受診している方が２名おりま

した。頻回受診が２０名、合計２２名おりました。これにつきましては

２月に国保年金課が健康増進課に資料を渡しましたので、これから回る

ということになります。ですから、今のところ実績はございません。ま

た、吉岡課長が胃がん検診の検診につきまして、３０％増と申しました

が、これについて若干説明させていただきます。３０％増というのは２

６年度の当初予算と２７年度の当初予算を比較した場合に３０％の増で

ございます。実際に２６年度の実績見込みにおきましては、胃がんの国

保分については２１．１％の予定でございます。今回の予算要求につき

ましては２２．２％の予定でございますので、こちらにつきましては１％

の伸びということになっております。また、健康増進課におけるがん検

診の取組み状況でございますけども、平成２７年度の予算におきまして

も、前と同様に１％ずつの増加というふうに見ておりますが、担当部長

としても非常に不服なところもございますので、今後指導しながら補正

を組むなりして、受診率をふやしていこうと考えているところでござい

ます。以上でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ４９０人というのは何ですか。４９０人前年度よりアップす

るというふうに、それが目標だと言われたんですよ。 

 

河合健康福祉部長 胃がん検診の件ですか。 

 

下瀬俊夫委員長 はい。 

 

河合健康福祉部長 ４６０人増ですかね。これは予算ベースの比較ということ

でございます。当初予算においては１７．７％の予定が２６年度の実績

見込みでは２１．１％に上がるということです。その差が出てきている

ものと思っております。 
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下瀬俊夫委員長 説明が違うわけですね。４９０人がふえるという意味ではな

いんですね。 

 

河合健康福祉部長 当初予算の比較においてということです。 

 

坂根高齢障害課主査兼高齢福祉係長 先ほど議案第１４号の中の特別会計予算

で石田議員さんから御質問があった配食サービス委託に関係する食の安

全性ということで、先ほどお答えができなかったのでお答えしたいと思

います。今委託しているのはＪＡになっておりますけども、契約時に食

品衛生管理表を出していただきまして、食品の安全性、衛生面等の確認

をとっております。もし事故等がございましたらＪＡのほうで保険に加

入されておりまして、事故があった場合はそちらの保険で補償はござい

ます。以上でございます。 

 

尾山地域包括支援センター所長 続きまして、同じく先ほど下瀬委員長から御

質問のありました、孤独死の方に対して安心ナースホンが設置されてい

たかという件について、お答えさせていただきます。社会福祉課と高齢

障害課で把握している孤独死の件数、ただ、孤独死の捉え方自体が曖昧

ですので、ここではお一人で亡くなられていたのを翌日以降に発見され

た件数が６５歳以上の方で５件。 

 

下瀬俊夫委員長 それはいつからですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 ２６年度です。翌日に発見されたものも含ま

れております。その５件のうち安心ナースホンの設置者は０件です。た

だし、包括の職員がフォローをしている者、ケアマネジャーがフォロー

している者、何らかの支援が入っている者も含まれております。先ほど

少し話をされていた、申請した人にしか安心ナースホンの事業が、いわ

ゆる受身的な事業なのかということもありましたが、年１回ですが広報

での活動、それにあわせて民生委員やケアマネジャーに対して、こうい

う制度の周知を行いながら、身近な地域で必要な方にＰＲをしていって

いただいているところでございます。以上でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 そうですか。何か身につまされるよね。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 先ほど介護保険料の滞納者の件数の件で

ございますけれども、１月末現在におきまして５６６件。金額といたし
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まして、３,０５４万９，８１９円でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは議案第３３号から入りたいと思います。表題を読む

と非常に長くなるんですが、議案第３３号山陽小野田市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について執行部の説明を求めたいと思います。こ

れ全部一括してやったほうがいいかな。説明は一括で読んでいただきま

しょうか。３３号から３４、３５号まで一括で。 

 

兼本高齢障害課長 議案第３３号山陽小野田市地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について説明させていただきます。お配りをさせていただいておりま

す資料を参照していただきながら御説明させていただきます。地域密着

型サービス事業に係る基準は、平成２４年度の制度改正に伴い、市町村

へ条例委任されており、本市におきましても条例で定めているところで

あります。平成２７年１月１６日に介護険法施行規則等の一部を改正す

る省令が公布され、これらの基準が改正されたことに伴い、本条例を改

正するものであります。このたびの条例改正は、法改正によるサービス

名称の変更や条項追加による繰り下げ等が非常に多くなっておりますの

で、言葉の読みかえ等の改正については、議案参考資料の新旧対象表を

参照していただき、主たる改正のみをお配りをしております資料とあわ

せて、御説明させていただきます。議案の３３、３４、３５に共通しま

すけれども、今回の条例改正の基本的な本市の方針は、厚生労働省令で

示された基準の区分、従うべき基準、標準とすべき基準、参酌すべき基

準について、いずれも本市の状況を勘案し特別の支障がないと判断され

るため国の基準どおりとしています。まずは議案３３号ですけれども、

国の基準の概要を区分毎に表にしています。資料の３３に関する２ペー

ジでございます。基本的に従業員の員数にかかわるものは従うべき基準

というように整理をさせていただいております。取扱方針とか基本方針

などは参酌すべき基準になっておりますので、これも基本的には国の基

準どおりとしております。それでは３ページから御説明いたします。ま

ず定期巡回、随時対応型訪問介護看護に伴う主な改正でございます。４

番（１）をごらんください。第６条第５項におきましては、従業員の員

数の基準の改正でありまして、夜間から早朝までの間にオペレーターと

して充てることができる施設、事業所の範囲について、併設する施設・

事業所に加え、同一敷地内又は隣接する施設、事業所を追加し、基準の

緩和を行います。第２３条第２項におきましては、基本取扱方針の改正
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でありまして、介護、医療連携推進会議と外部評価は、ともに第三者に

よる評価という共通の目的であることを踏まえ、事業所が引き続き、自

らその提供するサービスの質の評価を行い、これを市や地域包括支援セ

ンター、地域住民等の公正、中立な立場にある第三者が出席する介護・

医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとします。次に認知症

対応型通所介護に伴う主な改正でございます。４ページの（２）をごら

んください。第６０条におきましては、基本方針の改正でありまして当

サービスの更なる充実を目的に生活機能の維持又は向上を目指すことを

追加します。第６３条第４項におきましては、設備及び備品の基準の改

正でありまして、認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、介護

保険制度外の夜間及び深夜のサービス、これは宿泊サービスというもの

があるのですが、これを実施している事業所については、従来は届出必

要がなかったのですが、届出を求めることとします。第６５条におきま

しては、利用定員等の基準の改正でありまして、共用型認知症対応型通

所介護の利用定員について、認知症対応型共同生活介護事業所が認知症

ケアの拠点としてさまざまな機能を発揮することを促進する観点から、

１事業で３人以下であった基準を１ユニット３人以下に見直します。通

常同一敷地に２ユニットで建てられている場合が多いと思います。続い

て５ページをごらんください。第７８条の２におきましては、認知症対

応型通所介護事業所の設備を利用して、先ほどの宿泊サービスを実施し

ている事業所に、事故報告の仕組みを追加規定します。次に小規模多機

能型居宅介護に伴う主な改正でございます。同じく５ページの（３）を

ごらんください。第８２条第７項におきましては、従業者の員数の改正

であり、看護職員が兼務可能な施設、事業所について、その範囲に現行

の併設する施設、事業所に加え、同一敷地内又は隣接する施設、事業所

を追加するとともに、兼務可能な施設、事業所の種別について、介護老

人福祉施設や介護老人保健施設等を加えます。第８５条におきましては、

登録定員及び利用定員の改正でありまして登録定員を２５人から２９人

に増員し、第８５条第２項第１号では、第８５条の改正に伴い、登録定

員が２５人を超えた場合の通いサービスの利用定員を上限１８人まで引

き上げます。６ページをごらんください。第９１条につきましては、基

本取扱方針の改正でありまして、運営推進会議と外部評価は、ともに第

三者による評価という共通の目的を有することを踏まえ、自己評価を行

い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正、中立な立場にある

第三者が出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとします。

次に認知症対応型共同生活介護に伴う主な改正でございます。同じく６

ページの中ほどの（４）をごらんください。第１１３条につきましては、
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設備基準の改正でありまして、認知症対応型共同生活介護事業者が効率

的にサービスを提供できるよう、現行では「１又は２」と規定されてい

るユニット数の標準について、新たな用地確保が困難である等の事情が

ある場合には３ユニットまで設置することができるようになるというも

のでございます。次に地域密着型特定施設入居者生活介護に伴う主な改

正でございます。同じく６ページの（５）をごらんください。第１３５

条におきましては、法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意

の改正でございますが、本条を削除し、法定代理受領サービス、市から

直接サービス事業者へ報酬を支払う仕組みでございますけれども、これ

についての利用者の同意を不要とします。次に地域密着型介護老人福祉

施設入居者生活介護に伴う主な改正でございます。同じく６ページの下

の部分から７ページにかけての（６）をごらんください。第１５１第８

項におきましては、人員に関する基準の改正でありまして、サテライト

型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる対象につい

て、現行の施設に加え、指定地域密着型介護老人福祉施設を追加します。

同条第１７項におきましては、従業員の員数の改正でありまして、介護

支援専門員の員数の基準に本体施設とサテライトの入所者の合計数が１

００人に対して 1 人とし、その端数が増すごとに１人増すことを新たに

設けます。次に複合型サービスに伴う主な改正でございます。同じく７

ページから８ページにかけての（７）をごらんください。複合型サービ

スという名称を前議案でもございましたが、通い、泊まり、訪問看護、

訪問介護を組み合わせることで、具体的にイメージできる名称として、

看護小規模多機能型居宅介護に改称します。つきましては、目次を初め

として各条項にあります名称を全て改めます。第１９４条におきまして

は、登録定員及び利用定員の改正でありまして登録定員を２５人から２

９人に増員し、これに伴い通いサービスの利用定員を上限１８人まで引

き上げます。第１９６条につきましては、基本取扱方針の改正でありま

して、運営推進会議と外部評価が報告事項のみとなり、自己評価を行い、

報告した上で公表する仕組みとします。以上が議案の３３号でございま

す。続けて議案で３４号につきましては、ただいまの条例に介護予防サ

ービス事業者。介護予防というのをつけていただいたら、ほとんど同じ

改正なのですが、一通り説明させていただきます。お配りをさせていた

だいております資料を参照していただきながら説明させていただきます。

これも介護保険法の施行規則の一部を改正する省令が２７年１月１６日

に出されたことに伴い、本条例を改正するものであります。基本的な考

え方は国の厚労省令で示された基準のとおりとしております。まず３ペ

ージの（１）をごらんください。介護予防認知症対応型通所介護に伴う
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主な改正でございます。第７条第４項におきましては、設備及び備品の

基準の改正でありまして、この設備を利用して、介護保険制度外の夜間

及び深夜のサービス、宿泊サービスを実施している事業所については、

届出を求めることとします。第９条におきましては、利用定員等の基準

の改正でありまして、このサービスの利用定員について、認知症対応型

共同生活介護事業所が認知症ケアの拠点としてさまざまな機能を発揮す

ることを促進する観点から、１事業所で３人以下であった基準を１ユニ

ット３人以下とします。第３７条第４項におきましては、宿泊サービス

を実施している事業所に、事故報告の仕組みを追加規定します。次に介

護予防小規模多機能型居宅介護に伴う主な改正でございます。４ページ

の（２）をごらんください。第４４条第６項におきましては、従業者の

員数の改正であり、看護職員が兼務可能な施設、事業所について、その

範囲に現行の併設する施設、事業所に加え、同一敷地内又は隣接する施

設、事業所を追加するとともに、兼務可能な施設、事業所の種別につい

て、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を加えます。第４７条第１

項におきましては、登録定員及び利用定員の改正でありまして登録定員

を２５人から２９人に増員し、これに伴い通いサービスの利用定員を１

８人まで引き上げます。第６６条におきましては、基本取扱方針の改正

であり、これも自己評価を行い、第三者が出席する運営推進会議に報告

した上で公表する仕組みとします。次に介護予防認知症対応型共同生活

介護に伴う主な改正でございます。５ページの（３）をごらんください。

第７４条におきましては、設備基準の改正でありまして、この事業者が

効率的にサービスを提供できるよう、現行では１又は２と規定されてい

るユニット数の標準について、新たに３ユニットまで差し支えないこと

とします。３４号は以上でございます。続きまして議案第３５号山陽小

野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これもお配り

をさせていただいております資料を参照していただきながら御説明させ

ていただきます。この基準は平成２４年度の制度改正に伴い、市町村へ

条例委任されているものでございます。これについては主な改正内容は、

参酌すべき基準ですが、本市の状況を勘案し支障がないと判断されるた

め国の基準どおりとしています。第３１条第１項第１２号におきまして、

具体的取扱方針の改正であり、介護予防支援事業所と指定居宅サービス

等の事業所の意識の共有を図る観点から、介護支援専門員は居宅サービ

ス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画

の提出を求めることを追加するものであります。以上でございます。御
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審査よろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 聞いただけではわからんよな。 

 

岩本信子委員 今いろいろるる話を聞いたんですが、結局、地域密着型サービ

ス事業所の人員、設備、運営に関する基準を定めると言われるんだけど、

今まである基準よりも結局、狭いといったらおかしいんだけど、どう言

ったらいいかな。たくさん人が入れられるという解釈でよろしいんです

か。 

 

兼本高齢障害課長 基準緩和がほとんどでございます。定員が２５から２９に

なったり、通いの定員が大きくなったり、兼務できる施設の職員が、今

までは同一施設でないと兼務できなかったものが、同一敷地内であれば

できるというふうに、規制緩和に関するものでございます。 

 

岩本信子委員 逆に言ったら詰め込まれると言ったらおかしいんですけど、施

設の中に人がふやされるということは、サービスの低下なんていうこと

が起こってくる可能性はあるんじゃないかと思うんですけど、それをチ

ェックするというところはどこがするんですか。自ら評価してとか何と

かいろいろ書いてあったんですけど、報告をするというふうなことが書

いてあったんですけど、そういうふうに今までの施設をちょっと入れて、

拡大して使おうと、そうするとやっぱり利用者の方々にとっては、不便

な面が出てくるということに対するチェック機能というのはどこにある

か。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 基本取扱方針の改正のところにもありま

すけれども、今現在も行っておりますけれども、各事業所とも２カ月に

１回運営推進会議というものを行っております。これにつきましては、

事業所職員、市もしくは地域包括支援センター職員、地域住民等の方々

に御参加いただき、その事業所の実績報告あるいは事故報告、今後の取

り組みの報告等を報告してもらい、それに対する審査を行っているとこ

ろでございます。それ以外についてのチェックの機会でございますけれ

ども、地域密着型サービス事業所におきましては３年に１回ではありま

すが、私どもが実際に現場に行き、さまざまな資料提出をいただき、実

地指導を行っているところでございます。これにつきましては、それぞ

れ利用されておられる方のケアプランのチェック、運営方法、利用者へ

の説明等々のチェックをしながら、足りないところは指導させていただ
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いているというところでございます。 

 

岩本信子委員 複合型施設というのが出て、通い、泊まり、訪問看護とか組み

合わせていくということなんですが、心配されるのは例えば火事のとき

なんか、例えば泊まられている方で、今まで事故がありましたよね。介

護施設で火事が起こったときに、人員が足りなくて、中に入っている方

が多くて避難がおくれたというので事故があったと思うんですけど、例

えばそういうことが起こり得ることがどうなのか。想定した場合、対応

をどうしているかというチェックも、さっき言われました運営推進会議

とかいうところに報告、報告というとおかしいけど、そういう火事が起

こったときには、こういう対応をしていますよとかいうふうな仕様書み

たいなものは出されるんですか、どうなんですかね。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 今おっしゃられるように、そういった災

害、火災等のマニュアルをそれぞれつくっていただくよう指導しており

ます。それを出していただいておりますし、実際にそれに伴う訓練を運

営推進会議等でも報告してもらっていますし、消防の関係になると思う

んですが、１年に１回２回は実施をしていただいているところでござい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 ただ、どうなんですか。地域の自主性とか自立性とかを高め

るための法改正でもあるわけですよね。そうするとかなり環境的には悪

い環境で預かるということも起こり得るんではないですか。そういう場

合の日常の訓練といっても、ほとんどマンパワーで対応しなきゃいけな

いような場合が起こってくるわけよね。そういうことに対応できるんで

すかね。災害について。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 災害の関係というところでございますが、

確かに人員の基準が削減されたり、あるいは利用者の増加ということが

示されておりますので、また新たに災害マニュアル、火災マニュアル等

の設定を行っていただかなければならないというふうに思いますけれど

も、またこの辺につきましては、しっかりそのマニュアル、訓練等を各

施設確認させていただく中で、不足が生じるようであれば、施設事業所

とともに一緒に我々も検討していき、安全に運営できるような事業所運

営に努めていきたいなと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 結局、保育所と一緒で基準を定める条例だから、国の基準ど
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おりということになったわけよね。実際の認可のときに、どういう行政

指導がされるんかという問題が出てくるわけですよ。そこら辺のことで、

基準はこうなんだけど、実際の認可は違うんですよというふうになるん

かどうかよね。ちょっとそこら辺が僕らは不安なんです。だから、結局

これは国の基準どおりの条例になっているんですよ。だから標準とか、

参酌とかいうことで、地方の独自性がなかなか発揮できない。ちょっと

そこら辺が条例を制定する上で気になっているわけですよ。我々のとこ

ろにもきちんとした介護に対するいろんな訓練をされている部署がある

わけでしょ。それから見ても、全く国の基準どおりの条例をつくるとい

うことについて矛盾がなかったのかどうなのかというね。現場はどうな

んですか、そこら辺で。国の基準どおりでいいというふうに皆さん思っ

たの。 

 

兼本高齢障害課長 内部協議ではございますが、示された基準どおりを何か変

える特段の理由がないということです。施設の数とかについては、これ

は従うべき基準ですので市町村の裁量ではどうにもならないというよう

なものでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 標準とか参酌の部分について、市独自の見解なり、あるいは

内容を盛り込むようなことは基本的になかったと。なかったというのが

僕は問題ではないかと思っているんですが、本当を言ったらね。独自の

基準を設けている自治体もあるわけでしょ。そこら辺はよくわからんの。

保育所だってあったわけだから、介護施設だってあると思いますよ。 

 

石田清廉委員 今の委員長の発言の関連ですけども。要は国の基準はあくまで

も運営上の規定、国の基準で、自治体としてはそれを受けて、今話が出

たように安全かつ衛生的な管理運営規定というようなものを今後、自治

体としてつくらなきゃいけないとか、あるいは施設の消防法で言う安全

管理規定。こういうものはこれから自治体としてきちっとつくって、国

の基準に従っていくという考え方で進んでいるという解釈でいいんです

か。ちょっと確認ですけど。それがあるのかどうか。 

 

兼本高齢障害課長 基本的に地域密着型サービスの事業の指定というのが市町

村に権限がございますので、それを指定する際には、それら全てのもの

を必要な書類を出していただいて、検査し、審査し指定をしております

ので、そのあたりは大丈夫です。 
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岩本信子委員 結局入る人、サービスを受ける人のあれが広がったということ

で、今度それを、サービスする人ですよね。その人たちが例えば認知症

何人につき、どれだけ介護者がいなくちゃいけないとか、やる人がいな

くちゃいけないとかいう、そのような基準はちゃんとあるんですか。認

知症、例えば１０人デイサービスで預かれば、何人が要るとかいう、そ

ういうふうな規定というのはあるんですか。ちょっとそこだけ聞きます。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 グループホームだったら３人の入所に対

して１人介護職員をつけなければならないとか、そういった人員基準は

ございます。 

 

兼本高齢障害課長 このたびは基準の一部の改正でございますので、そのあた

りは書いてございませんけれども、条例の中に全部人員に対する基準が

ございますので、このたびはその中の一部の改正でございます。 

 

岩本信子委員 余計ね、一部分で範囲を広げておって、そっちの介護する人の

ほうがそのままというのは、ちょっと納得がいかないような気がするん

ですけど、改正するんだったら介護する人の、１ユニットで１人はつか

なくちゃいけないという部分も、やはりふえたんだから変えていかなく

ちゃいけないんじゃないかと思うんですが、その点はないんですか。 

 

兼本高齢障害課長 議案の３３号のほうでは人員に関する基準の改正があって、

現行の施設にいろんな施設が加わりますけれども、従業員の員数が、例

えば本体施設とサテライトの入所の合計数が１００人に対して１とし、

その端数が増すごとに１増すという新たな基準も設けております。 

 

小野泰委員 サービスの質の評価よね。自己評価をして、第三者が評価すると、

この辺がきちっとできればいいんかなという気がするんですよ。この中

には市とか地域包括支援センターとか、あるいは地域住民により公正、

中立な立場でやるという書き方がしてあるので、そのあたりはどうなん

かなと、こういう形でやられるわけですから、項目やらつけられるわけ

でしょ。そういうのをチェックしてどうするかと。そのあたりをちゃん

と説明してもらえばいいかなと。 

 

兼本高齢障害課長 外部評価につきましては、実は私も推進会議に出向きます。

実際会議の前に施設を全部見たり、そこの管理者から聞き取りを行った

り、利用者からどういった状態かというのを、実際私が見る視点と包括
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支援センターの職員、専門員が見る視点といろいろ違いますけれども、

これは皆が交代でそういうふうな会議に出席しておりますので、その辺

のところはちゃんとした評価ができているのではないかと思います。そ

れと先ほど河上が申しましたけれども、指導的な審査にも、施設ごとに

年間何施設ごとに回るんですけれども、そういう監査もしておりますの

で、大丈夫だと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 介護報酬を引き下げるということになっていますよね、環境

がますます悪くなっていく可能性があるわけでしょ。そこら辺は大丈夫

ですか。 

 

兼本高齢障害課長 このたびの介護報酬の改定は総トータルすると２．２７と

いうような数字で、プラスになっているのはほとんど処遇改善で、実際

は施設の介護報酬は、特養はかなりの割合で下がっているような現状で

ございます。介護報酬の改定の権限は市町村にはございませんけれども、

私どもが聞いておりますのは、介護の現場としては厳しくなるというふ

うなお声も聞くんですけれども、診療報酬等との比較をする中で、その

報酬の改定がされているというふうに認識しておりますので、サービス

の低下に直接結びつくというふうには考えておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 片方では介護報酬を減らせと言いながら、減らせというか減

らしながら、片方では従業員、スタッフの給料を上げなさいと。相反す

るような話になっているわけよね。実際処遇改善につながっているのか

というね。そこら辺がよくわからないのはスタッフが次々にかわりよる

んですよね。非常に回転が速いというか。よくわからんのですよ、本当

に処遇改善になっているかどうかというのが。そこら辺はどういうふう

にしたら、きちんとチェックできるんですか。どうせ市町村を通じて処

遇改善というのはあるわけでしょ。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 処遇改善加算につきましては、このたび

の報酬改定で各サービスごとで若干数字が違うんですけど上がるように

なっております。この確認でございますけれども、年度末に希望される

それぞれの事業所から申請の手続をしていただくことになります。そし

て、その結果を翌年度の５月から６月にかけて実績報告を提出していた

だくことになります。そのほかにも確認の方法といたしまして、先ほど

各事業所に実地指導ということで、いろんな書類を見せていただくとい

うことを申し上げたと思いますが、２月２０日ぐらいから４日間かけて
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４事業所ぐらい回ってきたんですけども、その際も確認をさせていただ

きましたし、その際には従業員の１人から給与明細を見せていただき、

処遇改善手当てが実際明細書に入っているかどうかの確認をしながらチ

ェックを行っているところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 チェックはできるということですね。いいですか。それでは

３つの議案について個別に採決をしたいと思います。それでは議案第３

３号山陽小野田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について討論の

ある方。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしということで、議案第３３号

について賛成の議員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。引き続きまして議案第３４号山陽小野田市指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について討論のあ

る方。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしということで、議案第３４号に

ついて賛成の議員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。それでは最後に議案第３５号山陽小野田市指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）討

論なしということで、議案第３５号について賛成の議員の挙手をお願い

します。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。以上３つの議案について全会一致で可

決をされました。次に議案第４９号の説明をお願いします。 

 

兼本高齢障害課長 議案第４９号は障害者福祉サービス事業所についてでござ

います。山陽小野田市障害者福祉サービス事業所条例の一部を改正する
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条例でございます。今回の改正は、障害者福祉サービス事業所条例第４

条第１項のまつば園の定員を第１号業務、名称を就労移行支援事業と言

います。第２号業務、これは就労継続支援Ｂ型と申します。これをあわ

せて４０名とする改正でございます。これにつきましては議案裏面の新

旧対照表をお開きください。障害福祉サービス事業所まつば園は、市が

社会福祉法人山陽小野田市事業団を指定管理者として設置しています。

まつば園は、就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型を混合して行なう多機

能事業所として、山口県知事から総定員４０名で指定を受けています。

定員の内訳の変更については、県への申請承認のみとなっています。こ

のたび、なぜ改正するかと申しますと、就労移行支援サービスは利用期

間が２年間限定であり、このサービス終了後に雇用契約による就労に移

行することができなかった利用者は、就労継続支援Ｂ型などのサービス

を利用することとなります。この条例をつくった当初、まつば園の利用

定員について就労移行支援１５名、就労Ｂ２５名と決めていたのですが、

この制度が２４年度から始まりまして、このたび２６年度末で就労移行

支援を終了する利用者もおりまして、残念ながら就労にうまく結びつか

なかった。この方々を、このままの条例でいくと、まつば園での利用が

できなくなるというような実情がございました。総定員をなぜ４０名に

させていただくかと言いますと、まつば園自体が県知事の認定を受けて

おります多機能型障害福祉サービス事業所でございまして、この市の条

例で定員内訳を規定しなければならない根拠がない。これは県にも全て

確認しております。結果として障害者サービス利用者の柔軟な利用形態

の確保と事業所の弾力的運用を図るために、この条例における総定員を

４０名とすることにさせていただいて、きめ細かな障害者サービスが展

開できると考えて本条例を改正するものです。 

 

下瀬俊夫委員長 ということで、御質疑を受けたいと思います。入所者の現状

がわかりますか。 

 

兼本高齢障害課長 現状たまたまでございますが、２６年末で就労移行支援利

用者が１５名。継続支援Ｂが２５名でございます。これが２７年度にな

ったときにそういった支障が現実として起こってきているということで

ございます。 

 

下瀬俊夫委員長 現状４０だけど、４０でいいんですか。ふえる可能性はない

の。 
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兼本高齢障害課長 就労移行支援とＢ型については定員の１．２５とか、その

あたりの弾力的運用もございます。 

 

下瀬俊夫委員長 はい、わかりました。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは質疑を打ち切りたいと思います。議案第４９号山陽小野田市障

害福祉サービス事業所条例の一部を改正する条例について討論のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしということで、議案第４９号について

賛成の議員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。以上で高齢障害にかかわる議案は全て

終了いたしました。残りの議案については予備日の１８日の午後１時か

らやりたいと思います。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では、そ

れで決定いたします。そのときに３６号、４８号だけではなしに、所管

事務調査、その他決定事項がありますので、そのときに相談したいと思

います。以上で終わりたいと思います。 

 

 

午後６時４８分 散会 

 

 

平成２７年３月１０日 

 

民生福祉常任委員会委員長 下 瀬 俊 夫 


